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1  3 の災 の被 ・ の  

 

1.1  

 

3 災害の被害や対応の は、大 府北部の地震（死者 6 人、全 18 、 災害 指

定）、北 東部地震（死者 41 人、全 409 、 災害指定）、7 月豪雨（死者 224

人、全 6,695 、 災害指定、政府の特別予 編成）の に大きくなる。 

い れの災害においても、 府県およ 市町村に災害対策本部が設置され、 府県を 心

に内閣府情報先遣チームなどの政府の ンが 遣され、また、被害を受けていない自

体から先遣チームや応援が 遣された。また、3 災害ともに、災害 ン アセンターや

全 災害 ン ア支援 体ネットワーク（JVOAD）などの民間支援の きも発災直後

から生 ており、防災 研究所や人と防災 センター（以 、センター と ）

といった 機関からもスタッ が 遣されている。こと災害 期に関しては、災害

や災害対策本部を 心とした対応を実施した点、 様なアクターが同 ように災害対応に

参 した点は各災害で大きく わらないことを確 しておきたい。 

センターでは、 ・ 大震災を 点とし、これまで 内外で きたさま まな災害に

ついて実 的な研究を行ってきた。その研究成果にもと いて、被災地での現地支援を行う

ことも、研究員の業務に まれている。 内外で発生した地震や大 害の被災地に先遣

隊を り、必要があれ 災害対策本部などで情報提供や を行ってきた。その際には、か

つてセンター研究員だった ーチ ェローのネットワークや知 も活用している。さま

まな関 者、関 機関と連 しながら情報を 集し、支援 と支援 を立てて活 を

行っている。 

今 度は 6 月 18 日に発生した大 府北部の地震（以 大 府北部地震 と ）を

切りに、6 月 28 日から 7 月 8 日にかけての平成 30 7 月豪雨、9 月 6 日に発生した北

東部地震と、3 つの災害に対して現地支援 遣が行われた。災害そのものが立て けに

発生したため、1 つの現地支援が する に次の 遣が決定する であった。 

本 では、以後の報告の 提として、この 3 つの災害それ れの被害や に政府による対

応の全体 を整理しておく。 
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(2) の  

 7 月 5 日 から各地に災害 や被災者生活再建支援 が適用され、7 月 14 日に特定

常災害として指定され、7 月 24 日に同 5 月 20 日から 7 月 10 日までの間に全 各地で

発生した豪雨およ 雨による災害が 災害（本 ）として指定された。また 8 月 3 日

には 2018 度予 の予 の 用を決定し、 として 1,058 が支 されることと

なり、また同月 に予 など 4,200 の支 枠組みが提示された。また、10 月 7 日に成

立した 予 では 5,034 が てられ、大 な対応となった。対応の には 平成

30 月豪雨 生活・生業再建支援 ッケージ として被災者支援や 業対策（ ルー

プ ）など、通常の 災害では実施されないものが まれている。 

 

1.4  

 

(1) 被 の  

 2018 9 月 6 日 03 時 07 分に北 地方 東部の さ 35km でマ チ ード 6.7

の地震が発生した（以 、 北 東部地震 と ）。この地震により 地方で 大

震度 7 が された。死者 41 人（うち 町 36 人）、 者 749 人、住 被害は全 409

、 1,262 、 部 8,463 と大きな被害がもたらされた（以上、地震調 研究

本部地震調 委員会 平成 30 北 東部地震の （平成 30 10 月 12 日）、

およ 、内閣府（平成 30 北 東部地震に る被害 等について（平成 30 10

月 29 日 17 時 30 分現在））。なお、この地震で も問題になったことの 1 つは、北

力・ 東 力発 所の 止を とした ックア トであり、地震 による直 の被

害がない地域においても が生 た。 

 

(2) の  

 9 月 6 日 内全 179 市町村に災害 が適用され、被災者生活再建支援 も北 内全

域に適用された。9 月 28 日に 災害指定（本 、ただし、 業 用保 などによ

る災害関 保 は 町、 平町、 かわ町を対 とする局 ）を決定した。 
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1.2  

 

(1) 被 の  

 2018 6 月 18 日 7 時 58 分 に大 府北部を震 とするマ チ ード 6.1 の地震が発

生し、大 市、 市、 方市、 市、 市で 大震度 6 の い れを した。こ

の地震による人的被害は死者 6 人、 者 369 人（ 22 人、 347 人）、住 被害は全

が 18 、 512 、 部 55,081 の被害が確 されている（以上、大 府 大

府北部を震 とする地震 報 2018 11 月 2 日 10:00 時点 ）。 

 

(2) の  

 大 府は 6 月 18 日に大 市、 市、 田市、 市、 市、 市、 市、

市など 12 市 1 町に災害 を適用した。 災害には指定されておら 、被災者生活

再建支援 は 10 月 23 日になって 市のみに適用されている。 

 

1.3 7  

 

(1) 被 の  

 6 月 28 日以降、北日本に していた が、7 月 5 日には西日本まで してその後

した。また、6 月 29 日に日本の で発生した台 7 は東 を北上し、対

で を北東に えた後、7 月 4 日 15 時に日本 で に わった。 

 や台 7 の により、日本 に かく 常に った が供 され け、西

日本を 心に全 的に広い で 的な大雨となった（以 、 7 月豪雨 と ）。6 月

28 日から 7 月 8 日までの総降 が 地方で 1,800 、東 地方で 1,200 を える

とこ があるなど、7 月の月降 平 の 2 4 となる大雨となったとこ があった。

また、 北部、 、 、 、東 、北 地方の くの 地点で 24、48、72 時

間降 の が 上 1 となるなど、広い における長時間の 的な大雨となっ

た。この大雨について、 県、 府、 県、 取県、 県、広島県、愛媛県、 知

県、福 県、 県、長 県の 1 府 10 県に特別 報が発表された。 

 7 月豪雨の で、愛媛県、広島県、 県、 県などを 心に、 の 、浸 被

害、土砂災害などが発生し、死者 224 人（うち広島県 109 人、 県 61 人、愛媛県 29 人）、

行方不明者 8 人、 者 427 人、住 被害は全 6,695 、 10,719 、 部 3,707

、 上浸 8,640 、 浸 21,576 の大 な被害が発生した。また、全 各地で

や 話の不通など ンに被害が発生した か、 の などの交通 害が発

生した（以上、 庁 災害をもたらした 事例 平成 30 7 月豪雨 、およ 、 常災

害対策本部 平成 30 7 月豪雨による被害 などについて 平成 30 10 月 9 日 17 時 00

分現在 ）。 
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ものである。また、防災 研究所のク スレス ンス ト（http://crs.bosai. 

go.jp/）における建 被害 定などは、 災害の全体 の見 り を防 情報を提供する取り

組みである。しかし、のちに 体的事例として れるように、 においても、し し 災

害の全体 の見 り は発生してしまう。 

さらに、上 2 に え、 は政府のみが災害対応の たるアクターであるとみなす

ことは難しく、政府の決定のみで災害対応を適切に することはできない。NPO/NGO や

社会福祉協議会といった ードセクターや、民間 業が災害対応に参入し、さらには、

自 ・共 などとして地域住民が災害対応を行う事を政府として することも みられ、

災害対応に参 するアクターは 様になってきている。 

民 上、市民から を委 されている政府は、災害対応におけるもっとも なア

クターである。 様なアクターと相 作用しながら、 体や らしに メージ受けることで

した、被災者の 生 を回復させる取り組みを実施しなけれ ならない。しかし、知

や の不足 や 災害の全体 の見 り を としてし し が生 る。さ

らに、そういった に対して適切に対応する能力を政府以上に保持しているアクターが

在することもし し 生 る。本 では、このような を分 するために 災害対応

ンス という 念を導入する。 

（2006）によれ 、 ンス という 念には様 な用 があるが、大きくは 2

つの用 に 分できるという。1 つは 機能としての ンス で、 害関 者の

のための 理人の けメ ム と表現できる。例え 、 ー レート ンスは

の のために 者を けるメ ムであり、民 という ンスは

市民の 生を めるために政府を けるメ ムである。もう 1 つは としての

ンス で、機能としての ンス=メ ムが成立している 果、 害関 者以

外へ らかの公共 が供 されている として整理されている。本 では 1 つ の 機能

としての ンス の意 において ンスという 念を用いることとする。 

本 では災害対応 ンスを 被災者の のために、 ・ 府県・市町村・ ード

セクターといった災害対応を実施する様 なアクターを けるメ ム と える。

特に本 においては、 災害の全体 の見 り を避けるための災害対応 ンスに 点

を当てる。つまり、どのようなメ ムによって（適切であるかはともかく）災害の全体

を把握し、その 果として、どのような対応を実施したのかを することから、 災害

の全体 の見 り を防 ために、どのような災害対応 ンス=メ ムを えるべ

きかを する。 
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 災 の の 災 の 

 

2.1 災  

 

災害（disaster）とは、危 を き こす 害力（hazard）× 社会の （vulnerability）

と定 されるが（Wisner et.al 2003=2010: 55-79）、災害対応とは、 害力にさらされた社会の

を するための アクターが実施する 実 と えることができる。日本におい

ては、災害伝 ・防災 などの で、災害後に防災にかかわる の生成に取り組 長期

的実 は別として、被災者の や、被災者の らしを支える ン スト クチ ーの復

などの、数日から数 といった 的 期的な災害対応は、 本的に や自 体といった

政府が行うこととされている。ただし、政府（ ・自 体を指す。以 同 ）によって の

もないままに必 しもうまく災害対応が行われるわけではないことは自明 され、

の実施者として たるアクターとなる自 体において、災害対応にかかわる知 の

や、 による事 などがなされている。 

しかし、 に をしていたとしても、実際の災害対応、特に大 な災害においては

様 な が生 る。 な避難所環境によって災害関連死が発生してしまうことに表

れるように、場合によっては適切な対応が行われないことによって、 されるべき被災者

の 生が しく することがある。このような は ン スト クチ ーの復 よ

りは避難所 や被災者支援などで であるが、大きくは 2 つの が考えられる。1 つ

は の実施者である政府の 知 や の不足 である（  2018）。より 化し

て え やったことがないから、 れていないから するということである。もう 1

つが本 で る 災害の全体 の見 り である。政府に災害対応についての しい知

が わっていたとしても、発災 期の情報取 が でないなか、災害の を し

たり、その問題の所在を え えたりしてしまい、適切な対応を取らないといったことが

こる。また、 や え いが組織内の 的な となってしまうと、その後の対応

にも を え、 的にさらなる が生み されてしまう。 体的には、対策のた

めの予 編成 の見 り、仮設住宅建設 数の度 なる 、自 体や災害ごとに特 な

被災者支援の想定外の といった事 が生 る。さらには、 去の災害の に き ら

れるといった も生 る。例え 、1 日や 2 日 度の避難所 の をもとに、長

期間にわたって避難所を してしまい、避難所環境が のまま改善しないことなど

は 型的な事例である。 

これまでにも、災害の全体 の見 り を避ける取り組みがないわけではない。例え 、

ら（2006）が する の と、それを実現するための 管理による災害対

応は、政府の災害対応に の見 もりとマネジメント クルにもと く対策を持ち

3災  
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である。情報の交換 についての 2 つ は、組織内か組織間かというものである。例え

、ある担当部局内のみで情報交換している場合は組織内であり、 数の部局間、自 体と

応援自 体、行政と NPO などと を うごとに、情報交換はより 様な組織の間でなされ

ることになる。 

 

2-1 情報の  

 

災  

 

(2) 情報 への の  

 政府が災害にかかわる情報を取 し、適切であるかはともかく、災害の全体 にかかわる

を 成すると、その にもと いた対応をとることとなる。その対応の内 は、 の

政府組織（ 庁や応援自 体）、NPO/NGO、社会福祉協議会などの組織や住民などの

害関 者から様 に されることとなる。被災者の という 点から、対応の内 や

害関 者の 応をもって、 被災者の のために、 ・ 府県・市町村・ ードセクター

といった災害対応を実施する様 なアクターを けるメ ム である災害対応

ンスが適切に機能しているかについて、 定の を行うこととする。 

 

(3) の 提 3災  

 本 においては、災害の全体 の見 りを避ける災害対応 ンスを する際に、3

災害においてい れも 府県を たるアクターとみなすこととする。 府県は、災害

における の実施 体であり、被災市町村の災害対応を する役割をもつ。また、

内閣府、 土交通 、 生 などの各 庁の ンが 府県庁に入ることが

く、 の各機関が連 対 とみなす組織でもある。また、災害対応を行う ードセクターの

組織の調整機関である全 災害 ン ア支援 体ネットワーク（以 、 JVOAD と

）が災害 期に連 対 とみなす組織でもある。 

 府県にとっての 的な 害関 者は直 の被災者である。ただし、被災者の で

被災者支援を適切に行うという 点から、被災者から直 に の委 を受けており、場合

によっては の 部委 を 府県から受けていることが い市町村も、 害関 者と

して することとする。  

個別的 合的

的 質的

情報の取 間 的 直 的

公 的 公 的

組織内 組織間

情報の内

情報の交換
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2.2 災 の の 災  

 

災害が発生すると、災害対応の たるアクターである政府は、適切であるかはともかく、

災害の全体 にかかわる を 成し、なんらかの対応を実施することとなる。この災害の

全体 の見 りを避ける災害対応 ンスを、 数の災害の事例で するために、いく

つかの 点を設定したい。 

 

(1) 情報の ・ ・  

 ある組織がなんらかの を 成するためには、そのもととなる情報がどのように取

されるかが決定的に 要になる。災害対応において取り われる情報は、 的知見のよう

に確定的なものではなく、不確実 が い情報で、行政の被害報が日を うごとに され

ていくことに表れるように、ある 度の時間や 間といった 用をかけないか り、情報を

確定できない。しかし、そのような 用をかけることがままならない、災害対応 期にこそ、

災害の全体 を することが必要になり、 本 は 用（時間・ 間）がかかるは の

度の い災害の全体 の情報を、いかにして 用をかけないで取 するのか という、ジレ

ンマが発生する。このジレンマを ンスよく することができるかが、災害対応におけ

る の分かれ になりうる。 

 そこで、災害の全体 にかかわる情報の 度や 用を 能なものとするため、どのよ

うに情報が取 されるのかについて、いくつかの を設けておきたい（表 2-1）。 

 情報の内 については 2 つの を設ける。1 つ はその情報が、個別的なのか 合的な

のかである。例え 、ある避難所へどんな 資をどれだけの を したのかというのは

めて個別的な情報であるが、その 果、その避難所の環境はどうなっているのか、ある地域

に 在する避難所 はどのような にあるのか、在宅避難も めたある地域の避難環

境はどのような にあるのかと、 をおうごとに 合的な情報になっていく。個別 と

全体要 の関 とも い換えられる。情報の内 についての 2 つ は、その情報が 的なの

か質的なのかである。例え 、 資の 、人数、避難所数といった情報は 的であり、ある

避難所の衛生環境が いためお りはト レに行くのをためらっている、といった情報

は質的なものである。 

 情報の取 については、間 的か直 的かという を設ける。例え 、 府県の

避難所についての情報取 担当者が被災市町村の避難所担当部局に 話で問い合わせて取

した情報を、情報整理担当者が整理した上で災害対策本部会議資料に取りまとめると

いった情報取 は間 的なもので、 府県知事が直に避難所を訪問し見 きした情

報は直 的なものである。 

 情報の交換 については 2 つの を設ける。1 つ は、公 的か 公 的かというも

のである。例え 、災害対策本部会議などの な会議体での情報交換 は公 的なもの

であり、組織をまたいだ担当者同 による立ち話といった情報交換 は 公 的なもの
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であり、組織をまたいだ担当者同 による立ち話といった情報交換 は 公 的なもの
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役に立たなかった といった しい を受けることに表れる通り、災害対策本部のマネジ

メントが機能しているか、被害 は大 みでどの 度か、今後想定される行政事務上の課

題は か、災害 をどのように 用すべきか、といった災害対応にかかわる 知 が、

遣された ンに必 しも わっているわけではなかった。 

そのため、被害 や災害対応の全 的 といった 災害の全体 の 成に役に

立つ では、 合的・質的な情報が 分に把握できたとはみなしにくい。人と防災 セン

ターのような 機関や JVOAD などの 様なアクターとの情報交換は 公 に行われて

いたものの、その情報がどのように生かされていたかは不分明である。 果として、ある市

町村の担当者が発した こっちは、まだ災害対応 なのに府の がは まった という

に 的に表れるように、府と被災市町村との間で各 対応についての 分な調整が行わ

れたとは考えにくく、被災市町村の災害対応を 分に したかについて 問が る。 

 

 

2-1 災 の 情報の ・ 2 
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2.3 災 の の  

 

(1)  

 7 月豪雨における愛媛県や、北 東部地震における北 では、 災害の全体

の 成 において、その見 りを防 災害対応 ンスが適切に機能していたと考え

られる。特に北 東部地震においては 災害の全体 の見 り を避けるための災害

対応 ンスは、 全 自 体支援自 体情報交換会議 という公 的な会議体として

ス マ ックに機能したことは注 に する。 

全 自 体支援自 体情報交換会議 は対 支援（被災市 町村応援職員確保 ス ム）

の調整のみなら 、災害マネジメント総 支援員（有資 者）の 的知見による災害の全

体 にかかわる 合的で質的な情報が、直 的に組織を えて北 と共有されていた。ま

た、 組織が参 する会議体が 的に開 されたことによって、7 月豪雨において問題

される も かれた、対 支援 体や災害マネジメント総 支援員の能力 を平 化し、

的知見を 度なレベルに保つ効果も発 したと考えられる。被災 府県、総務 、応援

自 体、災害マネジメント総 支援員、 機関などが参 して 的に開 される 全

自 体支援自 体情報交換会議 は、被災 府県が防が ならない 災害の全体 を見

る 危 を避ける保 のような機能を果たす災害対応 ンス（災害対応を実施する

様 なアクターを、被災者の のために けるメ ム）の先 的事例と考えられ

る。 

なお、 災害対応 ンス という たな 念を して なけれ いけない通り、

災害の全体 の見 り を避ける取り組みは、災害対応の で必 しも 化していない

ものであり、災害対応を実施するアクターがそれをなさなかったとしても、必 しも めら

れるものではない。以 の参 にもと く被災 府県にかかわる は、あくまでも、

の災害対応の 化のために、 災害の全体 の見 り を避ける 点からなされたも

のであり、災害対応全体や災害対応にかかわった組織や個人を するためのものではな

いことを け えておく。 

 

(2)  

 大 府北部地震における大 府を 心とした災害の全体 にかかわる情報の取 ・交換

の な を 2-1 に る。参 果からは、被災市町村における被害にかかわる情

報や、被災市町村の災害対応 にかかわる情報について、大 府は 本的に公 的なルー

トを通 てのみ把握していたと考えらえる。 

その は、情報取 の担当者が市町村の危機管理部局などに被害 にかかわる個別

的・ 的な情報を 話で問い合わせ、それを危機管理部局が取りまとめるといった間 的な

ものが 心であった。府職員の ンを被災市町村に 遣することで 合的・質的な情報

の直 的な取 を行いうる取り組みもなされた。しかし、ある市町村の担当者から あまり
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ジメント総 支援員の には、災害対策本部のマネジメントが機能しているか、被害 は

大 みでどの 度か、今後想定される行政事務上の課題は か、災害 をどのように

用すべきか、といった災害対応にかかわる 知 を持つ者も く まれていた。その 果、

広島県庁内で 公 に交換されていた情報は、 合的な情報が で、被災市町村の災害の

全体 を みやすいものであった。 

ただし、広島県庁内で 公 に交換されていた情報を、被災県である広島県は活用 能な

で把握できなかった。この事 が生 た要 は 数考えられるが、 も 大なものとして、

こういった 合的・質的・直 的な情報を、組織間で公 的に う情報交換 が整 され

なかったことがあ られる。実際に、対 支援 体や災害マネジメント総 支援員が参 す

る公 的な場は、応援する自 体の割り当てを調整する会議として、広島県庁において 1 度

だけ開かれたようであり、その後、応援職員の能力や人数の調整を いては、公 的な情報

交換はなされていなかった。 

果として、ある応援自 体職員が ー ーに り回された災害対応 と べたように、

個別的・ 的・間 的・公 的で、組織内でのみ んでいる情報、つまりは県庁として作成

する被害報に されるような情報を、 本的な情報 とした災害対応を行っていたよう

である。応援自 体や 機関などで交換されていた、被災市町村の災害の全体 が みや

すい、 合的・質的・直 的な情報は、 分には広島県に伝わらなかった。例え 、 災

明 発行の が 明した発災後 3 週間 度までは、広島県として被害 を 1/2~1/3

度に見 もっていたようであり、被災市町村に 分な応援職員を ることができ 、被災者

支援などとして編成された 予 の にも が生 ていたようである。このような

のなかで広島県として ち される施策について、ある応援自 体職員が な 、広島

県さんはこんな対応をするのかな と、自らが把握する災害の全体 にもと いて 問を発

していたことが 的であった。 

なお、災害マネジメント総 支援員は被災市町村の要 にもと くものであり、必 しも

すべての被災市町村に応援に入っていたわけではないことに え、例え 在宅避難者対策

といった 的 の災害において された問題について、対 支援 体や災害マネジ

メント総 支援員ごとにアド ス内 が なるといったことが見受けられた。 果とし

て、広島県庁のある職員が A 町だけ、対応がスムー なのが不 議だったんです といっ

た に表れるように、被災市町村間の対応 や を生 となったと考えられる。

こういった事 が生 た理 として、広島県庁において対 支援 体や災害マネジメント

総 支援の割り当てのための会議が 1 度のみ開かれただけで、対 支援 体や総 マネジ

メント支援員同 の情報交換は必 しも 分ではなかった点があ られる。 開 され

る会議体がなかったために、対 支援 体や災害マネジメント総 支援員間で 分な情報

交換は行われ 、 体・個人の能力 が平 化されたり、 的知見を 度なレベルに保た

れたりすることは 難であった。 果として、被災市町村へアド スを行う際、対 支援

体や総 マネジメント支援員の能力 がそのまま てしまい、被災市町村間の を
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(3) 7  

 7 月豪雨における愛媛県を 心とした災害の全体 にかかわる情報の取 ・交換の な

を 2-2 に る。大 府北部地震における大 府と して特 的であるのは、 公

な情報交換 が、様 な組織をつな な で発生していたことである。例え 、被害

が大きいとみなされた被災市町村には県庁の課長 職員が 遣されつつ、災害対応にかか

わる 知 をもつ県職員が被災市町村担当者や県庁の様 な部局の担当者と情報交換し

ながら、災害の全体 にかかわる を 成していった。さらに、愛媛県の危機管理部局や

福祉部局と 数の NPO 担当者や社会福祉協議会職員の間での被災者の にかかわる 合

的・質的な情報交換が に行われ、発災後数日が つと 愛媛県社協 ア会議 として定

例化した、また、内閣府・ 機関・NPO などの 公 な情報交換も に行われていた。 

 このような で直 的な 公 の情報交換 によって、組織を えて交換されてい

た 合的・質的な情報は、公 的な を通 て間 的に把握される、個別的・ 的な情報

を する効果をもったと想 される。 果として、被害が大きい被災市町村と施策の調整

を 的に行いながら、 的 な関 を 持しつつ災害対応を実施していたようで

ある。 

次に、7 月豪雨における広島県を 心とした災害の全体 にかかわる情報の取 ・交換の

な を 2-3 に る。大 府北部地震における大 府とよく た で、被災市町村に

おける被害にかかわる情報や、被災市町村の災害対応 にかかわる情報について、 本的

に公 的な を通 て把握していたと考えられる。この公 的な情報把握は、災害対応の

知 が とは必 しも えない県職員が、 に交 する で行われている。災害

対応の 知 がない県職員に、 き などによって、被災市町村に を くのかが伝

えられ、 話などを通 て被災市町村の担当職員から情報を把握することが 本的な業務

というものである。また、被災市町村に 遣された ンは地方 興部局などの本庁以外

の職員が 遣されることがまま見られ、災害対応の 知 は とは い切れなかった。

果として、例え 、きちんとした調 ができていないだけで数 ・数 レベルの が

浸 被害を受けているような が被災市町村としては把握できていたとしても、確定し

ている数 レベルの情報しか広島県庁には伝わっていないという が発生していたよう

である。 

また、愛媛県のようには、 数の組織の間で、 合的・質的な情報を直 的に交換する

な は発生していなかったと考えられる。ただし、対 支援 体や災害マネジメント総

支援員として被災市町村に入った応援自 体と、被災市町村との間に公 的で直 的な

情報交換 が発生し、そこから取 された情報は、広島県庁内で、応援自 体や 機関

間で 公 に情報交換されていたことが特 的である（応援自 体の ン で

に情報交換されていた）。 

この公 ・ 公 の直 的な情報交換 は、7 月豪雨において適用された、対 支援と

災害マネジメント総 支援員の 組みにもと いて 成された。対 支援 体や災害マネ
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(3) 7  

 7 月豪雨における愛媛県を 心とした災害の全体 にかかわる情報の取 ・交換の な
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(4)  

 北 東部地震における北 を 心とした災害の全体 にかかわる情報の取 ・

交換の な を 2-4 に る。7 月豪雨における広島県で発生した によく ている

ものの、特 的であるのは、応援自 体と被災市町村間という組織間で発生した直 的・公

的な から把握される 合的・質的な情報が、 全 自 体支援自 体情報交換会議

によって北 庁とも交換される が発生したことである。 

発災当 から、北 庁に 県・ 県・宮城県などの応援自 体が ンとして

入っていた。発災 3 日 には、災害対応の 知 が である、 県・ 県・宮城県

の災害マネジメント総 支援員有資 者などが、北 の要 にもと き被災町を訪れ、

的な見地から、被災町の被害 や災害対応の について、 合的・質的な情報を把握

した。 する被災町から 分な情報を取れ に被害 や、被災町のマネジメントの

などの災害の全体 について必 しも 分に みきれていなかった北 に対して、北

、総務 、応援県、 機関などが参 する調整会議という公 的な場において、直 的

に組織を えて情報提供することになった。この調整会議は 全 自 体支援自 体情報交

換会議 と れて、 期は 1 日 2 度という な開 度で 的に行われるようにな

り、特に数日間は 体的な応援調整もさることながら、災害の全体 の把握につながる情報

交換が実施された。この情報交換によって、公 的な を通 て把握される個別的・ 的

な情報を し、北 の災害の全体 についての を 成する となったと考えら

れる。 果として、被災町の機能 につながる対策が行われた。例え 、当 はメ ア

によっても大 的に報 され、また、災害対応のマネジメントがよく発 され、 を適切

に んでいたと考えられる 町にのみ、 職員の応援 遣がなされていたが、 的 い

で、大きな被害を受けていた 平町や かわ町にも応援職員の 遣がなされた点など

があ られる。 

 また、災害マネジメント総 支援員有資 者の能力は、当 、個人 があるが、 全 自

体支援自 体情報交換会議 における各者の情報共有や 機関からの情報提供などを

通 て、被災町に こる 能 がある課題やその対策についての が され、組織

や個人の能力 を平 化しつつ、 的知見を 度なレベルに保つ効果も発 したと考え

られる。 

 

14 
 

生 となった 能 がある。 

 

2-2 7 ・ 災 の 情報の ・ 2 

 

 

2-3 7 ・ 島 災 の 情報の ・ 2 

  



15 
 

(4)  

 北 東部地震における北 を 心とした災害の全体 にかかわる情報の取 ・

交換の な を 2-4 に る。7 月豪雨における広島県で発生した によく ている

ものの、特 的であるのは、応援自 体と被災市町村間という組織間で発生した直 的・公

的な から把握される 合的・質的な情報が、 全 自 体支援自 体情報交換会議

によって北 庁とも交換される が発生したことである。 

発災当 から、北 庁に 県・ 県・宮城県などの応援自 体が ンとして

入っていた。発災 3 日 には、災害対応の 知 が である、 県・ 県・宮城県

の災害マネジメント総 支援員有資 者などが、北 の要 にもと き被災町を訪れ、

的な見地から、被災町の被害 や災害対応の について、 合的・質的な情報を把握

した。 する被災町から 分な情報を取れ に被害 や、被災町のマネジメントの

などの災害の全体 について必 しも 分に みきれていなかった北 に対して、北

、総務 、応援県、 機関などが参 する調整会議という公 的な場において、直 的

に組織を えて情報提供することになった。この調整会議は 全 自 体支援自 体情報交

換会議 と れて、 期は 1 日 2 度という な開 度で 的に行われるようにな

り、特に数日間は 体的な応援調整もさることながら、災害の全体 の把握につながる情報

交換が実施された。この情報交換によって、公 的な を通 て把握される個別的・ 的

な情報を し、北 の災害の全体 についての を 成する となったと考えら

れる。 果として、被災町の機能 につながる対策が行われた。例え 、当 はメ ア

によっても大 的に報 され、また、災害対応のマネジメントがよく発 され、 を適切

に んでいたと考えられる 町にのみ、 職員の応援 遣がなされていたが、 的 い

で、大きな被害を受けていた 平町や かわ町にも応援職員の 遣がなされた点など

があ られる。 

 また、災害マネジメント総 支援員有資 者の能力は、当 、個人 があるが、 全 自

体支援自 体情報交換会議 における各者の情報共有や 機関からの情報提供などを

通 て、被災町に こる 能 がある課題やその対策についての が され、組織

や個人の能力 を平 化しつつ、 的知見を 度なレベルに保つ効果も発 したと考え

られる。 

 

14 
 

生 となった 能 がある。 

 

2-2 7 ・ 災 の 情報の ・ 2 

 

 

2-3 7 ・ 島 災 の 情報の ・ 2 

  



17 
 

   

 

3.1 支援の  

 

(1) 災 の 支援 の  

大 府北部を震 とする地震（以 、 大 府北部地震 と ）は、2018 6 月 18 日

7 時 58 分 発生した。大 府 市を震 としており、北 34 度 50 分 36  東 135 度

37 分 18 ）であった。地震の はマ チ ード 6.1 で、震 の さは 13 km であっ

た。 大震度 6 を大 府大 市北 ・ 市・ 方市・ 市・ 市の 5 市 で し

た。人と防災 センター（以 、 センター と ）の所在地であり、研究員の くが

住している 県内では、 市、西宮市、 市、 西市で震度 5 を した。 

公共交通機関が大幅に れたため、大 の通 ・通 難者が発生した。センター職員の

くが や 直 であったため、 内への めや が れるなどの を

受けた。 できた研究員で、情報 集のための対策会議を立ち上 、現地支援について

を めた。参集が 能なすべての研究員が集まって会議が行われ、当日 11 時 30 分には先

遣隊が 発した。 

 

(2) の の  

センターの災害対応マ アルでは、震度 6 以上を した地震が発生すれ 自 参

集するなど、大きな地震時は災害対応体 をとることになっている。参集 に 当する災

害が発生した場合、センター幹部や研究員などに対し、参集メールが配 される。6 月 18

日、地震が発生した 7 時 58 分 、 部の研究員や幹部は、センターやその まで し

ており、す に対応体 が立ち上がった。その後、 次集合し、9 時に情報 集を 心とし

た部内 報を作成、9 時 から ー ン を行なった。 

会議に先立ち、 レ や、 ンターネットなどによって被災情報の 集を行い、 ワ ト

ードで適時 することにより情報共有を った。また、以 研 を受 した大 府およ

市 町の自 体職員から被災情報を 集した。さらに、関西広域連合、 県と情報交換

を行い、先遣隊の 遣を決定した。なお、6 月 19 日から 4 日間開 予定であった災害対策

研 （ ス ート B）は 止を決定し、受 予定者に通知した。 

11 時 30 分 、先遣隊が 発した。研究員 1 は自宅からレンタ ーで 市役所、

市役所、大 府庁の に 回し、大 市内で実施された ン アの会合にも するこ

ととなった。 の研究員 2 はセンターから 発し、 市役所、 方市役所、 市役所

の に 回した。 から大 方 は、交通 が発生しており、2 時間以上かかり現地に

入った。後方支援体 としては、17 時より内部 ち合わせを行い、先遣隊からの情報を分

・ 合し、 日以降の方針の 案をとりまとめた。20 時 に先遣隊の 所した後、 ち
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注 1 本報告 で したすべての 、表については、特に明 がない り、 は人と防

災 センターが作成となる。 

注 2 2-1、 2-2、 2-3、 2-4 については、府、県、 の機 は 化・ 化して

している。 

 

 

編 度から ンスへ 社会 における知の交 東 大 会 2006 

民 ・ 健 ・ ・福 ・ 田 県 地震における県災害対策本

部のマネジメントと の に関する研究 による管理 の 点からの分

地域 全 会 集 No.8, pp.183-190, 2006 

災害時における ・ ー ス供 の ンス の理 的 地域 全 会

集 No.33, 2018 

Wisner, B., Blaikie, P., Cannon, T. and Davis, I.: At Risk: Natural Hazards, People's Vulnerability and 

Disasters, Routledge, 2003（ 田 防災 , 築地 , 2010） 
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 6/18 、 、  

6/18 

2  6/19 、 作、 田、 、  

3  6/20 、 、 作、 田、 、  

4  6/21 、  

5  6/22 、 、  

6  6/23 
田センター長、 、 、 、 、 作、

（ 取県用務） 

6/22 

7  6/24 、 、 、 田、  

8  6/25 、 、 田、  

9  6/26 田、  

10  6/27 、 、 、  

11  6/28 、 、 作 

12  6/29 、 田、  

13  6/30 、  

6/29 

14  7/1 、 、  

15  7/2 、 作 

16  7/4 、 、 、  

17  7/5  

18  7/9 、  

 

 
3-1  

18 
 

合わせを行い、 市を 心に支援することを決定した。特に、本部機能の 化（災害対策

本部会議の活 化）を な とした。 

 

  

3-1 の (06.18 )   3-2 の情報 (06.18 ) 

 

(3) 支援 の  

6 月 18 日に大 府北部地震の発災を受けて、 ー ン を開 し、先遣隊と 19 日

の 2 次隊の 遣 およ 後方支援の役割分担を決め、現地支援体 を 築した。 市

役所方 の公共交通の 行 により、先遣隊はレンタ ーとタク ー、 2 次隊はタク

ーを 用して現地入りした。その後、公共交通の復 により、公共交通を 用して現地と

センターを 復した。 

被災地はセンターから通える と し、 の 配は不要とした。日 の被災 と

現地で 集した情報により、 遣 およ 後方支援の役割を調整しながら、表 3-1 の現地

遣スケジ ールで調 およ 支援を行った。 

18 日は被害が大きい 能 のある自 体を 心に先遣隊を 遣し、被災自 体からの情

報 集や関西広域連合、NPO/NGO などの応援 体との情報交換をした。19 日から、

市・ 市を 心に 自 体や大 府庁の を見つつ、対応 の確 やアド ス、

応援 体との情報・意見交換を行った。 

23 日には 市長とセンター長が 談し、災害対策本部会議の 改善を し入れ、災

害 全 に関する意見交換を行った。24 日以降、 市を 心に現地支援を行い、

市・ 市に対する モート支援を行った。7 月 1 日以降は 市の災害対策本部会議が方

針決定の場として されているなどの改善がみられたことから、 市も モート支援

へ 行した。7 月 9 日、現地支援を し、 べ 61 の 遣実 となった（表 3-1）。なお、

被災自 体がセンター であったことから、全て日 りで対応した。 
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た、地震から数日後に大雨の予報となっていたため、浸 想定 域を合わせた避難所マップ

を GIS で 自に作成した（ 3-4）。 市町村ごとの災害対応の 行度合いや支援メ ー

を把握するため、市町別対応 表を作成し、情報共有を行った（ 3-5）。また、現地

で活 している研究員のメールや RF からの情報を取りまとめ、 3-6 のように、 を把

握した。 

 

    

3-2 被 の  

    

3-3 の (06.25 ) 
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3-3 の ( 06.19 06.20 ) 

  

3-4 の (06.23 ) 3-5 の (06.24 ) 

 

(4) 支援  

現地で活 している研究員を ートするため、センター側でも後方支援活 が行われ

た。 に、各地域の被災 や災害対策本部会資料を 集・整理し、地 や表などで分かり

やすく表すことで、被災地に提供・ 共有を った。また、現在の災害対応業務上の課題

や今後課題になることが想定される事 について、 去の事例などに く資料を作成し、

災害対策本部 の参考資料として提供した。さらに、 時、被災自 体からの問い合わせ

に対応した。情報提供や支援方 などについては、センターの ーチ ェロー（以 、RF

と ）や上 研究員、これまでの現地支援で られた人 を通 て、共有・相談をしなが

ら現地支援を行った。 

後方支援活 として整理した資料として、大きく 3 つ られる。 センター内部での情

報共有資料として、大 府、大 市、 市、 方市、 市、 市、 市の被災

を 期対応時には 1 日 2 回、その後は 1 日 1 回整理した（ 3-2）。 被災自 体への提供

資料として、避難所数・避難者数を整理し、日ごとの を で示した（ 3-3）。また、

期 には、 大 災連 研究センターが公開していた資料や RF から提供された

市と 市の避難所マップから、避難者の い避難所を確 し、現 把握に めた。ま
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3.2 の  

 

(1) 災  

大 府では、 別 北 に政策 部（防災 課、災害対策課、 防保 課）およ

務部が配置されている。災害対策本部事務局 は 2 の危機管理センターA（ 3-6）

で行われ、関 者以外は立ち入り 止であった。また、 や応援県・災害 遣チームなどの

ス ース（危機管理センターB）は事務局に しており、事務局の きは分かるものの、

での 体的な内 は分からない配置となっていた。 

災害対策本部会議は 1 （ 3-7）で開 されており、報 機関にも全 公開されてい

た。災害対策本部会議では、被害 や、市 町村の対応 に関する情報を各部署から報

告し、知事がその情報に応 る指示を していた。また、本部会議 後は知事の ら が

り取 が実施された。 

センターの先遣隊は 18 日 方に大 府庁に入り、関西広域連合（ 県）と各市の危機

管理体 を 心とした情報交換を行った。また、おおさか災害支援ネットワーク、全 災害

ン ア支援 体ネットワーク（以 、 JVOAD と ）を大 府に 、定期的に

情報交換を行うこととした。また、19 日には関西広域連合（ 島県）、 取県の先遣隊とも

情報交換を行った。 

 

 

   

3-7 災 の (06.19 ) 

3-6 災 の (06.19 ) 
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3-4 (06.22 ) 

 

3-5 市町 ( ) 

 
3-6 の  
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3-6 の  
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見通しに支 が生 ることが懸念された。 全庁体 で災害対応が ていない れが

あった。BCP は作成していたものの、 期に災害時体 に 行することが なかったた

め、危機管理部局へ業務が集 した。現場部署など（避難所、福祉施設、 部署）と市役

所 との連 が不足している れがあった。 本部会議では、 行役を置かない議事

となっており、各部署での報告にとどまっていた。 福祉部局では避難行 要支援者 を

活用した災害時要配 者の や ー 把握に した。 被害 定調 と 災 明 交

業務に われ、住民に提供する支援メ ーの整理に時間を要し、 知も 分に行われて

いないことが懸念された。 

6 月 22 日以降、危機管理室に りの会議室が災害対策本部の事務局 支援チームの

機ス ースとなった（ 3-10）。大 府や関西広域連合（ 県）の ンが常 し、

センターもここを 点に支援活 を行った。災害対策本部会議において、現 の報告だけで

なく、 を して今後の災害対応の方針を明確にすること、全庁的に対応するなどをアド

スし、本部会議の改善に した。23 日以降、本部会議では ワ ト ードやモ ター

が用いられ、部局間連 が必要な事案に関しての調整も 的に行われた（ 3-11）。 

25 日から 1 の総合センターで 災 明 の交 が開 され、大 府市町村課や関西広

域連合などからの ンの応援も入った。 

 

  

 

  

3-10 の (06.23 )   3-11 災 の (06.23 ) 

3-12 災 の (06.26 )   3-13 災 (07.04 ) 
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(2) 市災  

市は震度 6 を し、大 府北部地震でも特に被害が集 した地域である。 市

役所は、市の 心部に立地しており、 くには JR、 がある。6 月 18 日 後、先遣

隊は 方市の 後に、 市に向かい、17 時 に市役所に入った。市役所 では大き

な は見られなかったが、 方市と 市の間は していた。市役所の 業務の

後も、 側の入 では、 交 地方整 局が ルー ートを配 、 務課が

場所を地 にプロットするなど、市民が たときに対応できるようにしていた。 

市では、災害対策本部の事務局が活 する 用ス ースを設けることなく、各部署の

務室で災害対応を行っていた。事務局の 心となる総務部危機管理室（4 ）では、報

機関の入室が 止されていた。 業広報室は各部署から た情報の 集と広報ス ース（

）への 示を行っており、 者への対応も めて業務が 業広報室に集 していた。

また、本部会議は当 公開で行われていた。 

 

3-2 市の  

本 4F 危機管理室 

本 3F 業広報室 

本 2F 災害対策本部会議 

  

 

6 月 18 日 18 時の で、公的支援のみ受入れしており、 ン アの受け入れはまだ

行われていなかった。市内に避難所 112 所を開設し、 150 が避難していたが、 の

ため、 はさらに えることが予想された。 

の被災地の と し、 市の被災 が大きく、市役所での災害対応において

と われたため、19 日から 点的に支援を行うこととした。 期の 大の課題

は、 子 生の不 な死 事 対応に われ、 の 期対応や応 対応がやや れたこと

が られる。また、災害対応において、次の 5 つの課題が られる。 

災害対策本部では、被害 の全体 が メージできていない れがあり、意 決定や

3-8 報 の被 報(06.18 ) 3-9 災 の (06.28 ) 
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3-7 3 ( 3 ) 

 

  

3-16 市 の (06.22 )   3-17 の被 (06.22 ) 

  

3-18 の (06.24 )   3-19 の (06.22 ) 

 

 

災害対策本部 
災害対策本部 

方針会議 
ン 

本部会議 
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(3) 市災  

市も震度 6 を し、 的大きな被害が た。 市役所は、 （JR 西日本）、

市 （ ）の の 間にあり、 心市 地に立地している。 市役所 くの

社は や が れ（ 3-14）、 ルー ートをかけた （ 3-15）も 数

見られた。 

6 月 18 日 後、先遣隊は市役所に入った。災害対策本部事務局 は危機管理課で行っ

ていたが、各部局に災害対応の機能が分 されており、危機管理体 は 的機能していた。

ただし、各部局の情報集 ・業務の 確 や情報 集に危機管理課の時間的 担が懸念さ

れた。危機管理課内の ワ ト ードでは、 時的に被害 を し、今後の方針は危機

管理 の部 で議 されていた。本部会議も機能していたが、災害対策本部会議は 期は

1 日 5 回開 と く、その後 3 回に集 していった。ただし、本部会議には幹部のみ参 し

ており、 の職員や ンへの情報共有が不足していた れがある。 

ンの活 用ス ースは、自衛隊については危機管理課の 務室におかれ、その の

ンは同 ロアの会議室に置かれていた。外部からの問い合わせや情報対応は広報課

が対応しており、市役所の各入 には、被害 が 示されていた（ 3-17）。市民から

の問い合わせ先として部局の 話 を ーム ージに していた。 

当 の 大の課題は、 スの 止による入 支援や、 ルー ートの配 であったようで

ある。また、 の けの ー も かった。 長期的には在宅の生活 者 要配

者への対応が課題として られていた。 市は、通常業務を させながら災害対応を

行っていたので、危機管理課として 部局からの支援が にくいことが懸念された。 ン

アや NPO/NGO との調整、避難所対応、要配 者対策などの個別課題ごとの調整など

は、危機管理課に集 していた。危機管理体 は機能しているものの危機管理部局への 度

な 担が懸念されたため、センターとしては モート体 ではあるものの相談対応を適

実施した。 

 

  

3-14 の (06.25 )   3-15 被 (06.24 ) 
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(3) 市災  
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(4) の  

今回の地震では、 大震度 6 を されたのは、 市、 市と 市である。研究

員は 市と 市を 心に現地支援を行ったが、 市は、RF と情報共有しながら、現

を把握した。その 、 の市も現地調 などを行った。 

① 市 

6 月 19 日、大 市の 役所と北 役所を調 した。 役所の被害は、 や の

度で であった。本 は 6 に 災害対策本部を設置することになっていたが、

が止まったことで担当職員が参集 難となり、 に住んでいる職員と連 を取り、5

の市民協 課内に設置した（ 3-20）。 に 度、 に住んでいる職員の参集 を実

施していたため、災害対策本部は りなく開設され、幹部が した で 把握ができ

るようになっていたようである。調 時には、災害対策本部は ち いていた。 宅 難者

や、訪日外 人への対応もスムー に行っており、福祉避難所や 避難所内の福祉避難ス

ースの対応も行っていた。 

同日の 15 時 に北 役所に訪問したとこ 、自 会連合会への災害対応に関する説明

会を行っている で、防災担当である地域課地域担当の 務室は ち いた で

あった。4 会議室で災害対策本部を設置していた（ 3-21）。 

 

  

 

市 

6 月 18 日、先遣隊は 11:30 にセンターを 発し、14 時 に 市役所に した。通

常は 40 分のとこ 3 時間かかり、被災地へのスムー なアクセスが 難な であった。

市役所 では、 は見られなかった。市役所は 庁 と 二庁 があるが、

二庁 の が被害によって されていた（ 3-22）。庁 の被害は 数 所で見ら

れたが（ 3-22）、い れも と見なされたようであり、 業務が行われていた。全

体的に、 している様子は見られなかった。 

災害対応は、危機管理課の 務室内で行われていた。災害対策本部会議も定期的に実施さ

3-20 市 (06.19 ) 3-21 災 (06.19 ) 
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れており、 日は 4 回実施された。センターとして、被災 や避難 に関する情報の把

握に めた 果、 市や 市に べ、大きな被害が ていない様子であった。 

 

  

3-22 市 の被 (06.18 ) 

  

3-23 被災 の (06.18 ) 

 

市 

6 月 18 日 16 時 、先遣隊は 方市役所に した。危機管理室は別 の 3 にあり、防

災担当者は市民などからの 話対応に われているようであった。 3-24 のように、

などに りつけるタ プの ワ ト ードを用いて、災害 などの情報を整理してい

た。災害対策本部は 4 に設置されていた。総務、受 対応、情報 理、各 ン（ 交

、自衛隊など）と各 に分かれて対応し、危機管理室職員が各 を見回っており、全体把

握が ている様子が見て取れた。災害対策本部会議では、地 を用いて被害情報を共有し、

幹部が 事 を定めていた（ 3-25）。 
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市 

6 月 24 日に 田市を調 した。2017 に災害対策本部の立ち上 やレ ア ト設置の

を実施したことがあったためか、 3-30、 3-31 のように、スムー な設置およ

災害対応への 行が ているように見うけられた。 

 

  

3-30 市災 (06.24 ) 

 

  

3-28 市 の (06.24 )   3-29 災 の (06.24 ) 

3-31 災 の  

(06.24 ) 

30 
 

  

       

3-26 災 の (06.22 ) 

 

 

市 

6 月 22 日に RF から、 部局に業務分 できていない れがあるとの情報を受け調 し

た。防災担当職員はわ か 4 人であり、災害対応が必 しも全庁体 になっていなかった

能 がある。また、不 れな災害対応で 度な 担がかかっていたと われる。 

災害対策本部は 2 の防災管 課に設置されていた。災害対策本部会議は公開されてお

ら 、様子はわからなかった。防災管 課が たる災害対応を担っており、防災管 課職員

およ 大 府の ンや、和 市・大東市・ 市の先遣隊と情報交換を行った。その 果、

本部 はなんとかできているものの、担当者への業務集 が懸念されたため、応援として

入った 市と 的に情報共有しつつ、 市を通して情報提供などの支援を行った。 

 

3-24 の (06.18 ) 3-25 災 の (06.18 ) 

3-27 災  

        被 情報の (06.22 ) 
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ものの、危機管理部局に 度な業務集 が見られた。そのため、市役所全体での災害対応業

務の本 化をさせる必要があった。災害対策本部室を設置し、住民からの問い合わせには

ールセンターを設置するなどすれ 、 本的に 決 能と考えられたが、部 の配置や資

などにより、それらの 決方 は難しいことが分かった。そのため、 回復してきた

本部会議機能や部長 職員との 的な ケー ンによって業務分担の改善をす

ること、 避難所 に回っている人的資 を本 業務に復 させること、 そのために必

要な市役所内部の人事マネジメントの改善や、JVOAD など NPO/NGO 体との連 を

し、外部から人的資 を ー ネートすることの 3 つを実施した。 

くの 被害が 部 にとどまる 、 室内の の や が かったの

は、大 府北部地震の つの特 であった。こういった災害の場合、要配 者を 在宅被

災者が く発生することは明 である。しかし彼らに対しての公的な支援メ ーは く

ないため、被災自 体 自で実施する必要がある。そのためにもま は ー を把握する必

要があった。 市には、災害時要援 者支援事業対 者 という の避難行 要支援

者 があり、これを活用して 確 は行っていたが、 ー 把握にはつながっていな

かった。避難行 要支援者 の活用について報 があったことも し、 およ 話

調 での ー 把握調 が実施された。センターからは、熊本地震の 談を伝えるなど、

福祉部局への情報提供を行った。 

 

(3) 市 

市には、発災直 に実施していたセンターの研 受 者がおり、発災当 から情報共

有を行っていた。災害対応そのものは 的スムー に実施されており、自発的に応援要

や支援要望を していた。しかし、 市と同 く災害対策本部の 務室が 設置のまま災

害対応業務が まり、庁内でうまく業務分担ができていなかった。そのため危機管理部局へ

の 度な業務 担が見られた。 

以上から、 危機管理部局への業務 担集 の 和、 市が める支援への対応の 2

点について、支援を行った。 

危機管理部局への業務 担集 を 決するためには、課題調整などが全て危機管理課に

集 している を改善する必要があった。そのため、マネジメント 、危機管理部局への

的な を行った。また 度な業務 担の理 の 部に、 日 5 回の災害対策本部会議

の実施があったため、これを 日 2 回に した。さらに、 大になる危機管理部局の災害

対応に関する調整業務や情報 集を するために、被災 自 体の事例・資料の提供、

避難所 の報告、個別課題に対する （ 資支援の民間委託 、被災マン ン課題

への対策、関連死 定委員会、 援 配分委員会、 災害指定 度、災害 に詳しい

人 の など）を実施した。さらに、 自 体の対応 との のための情報を提供し

たり、応 危 度 定 果マップの作成支援も実施した。 

その 、市役所・社会福祉協議会と JVOAD など NPO/NGO 体との連 の や、要配
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3.3 支援 の  

 

(1) 支援 の  

上 の調 果と、RF から入ってくる情報などをもとにセンター内で し、次のよう

な支援 を立てた。 

 被災自 体の本部機能の回復・ 化を通 て被災地の課題 決をめ す。 

 機関間連 を 化・活発化するような ー ネー ン支援を する。 

 な支援先を 市、 市、 市の 3 自 体とする。 

 以降は、 市、 市、 市それ れでの支援内 について、自 体ごとに する。 

 

(2) 市 

市の災害対応は、市立 の ロック による の の死 という

ッ ン な 事が大きく した。マス も め、 が ロック による被害に

注 し、 をあ ての ロック の調 につながった。 ロック による被害は、1978

の宮城県 地震で 10 人以上の死者を し、1981 の建築 改 につながった。このこ

とから、 市の災害対応は、不 事対応のような まり方をした。そのせいもあってか、

災害対策本部会議はもとより、庁 全体が 的に られた。また、訪問した危機管理部

局に 度に業務が集 していた。そのため、本 であれ 危機管理部局に められる、今後

の対応方針の立案を行える になかった。効果的な災害対応を実施できる にするた

めには、危機管理部局が本 の災害対応業務ができるよう業務分担を調整するとともに、方

針が決定できる災害対策本部会議 にする必要があった。 

大 府北部地震の特 から、在宅被災者への対応が必要になることは、明 であった。

田センター長訪問時に、上 研究員の同 社大 立 より、熊本地震での在宅要配

者対応の実 と課題について、資料提供が行われた。平時に公的 ー スとつながってお

ら 、必要な支援について をあ ることが難しい在宅要配 者への対応は、 市だけで

なく大 府北部地震で被災したすべての市町村で すべき課題であった。 

以上から、 市の課題として、 本部機能の不全により意 決定や見通しが立てられな

いこと、 現場（避難所対応の方 隊、住民対応の 部署、要配 者対応の福祉部局）と

市役所 との連 不足の 2 点に り、この課題を 決するべく支援を開 した。 

災害対策本部会議の機能改善については、熊本地震の際の現地支援での を活かし、 

危機管理 による 行と市長の ー ー ップを 在化させることにより、方針が決定

する会議にすること、 ワ ト ードを活用し、 を すること、 GIS や を

用いて、現 を把握しやすい資料を提供すること、 会議であがった課題について、 的

知見をもとに を行うことの 4 つを実施した。 

大 府北部地震は災害としての は大きくなかった。そのため、災害対策本部の 務室

を設置せ 、 課で災害対応業務を行っていた。市役所内部で応援職員のやりとりはあった
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3.3 支援 の  

 

(1) 支援 の  
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3.4 支援 の  

 

 次 で する 7 月豪雨による被害がすでに広がりつつある 、7 月 9 日にセンターとし

ての現地支援 のための 訪問を行った。7 月に入ったこ から各市町で 被害 定

調 が まり、 災 明 発行のための 受 が開設された。災害対応の ェー も応

期が わり、復 ・復興に向けて に ってきた。被災者の生活再建に向けて、 度上

える公的資 が なかったり、被害が 大していた 7 月豪雨の で ン アや民間

の人的資 も し めるなど、まだまだ課題は していたが、体 を立て直した被災自

体が自 的に対応できる を取り していると し、現地に く現地支援は と

した。各自 体の危機管理部局の職員とはつながりが ているため、相談に ったりする

など、 での支援は している。 

 なお、本 時点では、また ルー ートのかかっている住宅等が くみられ、現地に

訪問するた に被災者の生活再建はまだ となっていることを実 させられる。本災

害で となった方のご 福と被災者の 期生活再建を い、本 をしめくくりたい。 
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者の 確 や ー 把握のための調 （ロー ー作 ）提案といった 体的調整を行っ

た。また、 市からの により、被災現場などの 用 の ・提供も行った。 

 

(4) 市 

・ 方 への人員 遣が まっていた 、RF が 市を していた。その際、

部の災害対応に詳しい職員に対して 度に 担が集 しており、 的な災害対応に支

をきたす れがあるとの報告があった。このため、当日、 ・ 方 に向かっていた

人員 1 が 市に向かい、災害対応を担当していた防災管 課を訪問した。訪問した

際、上 職員が体調不 となっており、現地支援の対 に 市も えることとなった。そ

の時点ですでに、大 府内の相 応援として 市が 市に支援に入ることが決定してい

たため、 市危機管理室と連 しながら現地支援を行うことにした。 

としては、防災管 課の 部職員に対して、災害対応に関する 的な知見や に

かかわる問い合わせが集 していた。 大な被害ではないことから、災害対応当 から全庁

体 になっておら 、災害対応を行う防災管 課と、 に、通常業務を行う の部局との業

務 の がすでにみられていた。また、災害対応に 事するのが めての職員 かりで、

常に不 を えていた。 

以上から、 市の課題として、 防災管 課への業務集 、 担当職員の災害対応業務

に関する不 の 2 点に り、この課題を するべく支援を開 した。 

防災管 課職員の不 や業務 担集 を するために、 内閣府の地方 市等におけ

る地震対応の ド ンによる災害対応業務の全体把握と 管理の支援、 先を見

した人 配置についての情報提供、 防災管 課と 市、センターとの 的な

ケー ンの 3 つを実施した。 部局への業務の分担の実施は難しかったが、必要な人員配

置については、応援支援を行っていた 市職員の 力もあり、業務がスムー に実施できる

度に調整できた。 

担当職員が る災害対応業務への不 については、担当職員の実施している内 を後

しするような情報の提供の実施を行った。要配 者対応や被災者支援メ ー、 市町村

の 向などについて、直 的もしくは 市を通 て間 的に提供した。大 府北部地震の特

として、 くの住宅被害が 部 にとどまるため市民へ説明しやすい内 の被災者支

援メ ーが くはなく、市民への説明に していた。そこで災害対応が めての職員で

あっても などである 度情報提供できるようにするための説明用資料としての事例集

や 市町村の と しながら必要な情報を提供した。 的 さい自 体であること

から、 市町村の から取り されないよう支援する必要があり、 市とは に連 を

取り合い、支援を実施した。 
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4.1.2 の  

 

(1) の の  

愛媛県およ 県内市町村の でも特に被害が大きいとされる宇和島市、大洲市、西予市に

おいての被害 を確 すること、また庁内での災害対応 を確 することが 的とさ

れた。 

また、本災害においては、愛媛県以外の被災地域である 県、広島県などでも被害が

大・広域であることから、愛媛県が外部支援を 分に受けることができるのかということが

懸念された。公的支援としては、関西広域連合からは ンター ート方 で 県、

島県の 2 県からの支援が決定し、8 日から職員が 遣された。また総務 から要 のあっ

た宇和島市に対しては 災害マネジメント総 支援員 として 島県の支援が決定し、9 日

から職員が 遣された。しかし 県、広島県と すると、報 の いや交通アクセス

の を考えた場合、公的支援よりも ン アなどの民間支援がの人数が集まるの

かどうかも懸念された。 

先遣隊が愛媛県庁に入った 7 月 9 日 の時点では、3 の災害対策本部 務室におい

て自衛隊、 上保 庁、内閣府防災、総務 、関西広域連合などの外部応援機関が活 を行っ

ており、11 の災害対策本部 務室では被災者支援 と 料 資対策 が活 していたが、

災害対策本部 において特に した様子は見られなかった。 

 9 日 に実施された災害対策本部会議においては、 行方不明者の 期発見 、 ・

被害から避難生活が長期化するため避難所へのケアの実施 、復 ・復興へ向けた しい

情報 集 など明確に が提示されている様子であった。 

課題としては、特に被災が大きかった宇和島市、大洲市、西予市の 3 市に愛媛県庁から

ン職員を りこんでいたが、どのような情報を 集するべきであるのかが ン職

員では りか るという もあり、 分に市町村からの情報があがってこ 、県庁内にい

る職員が災害の全体 をつかみか ていたことが られた。そこでセンターには被災市

町村の についての情報提供や対応 ジ ンなどにおいて が められることになっ

た。 
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 7  

 

4.1  

 

4.1.1 支援の  

 

(1) 災 の 支援 の  

7 月豪雨で被災した 4 県（愛媛県、広島県、 県、 県）に対して、人と防災 セ

ンター（以 、 センター と ）では 7 月 9 日に支援活 について協議を行い、同日

に要員を 遣することになった。7 月 8 日の愛媛県災害対策本部資料によると、15 時時点

での人的被害は死 19 、 不明 7 という であった。 

ーチ ェロー（以 、 RF と ）からの現地調 に入るとの情報により、センター

の研究員 1 を 9 日から先遣隊として 遣し、RF と同行することになった。 10 日には

2 次隊の 遣を決定し現地支援を実施し、8 月 10 日の 7 次隊をもって 的な現地支

援を した。7 月豪雨の被災地域は広域であったことから、各地域での を見て 遣要

員の割り りを行った。 

表 4-1 に本災害の愛媛県現地支援における 遣体 を示す。 

 

4-1   
    

 7/9 7/10 作 7/9 

2  7/12 7/14  7/9 

3  7/14 7/15 、  7/13 

4  7/21 7/22  7/19 

5  7/26 7/26 、 作 7/24 

6  8/2 8/3 、 、  8/1 

7  8/9 8/10  8/3 
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ン職員を りこんでいたが、どのような情報を 集するべきであるのかが ン職

員では りか るという もあり、 分に市町村からの情報があがってこ 、県庁内にい

る職員が災害の全体 をつかみか ていたことが られた。そこでセンターには被災市

町村の についての情報提供や対応 ジ ンなどにおいて が められることになっ

た。 
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4.1  

 

4.1.1 支援の  

 

(1) 災 の 支援 の  

7 月豪雨で被災した 4 県（愛媛県、広島県、 県、 県）に対して、人と防災 セ

ンター（以 、 センター と ）では 7 月 9 日に支援活 について協議を行い、同日

に要員を 遣することになった。7 月 8 日の愛媛県災害対策本部資料によると、15 時時点

での人的被害は死 19 、 不明 7 という であった。 

ーチ ェロー（以 、 RF と ）からの現地調 に入るとの情報により、センター

の研究員 1 を 9 日から先遣隊として 遣し、RF と同行することになった。 10 日には

2 次隊の 遣を決定し現地支援を実施し、8 月 10 日の 7 次隊をもって 的な現地支

援を した。7 月豪雨の被災地域は広域であったことから、各地域での を見て 遣要

員の割り りを行った。 

表 4-1 に本災害の愛媛県現地支援における 遣体 を示す。 

 

4-1   
    

 7/9 7/10 作 7/9 

2  7/12 7/14  7/9 

3  7/14 7/15 、  7/13 

4  7/21 7/22  7/19 

5  7/26 7/26 、 作 7/24 

6  8/2 8/3 、 、  8/1 

7  8/9 8/10  8/3 
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4-1   

 

(2) 災  

愛媛県庁では 別 3 の会議室が災害対策本部の 務室として 用されていた（

4-2 参 ）。3 では 部の機能を 心に 成されていた。作 ループとして、

災害対策本部担当、災害対応担当、 担当が部 の 心部に配置されており、その を

取り ように情報 集・連 、広域応援・ 、情報 ス ム 用 、 ン・

交通対策 、 用調整 といった が配置されていた。また自衛隊、 上保 庁、内閣

府防災、総務 、関西広域連合などの外部応援機関も同室内に配置されていた。 

その後、3 の 務室だけでは 用が 難になったため、同建 内 11 の会議室も 大

用されるようになった。11 では各対策部の に く被災者支援 ループ、 料 資

対策 ループとともに、外部からの応援職員を調整する受入調整 、人事 、 関 機関（

業 、 生 、内閣府、防災 研究所など）や 応援機関（DMAT、DPAT、

DHEAT）で 成されていた（ 4-3）。 

災害対策本部の入 には、 でも意見が できるよう 災害対応を行ってみての意

見・ 想 を できるアンケート用 が設置されており、内部・外部からに関わら

意見を 集する配 がされていた（ 4-3）。 
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4.1.3 支援 の   

 

愛媛県庁では、災害対策本部の に資する支援活 を行った。センターのマネジメント

研 の受 者が防災危機管理課にいたことから、彼らを通 て支援活 を行った。 

 

(1) 被災市町村の の情報  

愛媛県職員は庁内での業務が を め、実際に被災市町村へ 向いて現場での様子を

確 することができていなかった。また、県庁からの ン職員を 遣するも がうま

く めない が いていた。特に保健福祉課からは宇和島市からの情報と ー が上

がってこないことを懸念し、NPO/NGO との情報共有会議に参 していた。研究員がネット

ワークを持つ NPO/NGO 職員も参 していたため、県庁との情報共有をより にできる

よう、人的ネットワークを 支援を行った。その後も定期的に開かれる NPO/NGO との調

整会議において、被災市町村での ー や課題などについて相談できる場を持つことがで

きた。 

 

(2) 援 の  

愛媛県庁では被災 3 市（宇和島市、大洲市、西予市）から、被害 定調 や 災 明 の

交 のためのマネジメントができる外部応援職員を して しい旨の問い合わせがあっ

た。被災者支援 ループが適切な人 を すのに をしていたため、 去にセンターの研

を受 した行政職員のうち実際の災害対応 のある人 や、 去に被災 のある自

体の職員で必要なマネジメント業務が 能な人 の を行った。 

 

(3) ・被 の提供 

被災市町村から 様な問合せが く、県の被災者支援 ループに 話が集 している

であった。市町村では被災者からの問い合わせに対して対応でき 、 決策を めて県庁

に連 をしていた。被災した住民からは 災 明 交 の開 時期 が知らされていない

ことへの不 や、被害 定調 の 的を理 していない住民からの不 の 、避難所外避難

者への 資提供方 の問い合わせなどが発生していた。 合すると 行政から被災者 への

適切な広報・ 知の が で が発生している れがあった。そのため、 度ワンス

トップセンターのように総合的に相談を受けつけ、適切・ に対応・情報提供ができる場

の必要 を提案した。また、 去にセンターで作成したワンストップセンターに関する資料

を提供し、これは、県から市町村へ説明する際の資料の 部となった。 

また、応 危 度 定にかかる各市町村の 定 に つきが見られるとの懸念が

あったため、市町村向けに広報する資料の要望があった。そこで応 危 度 定について

な大 有 者から資料提供を受け、県庁担当者が有 者と 的な連 が取れるよ

う の をとった。同資料内 については県庁 ーム ージで公開し、住民にも広く 知
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また、3 と 11 の災害対策本部 務室では 間的 があったものの、情報 集 に

所 する危機管理課職員 が、各組織や ループ間を意 的に行き することで情報共有・

相談をしながら部局間調整を行っていたため、 の において大きな問題にはな

らなかった。 

特に 11 の災害対策本部室では外部応援機関の める割合が いこともあり、 ープン

に情報共有ができる 間となっていた。各関 機関、対策 ループ間でのやり取りも、 要

情報や関連事 については、担当者同 で常に情報交換が 能であったことにより、今回の

災害対応における 部局・ 機関連 を したと考えられる。 

 

(3) 災  

災害対策本部会議は、 別 3 の会議室において開 されていた。内部関 者や外部

応援機関の職員などが参 しており、部 の大きさに対して参 者が く、会議室に人が入

り切れていない であった。会議 としては各部署からの報告が 心であった。 

 

 

4-4 災 の ( 07.09 07.12 ) 
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長期化する避難者（建築型仮設住宅・借上型仮設住宅・在宅避難者）へのケア、孤立防止

の見守り、日常の生活相談支援から地域支援まで幅広く支援が行える事業であり、東日本大

震災における宮城県・仙台市での取り組みを参考に熊本県で活用された枠組みで、詳細を熟

知した研究員から事例導入に向けた説明・相談を行った。9 月には愛媛県地域支え合いセン

ターが設置され（愛媛県社会福祉協議会委託）、被災市町村においても宇和島市、八幡浜市、

大洲市、西予市において開設された。 

 

(9) 各被災市町村への情報提供・運営支援 

研究員の個人的ネットワークも活用することで、内閣府情報先遣チームと共に被災市首

長への意見交換の場へ同行した。その効果は大きく、課題共有や今後の被災地域での見通し

について首長・幹部等と共有することができた。 

① 宇和島市 

7 月 14 日、内閣府と宇和島市長、市幹部とが意見交換の場を持つことができた。14 日時

点では土砂撤去にかかる課題（衛生上の問題、土砂撤去人員の不足）についての懸念が話題

となっていた。研究員からは土砂撤去は自衛隊などの公的機関の力を借りて実施をするべ

きなどの提案を行い、NPO/NGO などからの現場情報として、避難所での衛生環境や関連死

について注意が必要である旨を伝えた。 

この意見交換の後、副市長とは別途、先を見据えた災害対応について情報提供を行った。

訪問時には、平時モードのまま災害対応がなされようとしていたため、災害対応マネジメン

トが確立されるように提案を行った。また幹部が情報をきちんと把握できていないよう見

受けられたため、彼らへの適切な情報提供・提案から政策調整ができるような参謀的役割が

必要であることを伝え、県の管理職などをつけるといった対応を提案した。また被災者生活

再建など今後は部局をまたいだ事案が発生することを伝えたことから、市から組織作りの

参考となる資料の要望があった。後日、副市長には関東北部豪雨での常総市での組織事例、

熊本市の復興誌などの参考箇所を提示し、数日後にはプロジェクトベースでの分担表が作

成されるなど大きな改善が見られた。 

1 週間後に再度市を訪問した際には、担当者レベルの職員と情報共有を行う機会があった。

特に懸念されていたのが、被害が大きかった吉田地域での二次被害の心配で、雨が降る度に

土砂災害がまた発生しないかと市側も住民側も懸念していた。 

被災者対応については、被災者相談は保健福祉部の対応により、本庁以外の地域（3 つの

支所）でも相談が行われ、想定質問集は総務課が作成するなど、各課をまたいだ役割分担が

できていた。災害対策本部会議においても、部署ごとでなく機能・業務ごとの対応報告が幹

部から指示されるなどプロジェクトベースでの対応が浸透している様子であった。機能別

のチーム編成は市長直轄の市長公室が作成しており、時期や課題に合わせて組みなおす考

えで作成されていた。全体調整は危機管理課長が庁内を見回り、各部署での課題については

毎朝の幹部会議で報告・相談して方針が決まっているようであった。 
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することで、被害 定調 に住民が自 で被災の を取っておくことを すなど

対策をとれるよう提案した。その際には、 ーム ージに ら 避難所、役所 、 ン

アなどを通 た 知についても提案し、内閣府から公開されている説明資料を し

た。 

 

(4) 災 情報提供 

被災市町村から災害関連死に 当する 能 がある案 が上がってきたため、 対策

課職員より 県での担当部署や対応策などについて相談を受けた。 去の資料や 県担当

者（ 県、長 県、 取県）から 集した内 から資料を作成し、情報提供を行った。同

時に災害支援にあたっている者のメンタル ルスについての注意 も行った。 

個別に西予市危機管理担当者から、関連死 定委員会などに関する問い合わせがあった

ため、 的な き れと注意点について説明を行った。 

 

(5) 情報提供 

県内で くの土砂災害が発生している から、 内の土砂撤去が課題になると考え

られたため、土砂撤去の について災害 や 理 などで 用できる 度を

まとめた資料を土 部建設住宅課へ提供した。情報提供後に個別に問合せがあったため、研

究員から 去事例などを めた説明を行った。 

 

(6) 情報提供 

土砂災害による二次被害が懸念される地域において長期避難を しているが、 度の

や 去事例に関しての問合せがあった。 北部豪雨での被災自 体の担当者（福

県・朝 市など）に問い合わせを行い、 本的な考え方や 度的な課題についての を受

け、県担当者に伝えた。また危機管理部局だけでは 決しがたい課題であるため、福祉部局、

土 ・建築など 部局を き んでの協議をするよう提案した。 

 

(7) 支援 情報提供 

今後の復興に向けて、市町村が 心となった生活再建支援業務に ェー が わってい

く上で、市町村を 支えする、県としての避難者支援体 を 期に整えることの 要 を説

明した。その説明を受け、県職員からは支援組織体 案が提示され、また県 自の支援政策

を作ることや県内市町村へ 体的なメ ーを提示するといった考え方を り んでもら

うことができた。研究員からは 足資料の提供や 的なアド スを実施した。 

 

(8) 被災 支援 情報提供 

被災者生活再建で 用できる 度として、 去災害で活用された地域支え合いセンター

事業に関する情報を、防災危機管理課、保健福祉課の職員に提供を行った。 
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あった様子）。 

本部室 側の島は、応援職員 アで、愛媛県 ン、県内の市町村（西 市）、熊本

市、危機管理課から 1 が同 島内に を設置していることから、情報共有がされやすい

が整っていた。 の島は災害対策本部の 話受 、 側の島は情報集 と り分けをす

るように機能が分かれていた。す には幹部職員の島があり、意 決定が に行える体

になっていた。 

特に情報 集 が各避難所連 用として、現時点での 情報をまとめた A0 の

を毎日作成しており、住民への情報共有が されていたとこ は特 に する。庁内

用としても、応援職員や各部職員が現 を するために役立っていた。 

その か、報 対応においては課長ク スの担当が 2 で対応を行っており、そこ以外か

らの情報は さないよう されていた。 

また、 の被災市町村に先 けて、被災者支援 ンド ックの作成を 期から けてお

り、 常に いタ ン でどのような支援の提供ができるのかを住民に明示されていた。  

その 、個別対応としては、危機管理課より災害関連死 定委員会について問い合わせが

あったため、 的な きの れや注意点について提案を行った。また 業建設部環境衛

生課より公 体についての問い合わせがあったため、 北部豪雨の被災地である朝

市での事例について情報提供を行った。 

 

     

4-7 市災 (07.22 ) 4-8 市情報 (07.22 ) 

 

 市 

7 月 14 日、内閣府と大洲市長、総務部長との意見交換の場を持つことができた。被災し

た現地 などを用いて現 報告と課題について議 した。訪問時においては、浸 した建

が いこともあって、災害 の けや防 対策、避難所対応、 復 などが課題と
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また懸念されていた要配 者や 者への 確 や 調 は 者福祉課にお

いて 的に支援がされていた。避難所へは保健 が 回するなどの対応がとられていた。 

7 月 20 日より市の体 化のため、 から宇和島特別支援チームとして、総務 、 生

、環境 、防衛 などから幹部レベル職員が支援に入っており、事案決定のス ード

が 常に くなっていることが られた。 

方、避難所関 への支援は 県（ 県、 島県、福 県など）からの応援職員による

支援が入り、毎日の活 後に避難所チームが集まり、情報共有と課題を する会議が

実施されていた。その日に てきた ー や課題は、避難所 の 委員会へ報告し、市

の各関 部署に ながら 決されている様子であり、 常に い で んでいた。 

 

  
4-5 宇和島市 (07.14 ) 4-6 宇和島市 (07.14 ) 

 

 市 

7 月 14 日、副市長、危機管理課長などの職員への と、危機管理担当者への相談事

について対応を行った。西予市危機管理担当職員が、センターの研 受 者であったこ

とからも、当 からスムー に災害対策本部内に入ることができた。センターの研 などを

通 、西予市担当職員と愛媛県担当職員も いに知 であったことから、県との 話による

情報共有や相談などが行われていた。 

西予市に対 支援 体として、熊本地震での災害対応 が な熊本市が応援で入っ

ていたこともあり、災害対応における課題の先 み、課題 決における知見共有がなされて

おり、 の被災市町村に べると職員が 心して対応できている様子であった。 

災害対策本部の 務室は、 庁 5 の大会議室が 用されていた。広 とした 間であ

り、同室内は ス しで危機管理室と しており、災害時 用を想定した作りとなって

いた。 

本部 務室 は実 部隊として自衛隊、 関 機関（DMAT、DPAT など）、TEC-FORCE

などの 務用の島（ 数の ー ル ）が配置されていた。特に自衛隊は被災市町村 3 市の

合部隊が西予市を 点にしたことから、 市に して広いス ースで活 を行ってい

た（地理的に西予市が に 置するという意 で 点にしやすいという理 からで



45 
 

あった様子）。 

本部室 側の島は、応援職員 アで、愛媛県 ン、県内の市町村（西 市）、熊本

市、危機管理課から 1 が同 島内に を設置していることから、情報共有がされやすい

が整っていた。 の島は災害対策本部の 話受 、 側の島は情報集 と り分けをす

るように機能が分かれていた。す には幹部職員の島があり、意 決定が に行える体

になっていた。 

特に情報 集 が各避難所連 用として、現時点での 情報をまとめた A0 の

を毎日作成しており、住民への情報共有が されていたとこ は特 に する。庁内

用としても、応援職員や各部職員が現 を するために役立っていた。 

その か、報 対応においては課長ク スの担当が 2 で対応を行っており、そこ以外か

らの情報は さないよう されていた。 

また、 の被災市町村に先 けて、被災者支援 ンド ックの作成を 期から けてお

り、 常に いタ ン でどのような支援の提供ができるのかを住民に明示されていた。  

その 、個別対応としては、危機管理課より災害関連死 定委員会について問い合わせが

あったため、 的な きの れや注意点について提案を行った。また 業建設部環境衛

生課より公 体についての問い合わせがあったため、 北部豪雨の被災地である朝

市での事例について情報提供を行った。 

 

     

4-7 市災 (07.22 ) 4-8 市情報 (07.22 ) 

 

 市 

7 月 14 日、内閣府と大洲市長、総務部長との意見交換の場を持つことができた。被災し

た現地 などを用いて現 報告と課題について議 した。訪問時においては、浸 した建

が いこともあって、災害 の けや防 対策、避難所対応、 復 などが課題と

44 
 

また懸念されていた要配 者や 者への 確 や 調 は 者福祉課にお

いて 的に支援がされていた。避難所へは保健 が 回するなどの対応がとられていた。 

7 月 20 日より市の体 化のため、 から宇和島特別支援チームとして、総務 、 生

、環境 、防衛 などから幹部レベル職員が支援に入っており、事案決定のス ード

が 常に くなっていることが られた。 

方、避難所関 への支援は 県（ 県、 島県、福 県など）からの応援職員による

支援が入り、毎日の活 後に避難所チームが集まり、情報共有と課題を する会議が

実施されていた。その日に てきた ー や課題は、避難所 の 委員会へ報告し、市

の各関 部署に ながら 決されている様子であり、 常に い で んでいた。 

 

  
4-5 宇和島市 (07.14 ) 4-6 宇和島市 (07.14 ) 

 

 市 

7 月 14 日、副市長、危機管理課長などの職員への と、危機管理担当者への相談事

について対応を行った。西予市危機管理担当職員が、センターの研 受 者であったこ

とからも、当 からスムー に災害対策本部内に入ることができた。センターの研 などを

通 、西予市担当職員と愛媛県担当職員も いに知 であったことから、県との 話による

情報共有や相談などが行われていた。 

西予市に対 支援 体として、熊本地震での災害対応 が な熊本市が応援で入っ

ていたこともあり、災害対応における課題の先 み、課題 決における知見共有がなされて

おり、 の被災市町村に べると職員が 心して対応できている様子であった。 

災害対策本部の 務室は、 庁 5 の大会議室が 用されていた。広 とした 間であ

り、同室内は ス しで危機管理室と しており、災害時 用を想定した作りとなって

いた。 

本部 務室 は実 部隊として自衛隊、 関 機関（DMAT、DPAT など）、TEC-FORCE

などの 務用の島（ 数の ー ル ）が配置されていた。特に自衛隊は被災市町村 3 市の

合部隊が西予市を 点にしたことから、 市に して広いス ースで活 を行ってい

た（地理的に西予市が に 置するという意 で 点にしやすいという理 からで



47 
 

(10) 支援 の  

愛媛県においては、発災直後から数日間は、 庁内での連 体 が 的に 築されるか、

被災市町村との連 や情報共有が適切に行われるか、 部の職員の 担となる本部

体 となっていないか、といった点に懸念があった。そのため、現地への 遣を す

ることとしたが、 3 次隊 遣（7 月 14 日 15 日）以降は、本部 がある 度 定して

行われていると できたことから、 時、 話やメール等で災害対応に関する問い合わせ

に対して情報提供をする体 を 築し、愛媛県への 遣 度を らした。 7 次隊 遣（8

月 9 日 10 日）で、被災 3 県（愛媛県、広島県、 県）で 長期的な 点を持った体

築が 成されているのを確 し、愛媛県への研究員の 遣を した。その後は、セン

ターからの や情報提供を行う体 を することとした。 

愛媛県においては 県、広島県などの 被災県に べ、本災害への支援の は なかっ

たことと われる。そのような でも、愛媛県・県内被災市町村の職員の さまは、住民の

ことを に いながら被災者支援、復 ・復興へ向けて活 をされており、その 的な

ご 力に 意を表する。本災害で となった方 へのご 福をお りするとともに、被災

した地域・住民の さまが しい生活を取り し、さらに されることを心から い、本

を めくくりたい。 
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して られていた。また、避難所対応に市職員の人 が取られているため、職員に を

取らせると同時に、避難所集 が必要であるということも されていた。また、内閣府に

対しては、 ンの復 に向けた応援体 、 職員の 遣要望などが伝えられた。

大洲市においては、 害による浸 被害に役所・住民ともに、ある 度 れていたため、

去の をもとに 対応は んでいるように見られた。内閣府との意見交換の場が設け

られたことにより、 市町村との 災 明 交 のタ ン を えることや、仮設住

宅・災害公 住宅の所要数を 期に見 もることなどについてアド スがあった。 

1 週間後に災害対策本部 務室を訪問した際には、応援 ン職員たちとの情報共有も

スムー に行われており、幹部への き取りからも対応は 調であった。本部室は 3 の危

機管理課 の会議室 1・2 を 2 部 つな た広い 間に設置されており、地 を 用した情

報共有体 が取られていた。 

さらに後日、訪問した際には 2 の大 ールを 用し、 災 明 （ 用と事業者用）、

見 、住宅応 理、被災者生活再建支援 度の受 までワンストップ による 対

応が行われていた。同 受 ロアでは、健 相談 が設けられており住民への りごと

の対応を行っているなど、その の りごと（災害 や など）にもどこか担当 で

あるのかがわかりやすく提示されていた。 

 

  

4-9 市災 (07.22 ) 

 

  

4-10 市 災

(08.03 ) 
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して られていた。また、避難所対応に市職員の人 が取られているため、職員に を
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4-9 市災 (07.22 ) 

 

  

4-10 市 災

(08.03 ) 
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4-2  

     

 7/9 7/10 、  7/9 

2  7/11 7/13 （7/12-）、 （-7/12）、 （-7/12） 7/10 

3  7/15 7/16 、  7/13 

4  7/18 7/18  

7/17 5  7/20 7/22 （-7/21）、 、 （-7/21） 

6  7/23 7/25 作（-7/24）、 （-7/25） 

7  7/25 7/27 田（-7/25）、 （7/26）、  7/24 

8  7/30 8/2 

田（-7/30、8/1-）、 （-7/31） 

（8/1-）、 （7/31-8/1） 

（8/1-）、 作（8/1-） 

7/26 

9  8/3 8/3  8/1 

10  8/7 8/10 

（8/8-8/9）、 （8/10）、 （8/9-） 

作（8/8-8/9）、 田（8/10） 

（8/9-8/10）、 （-8/8） 

8/3 

11  8/13 8/13  8/10 

* 交通 などにより 遣期間が になったものが まれており、 遣期間は実 を した。 
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4.2 島  

 

4.2.1 支援の  

 

(1) の 支援 の  

7 月豪雨では、台 7 や 雨 の により西日本を 心とした広い で 的な

大雨となり、各地で 大な被害が発生した。 

広島県においては、7 月 6 日 から 7 日朝にかけて大雨となり、県内の 22 市町に大

雨特別 報が発表された。また、9 日 6 時 45 分時点の 常災害対策本部作成資料 平成 30

台 7 およ 等による被害 等について によれ 、広島県内の人的被害はこ

の時点で確 されているだけでも死者 36 、行方不明者 17 が発生し、い れも 府

県別では全 大となっていた。 

この災害に対して、センターは、 や被災自 体による各 の被害報告、RF などからの

情報や報 情報などをもとに、大 府北部地震の被災地の二次災害の発生 や、各地の被

害情報などを 集していた。被害が広 かつ 大となっていることから、9 日 9 時から所

内で会議を行い、同日から 県、広島県、愛媛県へ自 的に研究員を 遣することを決定

した。広島県へは先遣隊として 2 の研究員（ 県への先遣隊を る）を 遣した。そ

の後、 10 日には 2 次隊の 遣を決定するなど、 時 遣体 を決定して現地支援を行

い、8 月 13 日の 11 次隊の 遣をもって 的な現地支援を した。 

遣決定を行った当時のセンターは、大 府北部地震の被災自 体へ行っていた 的

な支援活 を し、個別の復 対策などに対して 時 などを行う体 に 行し

た直後の にあり、 合間を入れ に 7 月豪雨の被災地への現地支援を行うこととなっ

た。 

なお、広島県内に発表されていた 報（大雨 報）およ 土砂災害 情報は 9 日

明に （大雨 報については大雨注意報に切 ）されており、広島県への先遣隊の 遣を

決定した では、現地入りをする上で の 全 が確 されていた。 

以 に本災害の現地支援における 遣体 を示す。 
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なお、 対応については、 6  支援 において す。 

 

  
4-11 の (07.10 ) 

 

(4) の 島 の 7 9 10  

広島県は 7月 5日 後 5時 15分に災害対策本部を設置した。研究員が した時点では、

県庁北 4 危機管理センターに災害対策本部事務局が設置されており、防災担当部局の

職員が 心となって対応にあたっていた。事務局には、総務、調整、分 、生活情報

集、災害情報 集の各 ループが置かれ、危機管理部局以外からの応援職員も配置されてい

た。被災市町の 部には、県から ンを 遣して情報 集などに当たっていた。 

また、同 ロアには 防援 隊活 調整本部が置かれるとともに、自衛隊や 上保

庁、内閣府情報先遣チームをは めとする関 庁、関西広域連合、全 知事会、 地方

知事会、応援自 体の ンなどが参集し、支援活 を行っていた（ 4-12）。 

総務 による 被災市 町村応援職員確保 ス ム に く人的支援については、関

体との調整を りつつ、マッチン の調整が行われていた。 

後 8 時 10 分からは、県庁 会議室において災害対策本部会議が開 され、知事の

会により被害 や対応 について情報共有が行われた。会議の様子は庁内に配 され

ており、応援機関も危機管理センターにおいて が 能だった。知事からは、人 を

先に取り組 こと、被災者の 点に立った対応を行うこと、県民へ な情報提供を行

うことなどが指示されていた。 

10 日には、県庁北 4 の 4 委員会室に、支援 資の や管理を担当する 資

調 ループ、 ループが設置された。これらの ループは、 の関 庁とも連

しながら業務に当たっていた。 

また、 しま NPO センターおよ 全 災害 ン ア支援 体ネットワーク（以 、

JVOAD と ）が広島県庁を訪問し、防災担当部局などに対し災害 ン アに関

する情報提供などを行っていた。これらの取組については、別 （(7) 災害 ン アの

連 ）において す。 

50 
 

4.2.2 の  

 

(1) の の  

当 は、広島県およ 被災市町において、防災担当部局や災害対策本部事務局を 心とし

た必要な庁内 の実施、避難所における な生活環境の確保や、被災者の生活再建に対

する支援などの対応について、 長期的な 点に く適切なマネジメントが られてい

るかを把握することとし、 に応 て必要な支援を行うこととした。 

広島県庁には、センターからの先遣隊が した 7 月 9 日 の で、内閣府情報先遣

チームをは めとする関 庁、関西広域連合、全 知事会、 地方知事会、応援自 体

の ンなどが参集し、支援活 などを行っていた。 

 

(2) 支援  

本災害では、被災自 体に提供する資料の作成などについてセンターで 機している研

究員も ートを行った。また、支援活 に の災害が発生した際の配 体 を調整する

など、センター全体として支援活 を ックアップすることとした。 

 

(3) の  

センターでは、広島県の被害 と被災自 体の対応 を調 するため、研究員を各被

災自 体へ 遣し、現地調 を実施した。7 月 9 日の に 遣を決定し、先遣隊となる

研究員はその日のうちに して現地に した 方から 期調 を開 した。また、

センターでは調 果などを まえて 時方針 会議を開 して支援などの方針を決定

するとともに、 次研究員を 遣し、8 月 13 日までの間、被災自 体を 的に 回する

で現地調 およ 支援を行った。 

なお、現地 以 の な対応 は次のとおりである。 

・7 月 6 日に広島市、 町に災害 が適用（適用日 7 月 5 日）された。なお、対 市

町は 次を 大され、 的には県内 13 市町に適用された。 

・7 月 8 日には広島市に被災者生活再建支援 が適用されていた（13 日には県全域に適用

となった）。 

・7 月 9 日には防災担当大 を 長とする政府調 が広島県庁を訪問し、知事などとの意

見交換が行われた。 に対しては、 や の 期復 支援、 災害の 期指定など

の要望が行われた。 

・総務 は、7 月 7 日から 被災市 町村応援職員確保 ス ム に く人的支援に る

情報 集を開 し、8 日には現地における情報 集のため広島県庁に職員を 遣していた。

9 日からは、広島県庁において、関 体と応援職員 遣の調整に関する 現地調整会議

が開 され、応援職員の 遣調整が開 された（ 4-11）。 
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また、応援 体が事務 理などを行う受援ス ースが、県庁北 4 から、3 へ 設さ

れた（ 4-13）。 

 

  
4-13 援 支援 の (07.20 ) 

 

5 7 20 22 の  

内閣府や関西広域連合、全 知事会、 地方知事会などの ンと意見交換を行うと

ともに、 のすり合わせなどを行った。 の各 庁による連 会議が定期的に開 さ

れていることが確 された。 

また、防災担当部局や福祉担当部局の職員とも意見交換を行った。 

6 7 7 23 27 の  

き いて関 機関との意見交換などを行うとともに、防災担当部局の職員との意見交

換や、市町の 果の報告などを行った。 

福祉担当部局では災害 の 理体 について き取り調 を行うとともに、今後事

務が大幅に するおそれがあることから、組織体 の 化などについて を行った。 

また、7 月 24 日（ 6 次隊）からは、総務 とも合同で市町の現地調 を行い、その

を適 広島県や応援 体へ情報提供するなど、現場レベルでの連 をさらに 化させた。 

8 9 7 30 8 3 の  

き いて関 機関との意見交換などを行うとともに、防災担当部局の職員との意見交

換や、市町の 果の報告などを行った。 

7 月 30 日には関西広域連合の 成 体の ンなどと、今後の支援スケジ ールなど

について意見交換などを行った。また、福祉担当部局の担当者と、災害 の 理体 に

ついて意見交換を行った。 

31 日には、県庁 6 で 1 回 7 月豪雨災害に う 理に関する説明会 が、

庁 1 では 平成 30 7 月豪雨災害に る災害 被災者生活再建支援 度等

担当者説明会 が開 されていた。担当課に確 したとこ 、後者の説明会については、

は広島県庁で、 後は県東部で開 するとのことだった。また、県庁 5 （福祉担当部局
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4-12 援 支援 の ( 07.09 07.10 ) 

 

(5) 2 島 への の  

① 2 7 11 13 の  

災害対策本部事務局では、 して被災市町からの情報 集を行っていたが、被害の全体

の把握には っていないおそれがあった。また、危機管理部局の職員は庁内での対応に

われ、自ら現地に くことが 難であることが確 された。このため、センターでは現地調

による市町の を 時担当者へ報告し、必要な などを行うこととした。 

また、関西広域連合が行った避難所 ー 調 について、13 日に広島県庁において報告

会が行われた。調 は 9 市町の避難所について行われており、 様 により避難者数、必

要 、懸念事 、所 （今後の見 み、スタッ の 実度、避難者の様子、衛生 など）

について されていた。避難所設置が長期化するおそれについて する報告も まれ

ていた。 

3 7 15 16 の  

市、熊 町、 町の現地調 の 果について担当者への報告を行うとともに、県が把握

している被害 と の レが生 ているおそれがあることを指 した。 せて、

ンを活用したさらなる情報 集体 の 化や、個別案 に対して部局 で対応するため

の部 合、 の を行う組織体 の 築などについて を行った。 

また、応 仮設住宅の担当部局を訪問し、現 の取組 などについて き取り調 を

行った。 

4 7 18 の  

関西広域連合や全 知事会、 地方知事会の ンなどと意見交換を行うとともに、

のすり合わせなどを行った。広島県庁においては、応援 体相 の調整などは個別

に行われており、広島県による受援調整会議などの開 は確 できなかった。このため、

に が生 るおそれや、応援機関が入 した情報が広島県の応 対策に必 しも

分に活用されないおそれがあるなど、応援 体と広島県との連 調整には改善の 地が

あった。 
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また、応援 体が事務 理などを行う受援ス ースが、県庁北 4 から、3 へ 設さ
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7 月 30 日には関西広域連合の 成 体の ンなどと、今後の支援スケジ ールなど

について意見交換などを行った。また、福祉担当部局の担当者と、災害 の 理体 に

ついて意見交換を行った。 

31 日には、県庁 6 で 1 回 7 月豪雨災害に う 理に関する説明会 が、

庁 1 では 平成 30 7 月豪雨災害に る災害 被災者生活再建支援 度等

担当者説明会 が開 されていた。担当課に確 したとこ 、後者の説明会については、

は広島県庁で、 後は県東部で開 するとのことだった。また、県庁 5 （福祉担当部局
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われ、自ら現地に くことが 難であることが確 された。このため、センターでは現地調

による市町の を 時担当者へ報告し、必要な などを行うこととした。 

また、関西広域連合が行った避難所 ー 調 について、13 日に広島県庁において報告

会が行われた。調 は 9 市町の避難所について行われており、 様 により避難者数、必

要 、懸念事 、所 （今後の見 み、スタッ の 実度、避難者の様子、衛生 など）

について されていた。避難所設置が長期化するおそれについて する報告も まれ

ていた。 

3 7 15 16 の  

市、熊 町、 町の現地調 の 果について担当者への報告を行うとともに、県が把握

している被害 と の レが生 ているおそれがあることを指 した。 せて、

ンを活用したさらなる情報 集体 の 化や、個別案 に対して部局 で対応するため

の部 合、 の を行う組織体 の 築などについて を行った。 

また、応 仮設住宅の担当部局を訪問し、現 の取組 などについて き取り調 を

行った。 

4 7 18 の  

関西広域連合や全 知事会、 地方知事会の ンなどと意見交換を行うとともに、

のすり合わせなどを行った。広島県庁においては、応援 体相 の調整などは個別

に行われており、広島県による受援調整会議などの開 は確 できなかった。このため、

に が生 るおそれや、応援機関が入 した情報が広島県の応 対策に必 しも

分に活用されないおそれがあるなど、応援 体と広島県との連 調整には改善の 地が

あった。 
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て を行った。また、センターとして必要な支援が なく行えるよう、 して訪問す

ることをセンター内で し合わせた。 

ロードマップについては、9 日には 町 地 で住民説明会が開 され、地域住民へ

の説明が行われた。住民からは、県や町に対し、当 の応 対策のみなら 、再発防止策や

生活再建などの課題などについて くの質 や要望が せられていた。 10 日には、 町

地 において同 く住民説明会がされるとのことであった。 

 

(6) 市町への の  

① 島市 

 a 1 7 12  

市役所を訪問し、防災担当部局の職員からの き取りにより現地調 を行った。調 時点

では市の体 に大きな は見られ 、被害の全体 を把握した上で、 長期的な 点を持

ちながら対応している様子であった。 

 b 2 7 20  

（ 地 ）の避難所（ ）の を行った。避難所では 調が し

ている か、 ールベッドが導入されていた。また、 が設置されており、 機も

導入予定とのことだった。その 、自衛隊による入 支援が行われており、全体的に な

環境であった（ 4-15）。 

 c 3 4 8 2 8  

市役所（防災担当部局、福祉担当部局、住宅担当部局）を訪問し、被災者支援や借上型仮

設住宅の提供体 について意見交換を行った。 

 

  
4-14 島市の被 の (07.20 ) 
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の ロア）の会議室に、被災者生活再建チームの 務ス ースが確保され、災害 事務な

どを担当する職員体 が されていた。当 チームへは、その後にも 的に訪問して意

見交換を行うとともに、必要に応 て 災害の被災自 体へアド スを めるよう

を行った。 

8 月 3 日には、平成 30 広島県議会 8 月 時会が開会され、災害復 などの 予 が

議決された。 

10 8 7 10 の  

き いて関 機関との意見交換などを行うとともに、防災担当部局の職員との意見交

換や、市町の 果の報告などを行った。関 機関や応援 体の ンなどは ーク時

に べてかなり していた。 

この時点では、被災市町における被害 定調 （1 次調 ）は しており、より実

情に合 する住 被害数が報告されていたため、広島県としても の被害 は把握で

きていた。 

これを受けて、広島県の関 部局を訪問し、これまでの対応 や今後の方針などについ

て意見交換を行った。 

人事担当部局に対しては、借上型仮設住宅の提供に要する事務 が 大になりか ない

ことや、災害 の事務 理体 について を行った。 

また、住宅担当部局に対しては、 の借上型仮設住宅にかかわる に え、総合的な

相談 により被災者 ー をくみ上 る 点があること、住宅 の施策についても福祉

担当部局との連 が かせないことなどの を行うとともに、 の被災地から

を ことも有効であることを説明した。 

さらに、避難所 の関 部局からも情報 集を行った。 

11 8 13 の  

防災担当部局、福祉担当部局、人事担当部局、住宅担当部局との意見交換を行い、広島県

に対する 的な支援は した。 

 

7 月 30 日に、RF から 市の復興に るロードマップが公表されていることについて情報

提供を受けたため、 31 日に広島県の防災担当部局へ問い合わせを行った。 

当 資料は、 平成 30 7 月豪雨災害に る応 復 今後の取組について 応

地 生活再建へ向けたロードマップ（モ ル） として 7 月 26 日に公表されており、広

島県の 担当部局が 心となり取りまとめたもので、 市（ 応地 ）の復 復興につい

て今後の見通しを示すものであるとの説明を受けた。また、今回のロードマップは スト

ケースでもあり、今後、 の市町分も作成する予定であるとのことであった。 

8 月 2 日には 担当部局を訪問し、担当の幹部とロードマップについての意見交換を行

い、策定 などについて情報 集を行った。その際、課題に応 て 数部局によるプロ

ジェクトチームを 設して部局 的に対応することや、 ンの体 実などについ
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て を行った。また、センターとして必要な支援が なく行えるよう、 して訪問す

ることをセンター内で し合わせた。 

ロードマップについては、9 日には 町 地 で住民説明会が開 され、地域住民へ
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地 において同 く住民説明会がされるとのことであった。 

 

(6) 市町への の  

① 島市 

 a 1 7 12  
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ている か、 ールベッドが導入されていた。また、 が設置されており、 機も

導入予定とのことだった。その 、自衛隊による入 支援が行われており、全体的に な
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4-14 島市の被 の (07.20 ) 
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の ロア）の会議室に、被災者生活再建チームの 務ス ースが確保され、災害 事務な
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島県の 担当部局が 心となり取りまとめたもので、 市（ 応地 ）の復 復興につい

て今後の見通しを示すものであるとの説明を受けた。また、今回のロードマップは スト

ケースでもあり、今後、 の市町分も作成する予定であるとのことであった。 

8 月 2 日には 担当部局を訪問し、担当の幹部とロードマップについての意見交換を行

い、策定 などについて情報 集を行った。その際、課題に応 て 数部局によるプロ

ジェクトチームを 設して部局 的に対応することや、 ンの体 実などについ
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は被災者支援に関する庁内担当 や民間機関などを案内しているが、 対応によって

られた被災者 ー を施策に させる機能は有していなかった。さらに、福祉担当部局

の担当者から、要配 者に対する対応などについて き取り調 を行った。 

また、くれ災害 ン アセンターを訪問し、 き取り調 を行った（ 4-17）。 

 

  
4-16 災 (07.21 ) 

  
4-17 災 (07.21 ) 

 

 d 4 7 25  

市役所を訪問し、防災担当部局およ 県からの き取りなどにより現地調 を行っ

た。市では毎朝災害対策本部会議が開 されており、 して対応に当たっていた。対応し

た職員によれ 、市の体 はかなり ち いてきているとの であった。 

市は市域が広いため、各市民センター（各支所）において ー 把握などを行っていた。

災 明 の交 に要する被害 定調 を 7 月内に させるため、交通 などで県庁

から 復 5 時間を要する 地 に関しては、25 日より 29 日まで 4 を現地 に させ

る対応を行うということであった。 

また、被災 数に して避難者数が ないため、市としては在宅避難者について心配して

いるようであった。 

e 5 8 1  

避難所環境の改善に る実 調 のため、 応地 の避難所を訪問し、衛生環境や ー
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4-15 支援の (07.20 ) 

 

市 

 a 1 7 12  

市役所を訪問し現地調 を行った。災害対策本部は市役所 2 に設置されており、本部室

に えて 数の会議室で 成されていた。災害対策本部がある はセ チェッ

クが行われており、 として部外者が入室できないよう ーン設定されていた。この時点

では被害が 大な 応地 と 地 をは め、5 箇所に 孤立地 （ 2,000 人以上が

在）への対応に われていた。 

市役所 1 では 7 月 10 日から 災 明 交 の受 が設置されていた。この受 は、7

月 10 日に開設されたとのことだった。また、同 ロアでは災害 ン アセンターも設

置され、 市社会福祉協議会が 心となって されていた か、 会による相談

も設置されていた。 

 b 2 7 16  

市役所を訪問し、現地調 を行った。市役所 1 では住民相談 が設置されていた。

担当者から き取りしたとこ 、市内では 数の地 で が しており、特に 地

では 施設の被災のため が長期化することが懸念されていた。また、同 ロアでは

支援 資支 、外 人相談の も設置されていた。 

災害対策本部事務局の には、災害マネジメント総 支援員の 県、対 支援を行っ

ている 県の か、広島県からの ンが 在しており、各 から き取り調 を行っ

た。 

市では、要配 者の 確 が められていることや、在宅避難者に対する ー 調

などについて であることなどを き取りした。また、公 住宅の入 者 集が開 さ

れており、借上型仮設住宅（民間 住宅）の提供についても であるとのことだった。 

 c 3 7 21  

市役所を訪問し、防災担当部局およ 県からの き取りなどにより現地調 を行っ

た。行方不明者の や 、孤立集 への対応は していた（ 4-16）。 

市役所 1 に設置されている住民相談 で き取り調 を行ったとこ 、担当 で
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4-16 災 (07.21 ) 

  
4-17 災 (07.21 ) 
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4-15 支援の (07.20 ) 

 

市 
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市役所を訪問し現地調 を行った。災害対策本部は市役所 2 に設置されており、本部室

に えて 数の会議室で 成されていた。災害対策本部がある はセ チェッ

クが行われており、 として部外者が入室できないよう ーン設定されていた。この時点

では被害が 大な 応地 と 地 をは め、5 箇所に 孤立地 （ 2,000 人以上が

在）への対応に われていた。 

市役所 1 では 7 月 10 日から 災 明 交 の受 が設置されていた。この受 は、7

月 10 日に開設されたとのことだった。また、同 ロアでは災害 ン アセンターも設
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ルベッドの導入 などの確 を行った。 

f 6 8 2  

市役所 支所において き取り調 を行った（ 4-18）。市役所からは交通 のた

め、 2 時間以上を要することから、府 市訪問の後に東広島 から で 訪した。

した後、支所長およ 県から き取り調 を行った。 

避難所には 40 50 度が避難していたが、避難所が支所（ 市民センター）の同

地内にある まち くりセンター1 所のみに られたため、 については 念できる

様子であった。ただ、常 職員が 4 しかおら 、特に 間の人員配置について相談を

受け、情報提供を行った。 資のための情報 は支所の人間は っていないとのことで

あった。また、ス ットクー ーなどを設置した で、 の がないなどの説明

を受けた。在宅避難者に関しては、市の保健 などが 回訪問しているとのことであった。 

 

  
4-18 (08.02 ) 

 

市 

7 月 24 日に市役所を訪問し、防災担当部局およ 、対 支援を行っている浜 市からの

き取りにより現地調 を行った。 

市では、浜 市と連 し、今後の課題を明確にするとともに対応方針を していた。調

時点では、 災 明 の 期交 について や県から されており、すでに現地調 が

められていた。在宅の 者などの要配 者については、外部応援を めた保健 の 回に

より 把握が行われていた。 

また、毎日開 されている対策本部会議へは、広島県からは地方機関の幹部職員が参 し

ているが、県 ンは常 していないとのことだった。 

市 

 a 1 7 21  

市役所およ 総合保健福祉センターを訪問し、職員からの き取り調 を行った。市では、

外部応援を めた保健 などにより在宅要配 者に対するロー ー調 を実施しており、
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その 果を今後の支援の方針決定に活用することとされていた。 

また、避難所 は福祉担当部局と 委員会が共同で所 しているが人員が不足して

おり、対応に していた。 

b 2 7 25  

総合保健福祉センターを訪問し、在宅避難者の 確 や、避難所における支援体 につ

いて き取りを行った。 

また、市役所を訪問し、 在していた広島県 ンから、現在の対応 や、広島県と

の連 の について き取りを行った。 えて、福祉担当部局の担当者からは避難者への

支援 資の配 などについて き取りを行った。 

c 3 7 27  

市役所を訪問し、対 支援 体の 市からの き取り調 を行った。被害 定調 は

市が支援に入っており、調 対 の地 の調 を して、被害の も 把

握されていた。 

また、人事担当部局の職員とも職員 遣の ー などについて意見交換を行った。 

当日開 された災害対策本部会議では、週 に が見 まれる台 への対応について

議 されていた。この台 への対応のため、市では 7 月 27 日から台 対応のため避難所の

開設 を行い、 28 日 15 時に避難所を開設した。孤立地域に対しては、自衛隊と協力し

て避難支援に当たることとされていた。 

市 

7 月 27 日に市役所を訪問し、防災担当部局の職員からの き取り調 を行った。被害

定調 については しており、被害 は 把握されている様子だった。また、週

に が見 まれる台 への対応を行っているとこ だった。 

せて、人事担当部局の職員とも応援 遣などに る意見交換を行った。 

市 

8 月 2 日に市役所を訪問し、総務部局や対 支援 体の宮城県などから き取りによる現

地調 を行った。府 市では、市政 まって以 の大災害であり、市には危機管理課などの

部 がなかったため、総務部が対応することとなった。 

宮城県は 7 月 に災害マネジメント総 支援員や、 災 明 交 の 対応、土 施設

被害 調 などの応援職員 遣は えていたが、 業施設被害調 のための応援職員は

日 3 日まで き いて支援に当たるとのことであった。 

島市 

7 月 24 日に市役所を訪問し、防災担当部局職員およ 、対 支援を行っている愛知県か

らの き取りにより現地調 を行った（ 4-19）。孤立集 としては 上されていないが、

の 入ができない地 が 2 地 在しており、自衛隊による 資 などの支援が行

われていた。 

市では愛知県と連 しながら 災 明 の交 などについて対応を めており、調 時
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4-20 (07.23 ) 

 

町 

7 月 26 日に町役場を訪問し、防災担当部局の職員およ 対 支援を行っている 県、

城県からの き取り調 を行った（ 4-21）。調 時点では、災害 の 理が課題

として られていた。 災 明 に る被害 定調 が められており、28 日から交

することとされていた。 

また、福祉担当部局からは、要配 者の 確 の について き取りを行った。 

 

  
4-21 の (07.26 ) 
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点では、 災 明 の 期交 に向けて、 次調 の 日 を定めて現地調 およ

交 作業が められていた。 

在宅の要配 者については、福祉 ー スを 用していない人を 心に 確 を行い、

支援が必要な場合には要 支援者として ストアップする対応が行われていた。 

 

  
4-19 災 の (07.24 ) 

 

市市 

7 月 20 日に市役所を訪問し、防災担当部局の職員からの き取り調 を行った。 田町

の 開の支援のため、 日から 市町が合同で 防 を 遣することとされていた。 

島市 

7 月 23 日に市役所を訪問し、防災担当部局からの き取り調 を行った（ 4-20）。 

調 時点では市の体 に大きな は見られ 、被害の全体 を把握した上で、 長期的

な 点を持ちながら対応している様子であった。 

は 1 地 で していた。避難所は数人が 在しているが 7 月 に が見 まれ

ており、対応が ち いてきたため災害対策本部の機能は 向にあった。対 支援とし

て 県が入っており、本部機能などの支援を行っていた。また、県からの ンは て

いないとのことだった。 

せて、福祉担当部局で福祉事業所の被災 や、災害 ン アセンターの につ

いて き取りを行った。 田島市被災者生活 ート ン アセンター（ 田島ス ー

センター）を訪問したとこ 、 な環境で されていた（ 4-20）。 
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は土足で 用する に ている であり、避難が長期化した場合の健 への が懸

念された。 

さらに、 地 に立ち り現地調 を行った。当 集 は に った で、

かつ が しい集 であり、 くの が土砂災害や浸 被害を受けていた。集

内の はもともと幅員が く、 機や ンプ ーの 入が 難となっており、自衛隊や

防 、 ン アなどによる 作業を 心とした土砂 が行われていたが、作業 の

見通しが立たない だった。 

b 2 7 25  

町役場を訪問し、 市およ 、応援に入っていた広島市からの き取りにより現地調

を行った。町では毎朝、災害対策本部会議が開 され、様 な課題の対応方針について決定

がなされているとのことだった。また、 災 明 の交 に る被害 定調 は、1 次調

を 7 月 に させる方向で対応が められていた。 

せて、 町 ン アセンターを訪問し、 しま NPO センター担当職員との意見

交換を行った。 

さらに、 地 において現地調 を行った。 として 活 や土砂撤去が行われ

ていたが、まだ大 の土砂が されていた（ 4-23）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-23 の被災 (07.25 ) 

 

c 3 7 30  

町役場を訪問し、応援に入っていた広島市からの き取りにより現地調 を行った。 

また、防災担当部局から き取り調 を行った。町内では避難所における避難者、在宅避

難者ともに だ相当数 在しており、町としてもその対応に われていた。避難所の 支

援などの応援 体についても 遣 予定日が っており、人 りの対応にも してい

た。 

d 4 7 31 8 1  

避難所環境の改善に る調 およ 現地調整のため、町役場、町社会福祉協議会、地域

支援センターを訪問し、現 調 などを行った。町役場 では応 仮設住宅の建設に
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町 

 a 1 3 7 16 18 26  

町役場を訪問し、対 支援で支援に当たっている 県への き取りにより現地調 を

行った。調 時点では町の体 に大きな は見られ 、被害の全体 を把握した上で、

長期的な 点を持ちながら対応している様子であった（ 4-22）。 

 b 4 8 1  

町役場を訪問し、 県への き取りにより現地調 を行った。被害 定調 はすでに

していた。また、町の保健 との 別訪問なども 県が協力して行っていた。 

 

  
4-22 の 援 (07.26 ) 

 

町 

 a 1 7 16  

町役場を訪問し、災害マネジメント総 支援員およ 対 支援で支援に当たっている

市への き取りにより現地調 を行った。 

土砂災害により 大な被害を受けている 地 では、 は えるが上 、

ともに 用できない が していること、個人 内も め土砂の撤去が してお

ら 自衛隊や 防 、 ン アなどにより土砂撤去が されていること、この時点で

は県からの ンは役場に常 していないことなどを き取った。また、この の町に

よる被害集 では、 被害は 調 として 体の数 を 上しておら 、同内 が広

島県にも報告されていた。 

せて、町役場に する避難所（ 町町民センター）の現地調 を行った。避難所内は

料や などの支援 資は避難者が自 に受け取れるように配置されており、衛生用

（マスク、 、マ ス ッ など）も提供されていた。また、ロ ーには避難者向

けの情報提供のため 示ス ースが設けられており、各 の支援策や 者向けの体調管

理を す 示 が 示され、避難者への配 が見受けられた。 方で、環境 では が

しているものの、室内の が い を受けた。避難者は、 部の和室を き、通常時



63 
 

は土足で 用する に ている であり、避難が長期化した場合の健 への が懸

念された。 

さらに、 地 に立ち り現地調 を行った。当 集 は に った で、

かつ が しい集 であり、 くの が土砂災害や浸 被害を受けていた。集

内の はもともと幅員が く、 機や ンプ ーの 入が 難となっており、自衛隊や

防 、 ン アなどによる 作業を 心とした土砂 が行われていたが、作業 の

見通しが立たない だった。 

b 2 7 25  

町役場を訪問し、 市およ 、応援に入っていた広島市からの き取りにより現地調
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さらに、 地 において現地調 を行った。 として 活 や土砂撤去が行われ

ていたが、まだ大 の土砂が されていた（ 4-23）。 
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援などの応援 体についても 遣 予定日が っており、人 りの対応にも してい
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避難所環境の改善に る調 およ 現地調整のため、町役場、町社会福祉協議会、地域
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町役場を訪問し、対 支援で支援に当たっている 県への き取りにより現地調 を

行った。調 時点では町の体 に大きな は見られ 、被害の全体 を把握した上で、

長期的な 点を持ちながら対応している様子であった（ 4-22）。 

 b 4 8 1  

町役場を訪問し、 県への き取りにより現地調 を行った。被害 定調 はすでに
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町役場を訪問し、災害マネジメント総 支援員およ 対 支援で支援に当たっている

市への き取りにより現地調 を行った。 

土砂災害により 大な被害を受けている 地 では、 は えるが上 、

ともに 用できない が していること、個人 内も め土砂の撤去が してお

ら 自衛隊や 防 、 ン アなどにより土砂撤去が されていること、この時点で

は県からの ンは役場に常 していないことなどを き取った。また、この の町に

よる被害集 では、 被害は 調 として 体の数 を 上しておら 、同内 が広

島県にも報告されていた。 

せて、町役場に する避難所（ 町町民センター）の現地調 を行った。避難所内は

料や などの支援 資は避難者が自 に受け取れるように配置されており、衛生用

（マスク、 、マ ス ッ など）も提供されていた。また、ロ ーには避難者向

けの情報提供のため 示ス ースが設けられており、各 の支援策や 者向けの体調管

理を す 示 が 示され、避難者への配 が見受けられた。 方で、環境 では が

しているものの、室内の が い を受けた。避難者は、 部の和室を き、通常時
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4-25 5 市 (07.25 ) 

 

(8) ・ の  

広島県において、市町の き取り調 を行うにあたり、災害マネジメント総 支援員・対

支援に関する き取りを行う総務 と 7 月 24 日以降、協力し調 を行った。 

また、8 月 2 日の府 市・ 市 地 訪問の際には、総務 だけでなく、内閣府の協力

を て、センターを 3 体による き取り調 ・支援が実現した。 
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されており、建設予定地の も行った。 

また、 地 （2 施設）、 地 （5 施設）の避難所を訪問し、衛生環境や ール

ベッドの導入 などの確 を行った。地 全体がまだ土砂撤去の であり、避難所に

よっては により健 への が懸念される となっていた。 

e 5 6 8 8 10  

町役場およ 町社会福祉協議会を訪問するとともに、情報 集を行った。 せて、

地 の避難所（3 施設）の を行い、支援県（和 県）への き取りなどを行った。 

10 日には、町役場において 7 月豪雨・広島県災害支援業務に関する ち合わせ が行わ

れ、支援県（和 県）と広島県、 町で今後の町に対する支援体 について が行われ

た。 ち合わせにはセンターの研究員も し、情報 集およ を行った。 

 

(7) 災 の  

しま NPO センターでは、7 月 9 日に広島市災害 ン ア本部を立ち上 るとと

もに、広島県被災者生活 ート ン アセンターと連 して、県内各市町の災害

ン アセンター立ち上 支援などを開 していた。また、JVOAD などの 体と連 しな

がら、支援活 に取り組んでいた。 

また、 しま NPO センターおよ JVOAD では、災害 ン アを行う NPO/NGO

などの 体、個人が連 する場として 西日本豪雨災害支援 しまネットワーク会議（

3 回会議から 平成 30 7 月豪雨災害支援 しまネットワーク会議 に改 ） への参

の かけを行い、7 月 11 日に広島市総合福祉センターにおいて 1 回の会議が開 され

た（ 4-24）。 

この会議にはセンターからも 能な り参 し、各 体からの情報 集や、参 者との意

見交換を行うとともに、 に対応する必要がある情報を入 した場合、広島県や関 市町

へ情報提供を行った。なお、この会議は広島市、 市において開 され、10 月 30 日現在、

18 回開 されている（ 4-25）。 

 

  
4-24 1 島市 (07.11 ) 
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4-25 5 市 (07.25 ) 

 

(8) ・ の  

広島県において、市町の き取り調 を行うにあたり、災害マネジメント総 支援員・対

支援に関する き取りを行う総務 と 7 月 24 日以降、協力し調 を行った。 

また、8 月 2 日の府 市・ 市 地 訪問の際には、総務 だけでなく、内閣府の協力

を て、センターを 3 体による き取り調 ・支援が実現した。 
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されており、建設予定地の も行った。 

また、 地 （2 施設）、 地 （5 施設）の避難所を訪問し、衛生環境や ール

ベッドの導入 などの確 を行った。地 全体がまだ土砂撤去の であり、避難所に

よっては により健 への が懸念される となっていた。 

e 5 6 8 8 10  

町役場およ 町社会福祉協議会を訪問するとともに、情報 集を行った。 せて、

地 の避難所（3 施設）の を行い、支援県（和 県）への き取りなどを行った。 

10 日には、町役場において 7 月豪雨・広島県災害支援業務に関する ち合わせ が行わ

れ、支援県（和 県）と広島県、 町で今後の町に対する支援体 について が行われ

た。 ち合わせにはセンターの研究員も し、情報 集およ を行った。 

 

(7) 災 の  

しま NPO センターでは、7 月 9 日に広島市災害 ン ア本部を立ち上 るとと

もに、広島県被災者生活 ート ン アセンターと連 して、県内各市町の災害

ン アセンター立ち上 支援などを開 していた。また、JVOAD などの 体と連 しな

がら、支援活 に取り組んでいた。 

また、 しま NPO センターおよ JVOAD では、災害 ン アを行う NPO/NGO

などの 体、個人が連 する場として 西日本豪雨災害支援 しまネットワーク会議（

3 回会議から 平成 30 7 月豪雨災害支援 しまネットワーク会議 に改 ） への参

の かけを行い、7 月 11 日に広島市総合福祉センターにおいて 1 回の会議が開 され

た（ 4-24）。 

この会議にはセンターからも 能な り参 し、各 体からの情報 集や、参 者との意

見交換を行うとともに、 に対応する必要がある情報を入 した場合、広島県や関 市町

へ情報提供を行った。なお、この会議は広島市、 市において開 され、10 月 30 日現在、

18 回開 されている（ 4-25）。 

 

  
4-24 1 島市 (07.11 ) 
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局間などの調整が 分に られないままに対応が められていったりすることが懸念され

た。 

センターでは広島県に対し、情報を 合管理して の や庁内共有を する

組織体 を 築することや、部局間連 が必 となる被災者支援については 期に部

合を ることについて した。特に、応 仮設住宅（借上型仮設住宅を ）の提供につ

いては様 な点で要配 者などへの配 が必要なため、住宅担当部局と福祉担当部局との

相 連 を るよう を行った。 

の の支援 

その 、広島県の関 者へは、総合相談 の設置、借上型仮設住宅の供 関 事務の

化、福祉担当部局による施策チェックの導入、災害 関連事務の 理体 の 実など

について を行った か、東日本大震災や熊本地震における対応事例についての情報提

供などを行った。 

 

(3) 市町 支援 

被災市町に対しては、広島市、 市、 市、 市、 市、府 市、東広島市、 日

市市、 田島市、 田町、熊 町、 町を 次訪問し、現地調 およ 支援を行った。 

被災市町の によって調 などの内 は なるが、 として市町の関 職員およ 災

害マネジメント総 支援員などの応援職員などから き取りや、避難所などの現地確 な

どにより情報を 集し、必要に応 て当 の改善点や今後の被災者支援などについて

などを行った。 

また、防災 研究所とも連 し、彼らが作成した集 情報の提供を行った。 

 

 

4-4  
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4.2.3 支援 の  

 
(1) 支援 の  

センターでは先遣隊による 7 月 9 日およ 10 日の 2 日間にわたり、先遣隊による現地調

を行った。現地の NPO/NGO や RF などとの情報交換も行いながら、広島県およ 被災市

町の を確 したとこ 、広島県、被災市町ともにこれまで したことのない の災

害に対 し、必 しも庁内、庁外との調整や連 が 分に られないままに 先の対応に

されている が 見された。特に行方不明者の 活 が されている被災市町で

はそれが であった。 

このためセンターは、この災害においては広島県内の被災自 体への支援が も 先度

が いと 置 け、 なくとも広島県において 長期的な 点を持った対応（政策 合や組

織内調整を行うことができる調整機 の成立など）が整うまでの間は集 的な現地支援が

必要であると し、被災自 体の対応 などの を見 めながら、研究員を交 で

遣する体 を 築して現地支援を行うこととした。 

 

(2) 島 支援 

① 被 の の  

センターによる現地調 により、広島県では、県域の被害の全体 が把握できていないお

それがあることが課題として られた。 される としては、そもそも被災市町が

確な被害 を 期に把握することは めて 難であることを広島県が 分に してい

なかったと考えられる。また、広島県と被災市町の 者で、情報 集の 的についての理

や、情報の不確実さがどの 度 されるかといった に が生 ていたことなどが

考えられる。その 、被災市町へ ンが必 しも 分に 遣されていなかったり、災害

対策本部事務局で情報 集に当たる職員が不 れであったりしたことなどの情報 集体

にも課題があったと考えられる。 

センターでは、 2 次隊以降の 遣により研究員が被災市町の現地調 を行い、広島県が

把握している情報と実際の との間に ップが生 ていることを指 した上、 定以

上の職にある県職員を被災市町へ ンとして 遣して能 的に現地情報を 集するな

ど、情報 集方 の改善と、 期の被害の全体 把握を るよう を行った。また、関

機関との意見交換などを 的に行い、 のすり合わせを行った。 

現地で支援していた NPO/NGO とは 的に情報共有し、特に の対応を要する事案

について広島県の担当部局に直 情報提供するなど、広島県と NPO/NGO との プ役と

なりながら支援を行った。 

の  

広島県では の を るための組織体 や 組みが機能していないおそれがあ

ることも課題として られた。このため、部局間などでの情報の ップが生 たり、部
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局間などの調整が 分に られないままに対応が められていったりすることが懸念され
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どにより情報を 集し、必要に応 て当 の改善点や今後の被災者支援などについて

などを行った。 
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されている が 見された。特に行方不明者の 活 が されている被災市町で
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の  

広島県では の を るための組織体 や 組みが機能していないおそれがあ

ることも課題として られた。このため、部局間などでの情報の ップが生 たり、部
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4.3  

 

4.3.1 支援の  

 

(1) の  

センターでは、 県の被災 と被災自 体の災害対応 の調 と支援をするため、

先遣隊として 2 の研究員を 7 月 9 日、10 日に 県庁へ 遣した。（表 4-3）。調 日 の

合上、9 日 方にいったん広島県庁へ し、10 日 後に再度 県庁を訪問したため、

県庁での 在時間はそれ れ 日もなかった。 県庁では、関西広域連合およ 、

5 県による ンター ート支援として入っていた 取県を ー ー ンとして、情報

共有が行われていた。10 日の受援調整会議には同 し、意見交換に参 した。避難所支援

要員の応援要 にあたり、避難所 の確 をどのようにするかが議題に上がった。そのた

め保健福祉部 課が DMAT と連 し避難所の情報を集 しており、連 してはどう

かと を行った。 

 9 日、10 日に 県 DMAT 調整本部(以 、県調整本部 と )に行き、情報共有を行っ

た。保健福祉部 課では、7 月 6 日から県内の や有 所に対し EMIS

（Emergency medical Information System）に入力を していた。また、7 日 11 時に県庁

課内に県災害 本部、県調整本部を設置し情報 集にあたっていた。8 日には

市 町での避難所スク ー ン を開 していた。 

 

4-3  

     

 7/9 7/10 、  
7/9 

2  7/10 7/10 、  

3  7/16 7/16 、  7/13 

4  7/24 7/24 、 7/23 

5  8/1 8/1 、 作 7/26 

6  8/13 8/13 、  8/10 

 

(2) 市 の支援  

 7 月 10 日に、研究員が 市役所およ 市、社会福祉協議会を訪問し、現地調 を

行った。市役所では、1 に 災 明 の受 を設けており（ 4-24）、受 ・発行

まで実施されていた。担当部局の職員から き取ったとこ 、 災 明 交 後に行うべき

対応（被災者支援策の提示など）について、 している様子であったことから、研究員か

ら平成 27 9 月の関東・東北豪雨に る常総市における災害対応の報告 を提供した（

4-25）。 
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(4) 支援 の  

広島県では 8 月 14 日に災害対策本部が 止され、同日をもって広島県災害復 ・復興

本部（本部長 知事、 プロジェクト ー ー 議 ）が設置された。復 ・

復興に向けた組織体 として、14 のチームが対 する 6 つのプロジェクトが られ、

部局 的に様 な対策を させる が明確化された。 

センターでは、メルクマールとしていた広島県における 長期的な 点を持った体

築が 成したものと し、8 月 13 日の現地 遣をもって、現地訪問をベースとする

的な現地支援活 を し、その後は被災自 体の関 者などへの適時の など

を行う体 に切り えた。 

本災害において、本 時点ではまだ避難所が 全 に っていないなど、各被災

自 体では被災者支援、復 ・復興の きが している。本災害で となった方のご

福を るとともに、被災された方が復興への みをさらに められることを って本

を めくくりたい。 
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4.3.2 の  

 

(1) の  

県庁では、7 月 5 日の 後には 体 に 行していたが、7 月 6 日 16 時 30 分に災

害対策本部を設置し、被害 や各市町での避難情報等の 集を行っていた。また、 と

防 との連 や、自衛隊や の ・ 機体 を整えていた。 

 

(2)災  

研究員が した 7 月 9 日の災害対策本部会議は、マス や各 体も公 できるよう

な公開の場で行われていた（ 4-26）。知事 会のもと、人 に特化した内 での各

部局からの報告や、 ・ 防、自衛隊、日本 社などの各機関からの報告が 心であっ

た。知事からは、 を き きしっかり行うこと、対応の ェー が わりつつある

こと、市町村への職員の 遣を行うことなどの指示がなされていた。また、応援人員の 員

による職員の交 、避難所生活者への支援や災害関連死の予防、各部局で協力し合って情報

共有をしていくことなどについても されていた。 

災害対策本部事務局は、被害情報の 集や、応援部隊との活 調整を 心に活 していた。

災害 や 災 明 の交 、生活再建支援などに関しては担当課で対応しており、今後

別室にて機能ごとの調整 ループを設置していく 様であった。 

取県職員を ー ー ンとして、県の受援 との連 を めていた。知事からの指示で、

今後受援調整部として本 化して立ち上 ていく を めていた。広い会議場に、各応援

体が 同に活 できるように、通 環境の もすでに められていた。 9 日には、こ

こで受援調整会議が開 されていた（ 4-27）（ 4-28）。 に応援県や各 庁（内閣

府、総務 、環境 、防衛 ）、防災 研究所などが わり、13 日の時点では各担当

の場所（ 災 明 に る業務支援、 資 、通 ・ ン 、地 情報 など）がわかる

ように、配置 が ワ ト ードに されていた（ 4-29）。 

 

  

4-26 災 (07.10 )  4-27 援 (07.10 )  
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 また、 市社会福祉協議会では、担当者と意見交換を行った。 資関 に関する相談を

受けたため、 を行うとともに、 の報告 を提供した。 

 

         

4-24 市 災   4-25 報 提供(07.10 ) 

(07.10 ) 
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会議所、全 社会福祉協議会、JVOAD などからの支援も確保できており、 実に を

めている であったことから、研究員からは、 去の災害事例からの の情報提供を

行うのみであった。 

なお、 ン アの受 方針として、開設当 は市内 ン アに り、13 日以降

から全 の ン アを受け入れることを予定しているとのことであった。 

 

 

4.3.3 支援 の  

 

 センターとしては ・ の ェー が た時期に、被災者生活再建を担う組織な

ど、 長期を見据えた体 が組まれる見通しが立つかに し、 成しているものと

したため、週 2 回 度の 回的な支援体 を取ることにした。また RF や、 支援で入

る研究員から適 情報の共有を行いながら、 時現地に入る で 的な支援を行うこと

を 17 日の現地支援調整会議で決定した。 

8 月 13 日に、研究員が 市役所を訪問し、健 保健福祉部長、健 長 課長と支えあ

いセンターに関して話し合いを行った。 

8 月 17 日に、研究員が、 県の により県庁分庁 で、県・市職員、県・市社会福

祉協議会担当者向けに、被災者生活再建支援の について、 を行った。 

その後も、 時問い合わせなどに応 る 的な支援を していった。 

 本 時点では、 県では避難所で生活されている方 や、浸 被害を受けた自宅 2

で生活をされている方 がおられる。被災自 体では、被災者支援や、復 ・復興の政策

や活 が 力的に んでおられる。本災害で となった方 のご 福を り、被災された

方 が生活を整えていけることを い、本 を めくくりたい。 
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9 日の受援調整会議では、市町村の被害 をつかんだうえで、各部局への人員の ー

ーや、 災 明 交 の体 を立ち上 るための ー ネーターの などを さ

れていた。総務 の 被災市 町村応援職員確保 ス ム に く対 支援に関しては、

調整 であった。避難所 の人員や、 資、受援調整に関しても、 取県職員を 心に会

議で されていた。 

 

 

4-28 援 (07.10 )  4-29 援   

                         (07.13 ) 

 

(3) 市 

①災  

7 月 10 日の時点で、 市には 県からの ン職員 2 が日 わりで 遣されて

いた。自衛隊は災害対策本部事務局と同 ロアの別室に活 ス ースを確保していたが、

市の本部員会議の日 がつかめていないなど、連 に しているようであった。 

災害 関 の業務や 災 明 交 についてはそれ れ担当課で対応しており、

災 明 は 10 日の でも市役所 に を設けて受 ・発行までを、福祉 課と生

活福祉課で対応していた。 

市では、災害対策本部事務局の入 に広報を担当する 課の職員が立つこと

で各 の問い合わせなどについて災害対策本部事務局にかかる 担の が られていた

点など、注 すべき対応も見られたものの、全 的に、災害対策本部と関 部署や機関との

連 は い であった。 

市  

市社会福祉協議会では、 庁など各所からの情報を まえて、浸 した地域から

が くには 2 週間 度要すると考えており、これを 提に災害 ン アセンターの開

設 を めていた。しかし、上 の予想に して の きが かったことから、 7 月

11 日から ン アセンターを開設することになった。研究員が訪問した では、開

設に向けての場所の確保やレ ア ト整 、資機 などの に われていたが、地 の
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設に向けての場所の確保やレ ア ト整 、資機 などの に われていたが、地 の
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た作業を に作成したマ アルを、 県庁を通 て提供した。さらに、今後被災者支援

が 心となっていくため、県において被災者支援メ ーの情報提供ができるよう、参考と

なる 県の ーム ージなどを した。 

市町村の については、県庁で業務を行う職員では現地の をつかみにくいとのこと

であったため、被災市町村の防災担当者へ ア ン を行い、その内 を被災地の

も めて 子メールにて 時提供を行った。 

 

(4) の被災市町の 支援  

県内では、関市が も大きな浸 被害を受けており、 にも 上市でも浸 被害が発

生、 市では土砂災害が発生している。 

各市において対応 の ア ン を行ったとこ 、災害対応を めて行うため、今後の

業務の見通しが分からないといった意見が く かれたことから、内閣府が作成した 市町

村における 害対応の き を用いて今後の対応の な説明を行うとともに、同資料を

提供した。 

また、災害 が適用されたものの、どのように活用すれ よいのか分からない、といっ

た意見も く かれた。そのため、災害 の意 と 内 、 きなどについて

に説明を行ったうえで、 的には個別に県と相談が必要になることから、県と に連

を取り合うよう を行った。その 、 県庁と同様、被災者からの問い合わせに対応す

るため、被災者支援メ ーの 作成を し、参考となる市町の被災者支援メ ー

表などを提供した。 

被災地においては、災害 ン アセンターを通した ン ア活 のみなら 、

者や地 有 などによる け作業が行われており、 的 く作業が んでいる様

子であった。 
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4.4  

 

4.4.1 支援の  

 

(1) 支援の  

7 月豪雨において、 部 ロックでは 県で大きな被害が発生した。そのため 県か

ら 県へ ン 遣が決定され、この際、 県職員がセンターへ研究調 員として

遣されていたことから、同職員が 県 ンとセンターの現地支援を 務する で

県へ 遣されることとなった。 

 

4-4  

     

 7/10 7/13  7/6 

 

 

(2) 支援 の の  

県内の被害は ・ ロックの被災県と して さなものであったが、災害対

応を めて する職員が いことに え、災害対応に関わる業務内 は災害の に関

わら おおよそ同 であることから、これら災害対応業務に関する相談がいくつかあった。 

県庁で支援を開 したのが 7 月 10 日と発災後日数が した後であったため、

県庁の災害対策本部（災害情報集 センター）は ち いた様子であった。災害情報集 セ

ンターは、県庁 4 に常設されており、県内の被害情報の集 を行っていた。被害 につ

いては 把握されており、 県災害対策本部としては、応 期から復 期への 行

であるとの であり、 に定期的な本部会議は開 されていない であった。また、JR

が 数 所で被害を受けているため、県外から 地である 市内への の

行が行え 、特に みの ー ンに向けてアクセス を 期に回復することが課

題の 心であった。 

 

(3) 支援  

県庁では災害対策本部は機能しており、かつ応 期から復 期への 行 であると

いう であったことから、 県庁へは、特に被災者支援に る と、被災市町村

の現地確 果に関する情報提供を行った。 

体的には、災害 ン アセンターの について、 県庁を通 て、

のあるみえ災害 ン ア支援センター長を し、同センター長から

県庁に対して のアド スを いた。また、 ン ア活 を支援するための災

害 遣等 事 明 の発行業務を に行うため、 県庁が 2017 度に実際に行っ
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と合同で調 を行った（ 4-31）（ 4-32）。また、現地にて同時間 に を行って

いた 県副知事と意見交換を行った。 

 

  

 

 

 

その後、関市役所において、 県副知事、関市長、 市役所職員、みえ災害 ン

ア支援センター長や などと同 のうえ、 ン ア活 およ 今後の被災者支援

活 について意見交換（ 4-33）を行った。その際、研究員から 市町村のための 害対

応の き の提供と内 の な説明を行った。 

 

 

4-33 市 の の (07.11 ) 

 

関市役所での意見交換後、関市内の災害 仮置場について確 を行った。 部の場所

では で集 している が確 された。これら現地の については、 県防災

課へ情報提供を行った 

 7 月 12 日、 県危機管理部局担当者と 11 日の現地調 果を まえ意見交換を行った

後、土砂災害が く発生している 41 いの被災 を確 するため、 県庁を

発した。その後に 市 （ 4-34）、上 地 （ 4-35）の土砂災害現場の確 を

行った。土砂災害箇所は大 ではないものの、 地、JR 、住宅地、 、 が

4-31 市

の (07.11 ) 

4-32 市 の

(07.11 ) 
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4.4.2 の  

 

7 月 10 日 11 時 、 県庁へ 後、副知事、危機管理部長、防災課長へ を行い、

その後、防災対策 、防災 職員から被災 およ 対応 について ー ン

を受けた。JR が 数 所で被害を受けているため、県外から 地である 市内

への の 行が行え 、特に みの ー ンに向けてアクセス を 期に回復

することが課題であった。 

ー ン を受けた後、関市災害 ン アセンターにおけるセンター につい

て の提供に関する相談があったため、 県庁を通 て、みえ災害 ン ア支

援センターのセンター長を することとなった。 

 17 時 30 分 から災害情報集 センター内にて情報共有会議（ 4-30）が開 されたた

めこれに参 した。関市災害 ン アセンターの などについて、現地確 を

行った職員から報告が行われ、今後の方針が された。その際、研究員から、浸 数

から した ン アの必要数、そして、今回の豪雨では被害が広 に ため全

的に ン アが不足する 能 について報告を行うとともに、 も めて災害

ン ア活 に れている 体に する方が 策である旨の提案を行った。また、同行し

ているセンターRF から、浸 数に対して避難者数が に ないため、浸 でそ

のまま生活している被災者や、要配 者の確 が必要との を行った。 

 

 

4-30 災 情報 の情報 の (07.10 ) 

 

情報共有会議の後、 県危機管理部局担当者から災害 遣等 事 明 発行に る

業務 について相談があったため、 県庁を通 て、業務マ アルの提供と業務担当

者を した。 

 7 月 11 日、 県危機管理部局担当者と被災者支援メ ーについて意見交換を行い、

県事例や 県事例を したのち、 県庁を 発し、 県関市で浸 被害の大き

かった 保 いの ・上 保地 を、みえ災害 ン ア支援センター長など
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その後、 県庁に り、 県副知事、危機管理部長へ 12、13 日の現地調 果につ

いて報告を行った。また、 県庁では被災者支援のため、 たに県庁 4 に 対策チー

ムを立ち上 たことから、活 内 について防災対策 へ ア ン を行った。（ 4-37） 

 

 

4-37 (07.13 ) 

 

 

4.4.3 支援 の  

 

のように、 県への支援については、センターと 県庁との協議により、セン

ターの現地支援と 県による 県への ンとを 務する で 遣することになっ

たため、 ・ 地方への支援とは別の支援体 となった。 

13 日時点で 県から 県に対する支援要望がないことが確 されたことから、

県は ン 遣 を決定した。これに せて、センターから 県への現地支援 を

決定し、当日 16 時 に 県庁を撤 した。 

なお、本 時点では、本災害の と を まえた各 対策が に められている

方、被災者の生活再建はまだ となっている。本災害で となった方のご 福を

るとともに、被災者の 期の生活再建、そして、次の災害への えが と ことを っ

て本 を めくくりたい。 
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い に立地しているため、 つの土砂災害により くの機能が同時被災する地理的

であることが確 できた。 

 

  
4-34 市 の 災   4-35 市 の 災  

(07.12 )              (07.12 ) 

 

その後、 市役所を訪問し危機管理課職員と意見交換を行った。被害 定調 の実施

、孤立地 の などを確 し、災害 の 用 およ 被災者支援メ ー の

作成について を行った。 後に 市内、 市内についても現地調 を行ったが、大

きな被害は確 できなかった。 

 7 月 13 日、 上市総務課、福祉課と意見交換を行った。 上市内で被害の大きい八幡町

地 の対応 について確 を行い、災害 の 用 、およ 被災者支援メ

ー の作成について を行った。 

その後、 上市八幡町 地 に向かい、 ン アの活 を確 した（ 4-

36）。この地 においては地 住民の け合いがしっかりしており、 防 の活 も活発で

的 けが く み、市社会福祉協議会が に被災者への ー 調 に入っていると

このことであった。 

 

 

4-36 市 町 の (07.13 ) 
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い に立地しているため、 つの土砂災害により くの機能が同時被災する地理的

であることが確 できた。 

 

  
4-34 市 の 災   4-35 市 の 災  

(07.12 )              (07.12 ) 
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4-36 市 町 の (07.13 ) 
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(2) の の  

 発災直後からの情報 集により、全 の 、 市 田 における 化被害の発

生、 町、 平町およ かわ町での土砂災害を 地震 による被害の 3 点が 要な被

害（ ）と考えられた。これを まえ、9 月 6 日 9 時以降に 的に行われた会議を通 、

先遣隊の 務は 特に被災が しいと われる 市およ 町、 平町、 かわ町の被

害 を確 すること、 北 庁およ 上 4 市町の対応 を確 すること、 これら

の情報から今後のセンターの活 の決定に資する情報を 集すること、の 3 点に集 され

た。 については、実際に現地を 回することで実情の把握に めることとし、 について

は、北 庁およ 4 市町の災害対策本部において およ ア ン を みることと

した。また については、現地とセンターとで定期的に会議を開 するなどして対応するこ

ととした。これらと 行して、各自の人的ネットワークを活用した 話やメール、 談など

による情報 集を 的に行うこととし、 体的には内閣府、 県庁（北 ・東北 8

県 ロックの幹事県）、 県庁、自衛隊、防災 研究所（防災 研）などから先遣

隊 遣 に各機関の対応 や方針、情 などについての情報を ることができた。 

 

 

5-1 9 6 の の  

 

 先遣隊は 9 月 7 日朝に 田 で定 と合 し、その後、 で関西広域連合の

先遣隊である 県庁職員 2 と合 したのち、 で北 庁を 指し、16 時 に

できた。時間的な問題から、7 日は北 庁およ 市の 把握を行うこととし、

町、 平町、 かわ町での 把握は 8 日以降に行うことになった。その後、支援の 先

度の問題などから、 町、 かわ町の 把握を 先して行うこととなった。 
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5.1 支援の  

 

(1) 災 の 支援 の  

北 東部地震は 2018 9 月 6 日 3 時 7 分に発生した。震 は北 地方 東

部（北 42 度 41 分 24  東 142 度 00 分 24 ）であった。地震の は、マ チ ー

ド 6.7（ 定 ）で、震 の さは 37km（ 定 ）であった。 

事 の に い、人と防災 センター（以 、 センター と ）では 3 時 45 分か

ら所内で情報 集を開 した。同日 9 時からの会議において先遣隊の 遣は決定したもの

の、地震の で 全 で が発生していたことに う交通の から現地入りの

確保に 間取ることとなった。 的に、9 月 7 日 朝 田発の 行機で に入り、レ

ンタ ーで北 庁を 指すこととなった。なお、 は発災 日の 7 日に再開して

おり、 との も 期に 先的に復 されたことから、 2 以降の 遣については関

西から で と を用いて北 庁に できている。 

 本地震の現地支援では、センター研究員の や地域事情などを総合的に 案し、セン

ターの ーチ ェロー（以 、 RF と ）であり、長く北 内の防災に してい

た定 （東北大 災害 際研究所 ）に先遣隊への同行を した。 

 現地の先遣隊とセンターとの 話会議を て、9 月 8 日には 2 次隊およ 3 次隊の

遣が決定した。 に 9 月 12 日に行われたセンターの会議によって、9 月 19 日までの 遣が

決定した。以 に本地震の現地支援における 遣体 を示す。 

 

 

5-1  

     

 9/7 9/11 、 （-9/9）、定 RF 9/6 

2  9/9 9/13 （9/11-） 、 、定 RF 9/8 

3  9/12 9/15 

（9/13-） 

（-9/14）、 （-9/14）、 （-9/14） 

定 RF 

9/8 

4  9/15 9/18 、 、定 RF（9/16-） 9/12 

5  9/17 9/19 、 田、定 RF* 9/12 

* 定 については、人と防災 センターの支援 後も町の要望に き 自に支援活 を 。 
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5.2 の  

 

(1) の  

 北 庁では、地 1 に レー ンルームが設置されており、北 庁の職員のみ

なら 、内閣府や 土交通 北 開発局あるいは自衛隊など の各機関、DMAT、応援自

体などが参集していた。北 災害対策本部の各 およ 応援 体はそれ れに 務用

の島（ 数の ー ル ）を確保していたものの、各 が相 に訪問することなどを通して

有機的に活 しており、 見した りにおいて 的機能しているように された。 

災害対策本部員会議は発災後毎 に北 庁 4 の危機対策局に 設された会議室で開

されていた。 行は副知事が行い、各部局およ の機関（ に内閣府およ 自衛隊）か

らの報告ののち、知事による 示およ 指示が行われるという であった。 

 会議開 場所と レー ンルームは別の に設置されていたが、庁内 レ を

通 て レー ンルームにおいても本部員会議の を把握できるよう されてい

た。 

 

 

5-2 の (2018 9 6-7 ) 

 

(2) 市 の  

 市役所の災害対策本部は市役所12 に危機管理対策室分室と している会議室に

設置されていた。9月7日 方に先遣隊が訪問した時点において、市の災害対策本部では、

市長指示が明 化されているなど必要な が取れているように された。また、事

に 大の課題になると予想していた 化被害についても、大 に被災した地域は 田

の でも 定的であること、 害が いなどの地域事情から 役所の 担当部署で常設

的に 災 明 の交 業務が行われており、 定の対応 があるなど、 定的な対
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(3) 支援  

 本地震では、 の などから被災自 体が 数に上ることが想定された。直 に行っ

た西日本豪雨での現地支援の から、 府県を めた被災自 体では、 の被災自 体

の被災 や対応 の把握が、特に発災 期においては 常に 難であると われた。そ

のため、被害 や対応 を 表で整理する作業をセンターで後方支援として実施す

ることとした。 表で対 とした自 体およ 調 を以 に示す。 

 なお、後 する対 支援 体向けに提供する資料には、総務 による 体の ループ

分けにおいて、支援対 となった 町、 平町、 かわ町と同 ーに入っている

支援 体管内の町村の を して提供したとこ 、相 自 体の メージ把握をする上

で を た。 

 

5-2 被災 の の  

  

 

興局 

管内 

市 

別市 

市 

市 

北広島市 

市 

ータ（ 数、人 ） 

職員数（全職員数、 行政職員数） 

震度 

災害 、被災者生活再建支援 の適用 

な被害（死者、行方不明、 者、全 、 、 部

、建 被害 不明、避難所数、避難 数、避難者

数） 

北 地域防災 上の想定被害 

被災自 体の体 （本部、本部員会議、事務局） 

人的支援（ 、 自 体） 

・ ・ （ 防、自衛隊、 、 保） 

社会 （ 、 ン 、 要施設、 、 、

） 

被災者支援（避難所環境、 資、在宅等見回り活 、心の

ケア、 ン ア・NPO、相談 ） 

生活再建（応 危 度 定、住宅支援、 災 明 （実施

体 受 数 発行数）、被害 定調 、 援 等、支援

メ ー ） 

 

興局 

管内 

市 

町 

平町 

かわ町 

日  

興局 

管内 

日 町 

平取町 

町 

だか町 
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難所間での環境に を生 やすくなることから、上 のような会合を めた、避難所環境の

改善や必要な での対応の などがこの での町の災害対応上も 要であった。 

 

 

5-4 町 の (2018.09.06-09.19) 

 

適切な対応がとられている 方、特に町が対応に しているように された事 と

して報 対応があった。これは、交通事情や発災 期から町内吉田地 の地震 による土砂

れの が大きく報 されていたことなどから取 の集 を きやすい があった上、

町役場 1 入り が 者 まりとなってしまったため町の災害対策本部機能との間に 理

的な が ない となっていたことなどが であった。 

 

(4) 町の  

 かわ町は 町と同 の東部（ 町の東 ）に 置する自 体である。

の （671 平方 ロメートル）を上回る 711 平方 ロメートルという広大な町域を有し

ており、北部の 別地 と 部の 地 に大別できる。現在の かわ町は、それ れこの

2 地 にあたる 別町と 町が合 して成立した自 体であり、町役場は 地 に

置かれている。これとあわせて 別地 にも 別総合支所が置かれており、本地震のような

災害時には各地 にも災害対策本部が設置されることになっている。 かわ町には 8,300

人の住民が 住しており、 地 にある 心市 地から町域を 北に れる に っ

て住 や集 が点在している。 
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応が期 できる であった。 

 

(3) 町の  

町は北 部にある の自 体であり、 4,600 人の住民が 400 平方 ロ

メートルの町域で生活している。市 地は 部（浜 地 ）から町内を 北に れる

いに広がっており、町役場を 心地はやや内 に入った場所に 置している。 

 

 

5-3 町の町 (1:140,000) 

 

町では本庁 の 化により 震 能が不 分であったが、本地震による など

は発生しておら 、災害対策本部機能は本庁 1 に設置されていた。町長以 、町災害対

策本部では、8日の時点で行方不明者が っていたことから ・ に注力する必要があ

ること、同時に、町内各所に開設されている避難所への避難者らへの生活支援が必要である

ことが されており、先の を見 した適切な情 がなされていると できた。

こうした情 は 体的な活 にも されており、例え 発災3日 である9月8日 の

時点で避難所の 表者会議が開 されている。なお、この会議に先立ち、避難所の長期化に

えて必要となりそうな事 について、避難所の を見た上での を められた。これ

への対応として、避難所 について 的な知見・能力を有したNPO/NGOから町に対す

るアド スが実現するよう先遣隊メン ーによる調整を行なっている。 

5-4に北 庁が集 した被害報に き、9月6日から19日にかけての 町における

避難者数と避難所数の をまとめた を示す。 には現れていないが、避難者数

は7日から8日にかけて1,118 を したものが ークとなっていた。 ン（特に

）への被害が 大であったことから、避難所における避難者数が い で してい

たことがわかる。避難者数が く、 数の避難所に くの被災者が分 していることは、避

町  
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難所間での環境に を生 やすくなることから、上 のような会合を めた、避難所環境の
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5-1 (09.13 ) 

 

(5) 援 の の 支援 情報 の  

北 東部地震では、北 ・東北 8 県の枠組み（東北 ロック）で、東北各県か

ら北 庁に職員が 遣されていた（9 月 11 日以降は総務 の 被災市 町村応援職員確

保 ス ム に く自 体間の対 支援 体となる）。 期に 遣された職員には各県の

災害マネジメント総 支援員有資 者も まれていた。7 月豪雨では、 部において対 支

援 体と被災県との間で や応援の方針などについての情報共有が不 分だった

があったことから、本地震においては、対 支援 体である東北 7 県（ 県、 県、宮

城県、 田県、 県、福島県およ 県）を 心とした応援 体と北 庁との間での

情報共有を 的とした会議体が 期に立ち上 られ、 開 されることとなった。この会

議体は 度かの を いながら 全 自 体支援自 体情報交換会議 と れるよ

うになり、北 庁、全 知事会、東北 7 県のうち現地に職員を 遣している県およ 総務

に えて、先遣隊や連 員を 遣していた関西広域連合（ 県、 取県）、 には直

支援を行なっていた研究機関（防災 研究所、人と防災 センター）などが参 し

ていた。会議は 9 日以降、1-2 回 日の 度で開 され、 に 町、 平町、 かわ町の

被災 、被災者の およ これらへの 3 町の対応 についての情報共有およ

の場として活用されていった。同会議の内 は参 していた総務 担当者を して、北

副知事と の関 機関とで定期的に開 される会議でも報告・共有されていった。 

  

5-3 支援 情報 

の (09.13 ) 

5-2 の災 の
(09.13 ) 
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5-5 町の町 (1:225,000) 

 

先遣隊 遣と 行して行なっていた情報 集から、 かわ町は 震 に く大きな地震

にみまわれていたため 大な被害が懸念されること、 にも関わら 7 日の時点で北

庁の レー ンルームなどであまり話題に上っていなかったことから、 町と

んで先遣隊による 先的な調 対 となっていた。 

 地 にある かわ町役場では、8 日の時点で、役場 2 に災害対策本部室が設けられ

ていた。情報 が対応クロ ロジーを作成して に り すなど、 的な部分で適切な対

応がとられていた 方で、意 決定が危機対策 ループ 幹に 度に集 している、役場も

所在する町の 心市 地で建 の が 数発生しているにも関わら 、その 体的な

メージが本部室で把握しきれていない、 別地 の災害対策本部とは 話会議での情報共

有に止まり、地 の や本部の対応 を直 確 できていない、などさま まな課題に

直 していた。 

 こうした を まえ、先遣隊は 9 日には 別地 災害対策本部での調 を実施した。

別地 の災害対策本部は、発災 の 務地にかかわら 、地 在住の町職員によって設置・

される となっていた。 果的に、地域事情に明るい職員が対応にあたっていた。平

から レ などの難 地 であり、情報 集についての が かったが、地震に

う の発生もあり、当 は本部との連 にも事 く（本部との通 は発災後 11 時間で復

） で、全く情報がとれ 広報 もない での災害対応を いられていた。先遣隊

が訪問した では、住民全員の 確 は わっていたものの、地 の 域が広大である

ため地震 に う土砂災害などの危 がある箇所の把握などが していないことなど、

マン ワー不足に する対応の れが見られた。 

 

町  

支  
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所での生活に関する を められるなどした。 

 9 月 13 日から 19 日にかけての研究員の な 回先を以 に示す。 

 

5-3 支援 の (9/13-19) 

 9/13 9/14 9/15 9/16 9/17 9/18 9/19  

        7 

町      *  4 

町        3 

町        3 

支         2 

の  
の  

( 町 ) 
 市 

 

 

 

   

 

*町の  

 

(3) への  

 災害対応上の課題に関する個別的・ 体的な事 についての問い合わせや事例に関する

会などは先遣隊が現地を 回している際にも発生していたが、支援方針が決定され、被災

した 3 町での 回が される 、 に応 た様 な個別相談が被災自 体や応援 体

から せられた。これらは、大きく 公 体に関わるもの、 被災者の生活再建に関する

もの、 避難所での生活に関するもの、 その 、に大別できる。各相談事 についての

と対応 を 表に示す。 

 

5-4 への  

 

 市 地で が発生していた かわ町では、 を き んで した

などがあり、危 な があったことから、先遣隊が活 していた時期から公

体に関する問い合わせがあった。 

 公 体を行った 去の被災自 体の事例の  

公 体 と被災者生活再建支援 の関 についての説明 

被災 の  

 災 明 交 に向けた 被害 定調 が められる で、発行時に提示す

べき被災者支援メ ーの整理が北 庁およ 被災市町村において共通の課

題となっていたことから問い合わせがあった。 
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5.3 支援 の  

 

(1) 支援 の  

9日までの調 およ 活 を通 て た情報などを まえ、先遣隊からは 定 が

町に町の側から 遣要望があったアド ーとして常 しつつ、必要に応 て研究員か

らも 支援を行うこと、 かわ町の災害対策本部機能（特に受援体 の 築）を回

復の 途が立つまで、 かわ町・ 庁間を 復しながら、 が入れ める まで調

整すること、の2点を大まかな支援方針案として提示した。その後、12日にセンターで行わ

れた会議において、以 3点を 本とした支援方針を決定した。 

 

・人と防災 センターとして現地支援を すること（9月19日 ）。 

・全 自 体支援自 体情報交換会議から総務 を通 、政府現地連 調整会議 （ 副知

事参 ）へと、 的 ルな情報伝 ができたので、その枠組みを 用し

つつ、応援県と連 しながら、被害が大きい3町を 心とした適切な情報・ を伝

する。また、適 、被害が大きい3町や支援者に情報・ を伝 すること。 

・定 が防災アド ーを務めていた 町役場より同 による常 支援の要 があ

り、同 が応 したことから、 町については定 を ートする での支援を

本とすること。 

 

 これらの方針に き、センターでは、12 日以降も北 庁、 町役場、 かわ町役

場およ 平町役場の各災害対策本部や関 先を 回し、 ア ン などによる情報 集

や、個別の相談事 への対応を行った。 

 

(2) 情報 の  

 全 自 体支援自 体情報交換会議に 表されるような北 庁で開 される各 会議

への参 を 本としつつ、上 の方針に い、 町役場、 平町役場およ かわ町（町

役場と 別総合支所など）などを 回し、町の職員や関 体の関 者との意見交換や情報

共有を行った。 遣研究員の交 日に当たる 15 日と 17 日の活 がやや 調になる 向は

あったものの、 的に現地を 回し、役場だけでなく、避難所への訪問や 関 機関の

向把握などを通 て、 的な情報 集を行い、これを北 庁や全 自 体支援自 体

情報交換会議に ード ックしていった。 

また、9 月 13 日に 市内で開 された NPO/NGO などが集まる 平成 30 北

東部地震情報共有会議 にも参 し、住民の などについての 体的な情報などを な

がら方針の確 や の 当 の確 を行った。 

9 月 18 日には、 8 回 町避難者 表会議に参 し、各避難所の現 について支援を

行っている 県を 心とした情報共有会議に参 し情報 集するとともに、後 の避難
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 これらの方針に き、センターでは、12 日以降も北 庁、 町役場、 かわ町役
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(2) 情報 の  

 全 自 体支援自 体情報交換会議に 表されるような北 庁で開 される各 会議
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5.4 の の の  

 

 当 の方針に い、現地において被災自 体を直 回する での支援は、対 支援 体

の活 が定 してきたことを見 ける で 9 月 19 日に した。 

 本地震での現地支援活 では 的 に 期の調 およ 支援への 行を行うことが

できた。その要 として、発災以 に った研究員や RF の人的ネットワークが し、先

遣隊 遣の から、被災側（被災自 体）と応援側（ の機関や応援自 体、NPO/NGO）

の 方に研究員の知 がいる で活 を開 できたことが られる。 

 えて、大 な災害が全 的に 発する で、特に直 から発生していた7月豪雨にお

ける応援・受援上の課題となっていた事 が関 機関間で共有されており、被災自 体と応

援自 体とを 心とした連 調整の枠組み（全 自 体支援自 体情報交換会議）が やか

に 築され、これへの定期的な参 が受け入れられたことも、活 が に められた大き

な要 となった。 

 特に全 自 体支援自 体情報交換会議については、 にセンターの現地支援活 上の

話題にとどまら 、今後の被災地支援においてもロールモ ルとなりうる枠組みとして

できる。今後はこうした枠組みに対する 的な などを行う で、改めてその意 や

効果を していく必要がある。 

 本地震への対応は本 の時点でも各自 体で されており、10月 には仮設住宅

の供 も開 された。本地震で くなった全ての方のご 福を り、被災された全ての人が

ま は地震後 の を 事に えて、復興への みを に められることを って本

を めくくりたい。 
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 去の被災者支援メ ー の事例 およ 現 の提供 

メ ー作成の市町村における め方についての  

被災者生活再建支援 による支援 の配 方 についての資料作成 

府県における被災者⽣活再建⽀援体 の 築についての資料作成 

の  

 5-4 に示したように、 町では、 に ンへの被害が 大であった

ことなどから、避難所避難者数が かった。そのため、特に 者が長期に避難

所生活を ることによる健 の 化が心配されたことから問い合わせが

あった。 

 避難所での⾼ 者の健 持の方 や事例についての資料作成 

の の への  

 二次災害の危 がある地域への 人の立ち入りを する方 に関する

去の事例の提供 

復興 の策定とその め方について で  

 

(4) の提  

 これらの情報 集活 や対応を まえつつ、全 自 体支援自 体情報交換会議に向け

て、現 を整理し、今後の対応の 点や方向 についての研究員の所見を整理した ー

ン ー ーを作成し、適 全 自 体支援自 体情報交換会議の場で報告を行った。

これによって、応援 体の の を り、支援の適時 ・ の向上を みた。 
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6.1 7 の  

 

(1)  

① 災 DMAT  

7 月 7 日 11 時に県災害保健 本部と 県 DMAT 調整本部が県庁 課内に設置

された。 

7 月 8 日には、 防や自衛隊、NGO チームが連 して、浸 被害のあったま 念

からの 者や避難住民の 活 を行った。 ー スが必要な人については、被害

がない に された。この時点で、日本 社 （以 、 日 と ）

の避難所のスク ー ン （ ー がある住民が避難していないか、避難所の環境のア

セスメントも ）が開 されていた。 

7 月 9 日に研究員が県庁に入った時点では、 県 DMAT 調整本部は 課内で活

をしていた（ 6-1）。そこには、日本 社 DMAT チーム（以 、 日 DMAT と

）、災害 遣 チーム（以 、 DPAT と ）、全日本 協会（以 、 AMAT

と ）、 ・ 期 ンが本部を置き、情報共有を実施していた。しかし 集して

おり、ス ースに があったようで、今後広い会議室に 予定とのことであった（

6-2）。 課に設置していたこともあり、避難所の情報なども 課と共有しなが

ら められていた。その後、本部を別室に した後も、 課の職員が ンとし

て同 していた。行政職員が県に設置された DMAT 調整本部に同 していることは しく、

日 から な関 が 築されていたことに え、当 課の 務室で活 して

いたことで連 する体 がより まったものと された。 

DMAT の 支援方 としては、 を 5 つに分け（県 西部、県 東部、 ・

見、 ・ 田、 ）、各 内の災害 点 内に活 点本部を設置し、 支援

や避難所スク ー ン を保健所と連 して行っていた。同日に県保健 調整本部が設

置され、 から保健 へと ェー が 行していることを っていた。 

 災 の情報  

災害対策本部事務室では チームの は確 でき 、 課の職員に確 したと

こ 、必要時に直 職員が災害対策本部事務室に行き、情報共有しているとのことであった。

災害対策本部会議には、日本 社（以 、 日 と ）の が しており、ま

た配 された災害対策本部会議資料には、研究員が 県 DMAT 調整本部で見 きしたこ

とや EMIS 上でも確 された事実が されており、災害対策本部内での情報共有が 上

では確 できた。 

  

92 
 

 支援 

 

 災害 は、1995 の ・ 大震災を とし、その後体 が 築されてきた。

体的には、 地域の 心となる災害 点 の指定や整 、 期に被災現場で活 で

きる災害 遣 チーム（以 DMAT と ）の 設と隊員の 成、 者の後方

や被災地外への 、 の被災 の情報 ス ムである広域災害 情報

ス ム（以 、 EMIS と ）の確立である。また のすべてにおいて、 事

者と行政との連 は かせないものであり、防災 本 にも されている。しかし、2011

の東日本大震災ではこの災害 体 が機能した 方で、DMAT と との ームレ

スな支援ができなかったことや、災害 点 の なる整 の必要 が指 され、また、

長期的な 提供体 に関して くの支援チームが被災地に入ることでの も いた。

現在の防災 本 では、DMAT の活 以降、 府県は様 な チーム 遣など

の協力を て、指定避難所や 所も めた被災地における 提供体 の確保・ を

ることおよ 、その調整に当たっては災害 ー ネーターを活用することが明 さ

れている。また保健 体 においては、2017 に大 災害時の保健 活 に関わる

体 の整 の を 的とし、各 府県の災害対策本部の に、保健 調整本部を設置

するとともに、保健所において、保健 活 チームの指 や連 、保健 ー などの

集およ 整理・分 を行うこととされた。これに い、 生 健 局は、2018 3 月

に、 災害時健 危機管理支援チーム（以 、 DHEAT と ） を 設した。DHEAT は、

期から 期まで保健 調整本部およ 保健所を応援するマネジメント支援チー

ムである。7 月豪雨で し、 県や広島県、北 東部地震における北 でも活

した。これまでの 体 の 築の れを まえて、 6 では 7 月豪雨と北

東部地震での現地支援・調 を、 支援体 と行政との連 を 心に、EMIS 情報からの

事実 足もしつつ時 で報告する。なお災害 における時 は、発災からの時間

により 期（発災から 3 日）、 期（発災から 1 週間）、 期（発災から 4 週間）、

期（1 か月以降）に分けられている。 
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6.2 7 島 の  

 

(1)  

① DMAT  

7 月 6 日 22 時 に、県庁内に広島県 DMAT 調整本部が設置された。担当部局は

課となり、その 務ス ースの で活 した。7 月 8 日に、3 県（島 、 、福 ）

のみに対して広島県から DMAT 遣の要 があった。 

7 月 9 日に研究員が調 に入った では、 課などの保健福祉部局がある本

の会議室で活 をし、 課の職員も ただしく 入りをしていた。DMAT

以外にも、 生 の も入り連 をとっていた。また、DPAT も参集し、

室で本部設置を開 していた。DMAT は、 を 4 つ（ 、広島 、広島、 ・福

・府 ）に分け、各 点 に活 点本部を設け、 支援や避難所のスク ー ン

をしていた。また避難所への ト レの 配なども行われていた。 

 の  

広島県では、特に （ 市、 市、 町）での の が大きかっ

た。EMIS によって各 機関の ンの が集 され、 した 施設は、

の 71 であることがわかり、透 者数と必要 の い しをしていた（

6-3）。また、 などによる透 実施 難者への対応としては、 防機関と連 し

などの調整もすでに実施されていた。自衛隊の によって の へ が供

されることで、 の でも 避難（ 長が当 での の を不 能と

し、入 者をすべて の などに すること）は避けられていた。 を必要とす

る では、 の 要に対する供 が 分に行われるか不明 な ではあったが、広島

県 DMAT 調整本部によって EMIS を通 て各 の 要は取りまとめられ、

課に情報提供されていた。 
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 KuraDRO 災  
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健 や様 な 支援組織チーム、県 協会災害支援 ースチーム、 ン ア

チーム、NGO チームなどが参 して情報共有を行い、避難所支援や 所での活 調整を

行った。 

研究員が 10 日に KuraDRO の担当者に確 したとこ 、避難者の健 については

在化している問題はないが、避難の長期化による体調 化に懸念を持っているとのこと

だった。 

7 月 23 日には、 チームなどの活 内 が、 ー スから保健 ー スに 行し

てきたことから、 保健所に県 西部災害保健 調整本部が設置され、DHEAT、保健

チーム、 などによる避難所などへの支援体 が 築された。 
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(1)  
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者への 分な対応には がらないという 的な問題があった。今後の課題として、災

害対策本部内における情報共有の 的な 組み（例え 資 に関わる部局が集まり対

応策を るなど）の 築が必要である。 

 

(2)  

7 月 10 日に、DMAT や 対策 などで 成される広島県保健 調整本部が設置さ

れた。DMAT としては、 期での活 点本部活 は し、その後保健 情報

集 を 3 つの （広島、 、 ）に分け活 をしていた。 

日 、開 されていた 調整本部 ー ン では、各 支援チームが現場で

の ー 化や 、支援の方 などの情報共有を行っていた。各地域で ー や心の

ケアの ー があった場合は、日本 会災害 チーム（以 JMAT と ）などや、

様 な組織の心のケアチームが活 をしていた。また DHEAT の活 も保健 と連 して行

われていた。 

7 月 20 日には、被害の大きい 地域で 地域保健 調整本部を発足し、DHEAT や

保健 、日本災害 会災害 ー ネート ートチーム（以 、災害 ー

ネート ートチーム と ）などが参 し、保健 支援について情報共有や調整が行

われていた。 
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6-3 島  DMAT の情報 情報 の  

(07.10 ) 

 

 災 の情報  

上 でみたように、広島県 DMAT 調整本部は 課と の を受けている

の情報を共有していた。しかし、10 日の では応援自 体の ンが現地調 後

に、 の が危機的であると問題提 を行い、 県や 局に問い合わせを

行うなど 支援活 にかかわる情報把握が行われることとなった。研究員が広島県DMAT

調整本部に確 したとこ 、すでに 課ではこの を把握して対応が られて

おり、災害対策本部と詳細な情報が共有されていないように見受けられた。 

また、 の への については、通常の ンプ では が合わない場合

があるため、 意が必要である旨を、研究員から ンプ を調整している応援職員に対

して した。その 20 時 に、 各 の の の確 （ の ン、

必要な 、 と の 、透 者への対応、現在の対応方 など）を に

直 話連 で確 することとなり、研究員も 伝うこととなった。ある では、 の

用 を通常の 6 割まで し、それでも自衛隊や 局からの では不足するため、

職員が 通しで 所に行き を確保している であった。これは特 な例ではなく、

くの がそのような で対応していた。また、自力での や、 が 能な透 者

は、被災していない で透 を受け、その後 ってくるなどの調整がなされており地

域間での 間連 がされていた。このような情報のとりまとめを行い、県として自衛隊な

どが行う の 先 を示すこととなった。 

広島県 DMAT 調整本部が に の ン などを 集したとしても、彼ら

が直 に災害対策本部への情報提供を行う 組みが確立されていなかったため、現実的に

は連 している保健福祉部局が災害対策本部内で情報共有を行わなけれ 、被災 や入
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6-4 (09.11 ) 

 

  

 9 日 より、 総合保健福祉センター2 には、保健所長をトップとした東 東部 3

町 保健調整本部（以 、 3 町 調整本部 と ）が設置されつつあった。

3 町とは、 町、 平町、 かわ町である。また、そこには日 、心のケア の本

部も設置されていた。10 日からは、3 町 調整本部が本 的に し、9 月 11 日か

らは、DHEAT も わり、災害 ー ネート ートチームや日 、DHEAT の協 で

事務局 を行っていた（ 6-5）。 方からは、各町保健 や日 チーム、 チームな

どが調整会議で各避難所などの情報共有を行っていた。この時期には、北 全体の 機

関の EMIS 入力は 100 なされており、10 所の活 点も していた。また、心のケア

が必要な方の ー を保健 が み、必要であれ 日 の心のケアチームに 、またさら

に の関 が必要になれ DPAT へ 方針が当 より取られていた。ただし、 な

どに対しては、 から （DPAT）の 入が必要な場合もあるとも われていた。市

町の保健 や 内保健 の応援や、DHEAT、日 チームも く活 しており、災害 ー

ネート ートチームは DHEAT に活 を き 、これまでの災害対応よりは く撤

した。しかし、 が れた 3 町への支援の 点を 所に 合したことにより、町の保

健 の や各町の保健福祉課との連 への がなかったか懸念が る。 

 

6-5 3 町 (09.12 ) 
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6.3  

 

(1)  

① DMAT  

北 庁内に北 DMAT 調整本部が設置され、 内全域の の情報 集のために、

EMIS や 話の設置、DMAT 隊を直 遣するなどの対応を行っていた。 内全域での

であったため、 内に 10 所（ ー ク、 ・ 室、後 、 、 知、日 、 、

北、 、 ）の活 点本部が設置された。 により 機能が し、

者への が 難な場合は、自 発 や などが整っている への 配や実 を 6

日の時点から行っていた。人的支援として、DMAT ロジス ックチーム 遣調整や 県

への DMAT チームの 遣要 も同日に行い、 には した隊が 内で活 を開 してい

た。また、 の れのある はなかったものの、自 発 に 用する や 事の 、

などによる問題は、入 者の を大きく するため、 での 能

日数などを連日情報 集し、必要な支援を行っていた。 や については、自衛隊や保

健福祉部、各保健所と に連 を取りながら、支援がおこなわれていた。例を ると、あ

る での自 発 設 に対し、災害対策本部で対応を し、 防 や の

配などがなされていた。また避難所支援に関しても保健所と連 しながら情報 集を行っ

ていた。 

 災 の情報  

 研究員が 庁に した 9 日 方には、北 DMAT 調整本部から 調整本部に

行する時期となっていた。設置場所は、災害対策本部とは別の建 であった（ 6-4）。

DMAT 隊員に確 したとこ 、当 は災害対策本部に ンを置き連 を取りながら活

をしていたが、その後 ンは置かなくなった。また、 調整本部会議には、DMAT

隊だけでなく、日 DMAT や自衛隊、保健福祉部、 生 、DPAT、 期

ンも参 し、各 の報告を行い、 日の活 方針を決定し共有していた。人と防災 セン

ター（以 、 センター と ）としても、先遣隊の情報から対応が必要な避難所の情報

を ていたので、そのことを伝え、 日には対応されたことが確 できた。北 DMAT 調

整本部は、保健福祉部とも、活 当 より な関 を 築しており、自衛隊とも連 しな

がら、 や などの支援が必要な についての スト化がされていた。また、 庁の

により、今後 実施の 能 も 定できないため、 機関の有 ・ での

別や、特に自 発 の有 や に関わることについての情報 集と整理を行っていた。

庁での 調整本部会議が開 されなくなった では、これまで DMAT が行っていた

EMIS での情報の集 と発 は、その後も 時保健福祉部が担っていた。 
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者、 ン ア参 者への 対応を行う 3 所（ 市市役所 支所、ま 念

、総社市 地 災害 ン アセンター）で日 活 していた。 の災害時

から 的にみると、 や 、災害ストレス関連 や が くみら

れた。各 の が した場合は、共通の災害 に をし、 的に

は保健所が管理することになった。また当 より、 対策、DVT（ 部 ）対

策、 対策、心のケアがプロジェクトとして立ち上がり、避難者・支援者ともに健 被

害が ないよう予防に めていた。 

の の  

研究員は、活 後のチームから各 遣場所の情報 集を行い、 日の 遣チームや活 場

所を 定した（ 6-7）。また、各活 チームからの問い合わせ対応や、 確 なども担

当した。避難所の 事内 （ 当は 日 でおか は 分が く めている、それ以外は

ンや ップ ーメンが提供されていた）について情報を たため、DHEAT や県の管理

を交えて、 事提供 の確 と改善について話し合った。 えて、今後 DHEAT に本

部 を き ために、 や業務を整理した。 

 

6-6 KuraDRO の 支援 (07.21 ) 
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6-8 :KuraDRO の (07.21 ) 
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6.4 災 災 の  

 

災害 ー ネーターとは、災害時に、 府県または保健所が保健 活 の総合

調整を適切かつ に行えるように支援する者であり、被災地の ー の把握や保健

活 チームの 遣調整などを行うことを 的とし、 府県により されたもので

ある。7 月豪雨では、この災害 ー ネーターが活 する保健 本部などの

ートなどを実施する要員として、日本災害 会災害 ー ネート ートチー

ムが、県の要 により 会から 遣された。今回、 期から 期における時期の被災

者支援として、 研究員がこの活 に参 したので報告する。 

 

(1)   

①  

市 保健所内 KuraDRO（ 地域災害保健復興連 会議）内 

 

・ 市、総社市内の保健 事者をささえ、地 保健 事者につな  

・保健 支援関 機関や 体の情報集 と調整を行う 

 

7 月 20 から 24 日（組織的な活 の 日）まで 

 

保健所長、 市保健所長を本部長とし、事務局長は 県災害 ー ネー

ター、参 体は DMAT ロジス ックチーム、災害 ー ネート ートチーム、

DHEAT、 県や自県の JMAT、AMAT、日 、DPAT、県 会、県 会、災害支

援 ース、NGO チーム、その か くの ン アの 支援チームなどとなった（

6-6）。また 生 や 県 課も活 を共にした。当 は 市保健所内に

設置されていたが、20 日に 保健所へ となった。また、DHEAT チームが 12 日より

参 したことにより、 分 と保健分 の情報共有がさらに活発になった。 

市で活 する心 に関連する チームは、本部で毎朝 を行い、朝 の ー

ン で情報共有を行った。 方の会議の は、DHEAT や保健所長が行った。22 日 に、

保健所の で 県の支援チームの活 は することになり、災害 方 の 用も

し、通常の保健 への 行となった。23 日には、県 西部災害保健 活 調整本

部と を え、DHEAT が全ての本部 を担うことになった。 

 

当 、避難所は指定外避難所を め 42 所、4200 以上の避難者があったが、7 月 10 日

を ークに していた。7 月 23 日の で、避難所数 31 所、避難者数は 2400 人で

あった。研究員が活 した時期には、10 チームの が、 ー がある避難所（

所を ）4 所（ 田 、 、二 、 所）と、避難者や支援



101 
 

者、 ン ア参 者への 対応を行う 3 所（ 市市役所 支所、ま 念

、総社市 地 災害 ン アセンター）で日 活 していた。 の災害時

から 的にみると、 や 、災害ストレス関連 や が くみら

れた。各 の が した場合は、共通の災害 に をし、 的に

は保健所が管理することになった。また当 より、 対策、DVT（ 部 ）対

策、 対策、心のケアがプロジェクトとして立ち上がり、避難者・支援者ともに健 被

害が ないよう予防に めていた。 

の の  

研究員は、活 後のチームから各 遣場所の情報 集を行い、 日の 遣チームや活 場

所を 定した（ 6-7）。また、各活 チームからの問い合わせ対応や、 確 なども担

当した。避難所の 事内 （ 当は 日 でおか は 分が く めている、それ以外は

ンや ップ ーメンが提供されていた）について情報を たため、DHEAT や県の管理

を交えて、 事提供 の確 と改善について話し合った。 えて、今後 DHEAT に本

部 を き ために、 や業務を整理した。 

 

6-6 KuraDRO の 支援 (07.21 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-7 :支援 (07.21 ) 

6-8 :KuraDRO の (07.21 ) 

100 
 

6.4 災 災 の  

 

災害 ー ネーターとは、災害時に、 府県または保健所が保健 活 の総合

調整を適切かつ に行えるように支援する者であり、被災地の ー の把握や保健

活 チームの 遣調整などを行うことを 的とし、 府県により されたもので

ある。7 月豪雨では、この災害 ー ネーターが活 する保健 本部などの

ートなどを実施する要員として、日本災害 会災害 ー ネート ートチー

ムが、県の要 により 会から 遣された。今回、 期から 期における時期の被災

者支援として、 研究員がこの活 に参 したので報告する。 

 

(1)   

①  

市 保健所内 KuraDRO（ 地域災害保健復興連 会議）内 

 

・ 市、総社市内の保健 事者をささえ、地 保健 事者につな  

・保健 支援関 機関や 体の情報集 と調整を行う 

 

7 月 20 から 24 日（組織的な活 の 日）まで 

 

保健所長、 市保健所長を本部長とし、事務局長は 県災害 ー ネー

ター、参 体は DMAT ロジス ックチーム、災害 ー ネート ートチーム、

DHEAT、 県や自県の JMAT、AMAT、日 、DPAT、県 会、県 会、災害支

援 ース、NGO チーム、その か くの ン アの 支援チームなどとなった（

6-6）。また 生 や 県 課も活 を共にした。当 は 市保健所内に

設置されていたが、20 日に 保健所へ となった。また、DHEAT チームが 12 日より

参 したことにより、 分 と保健分 の情報共有がさらに活発になった。 

市で活 する心 に関連する チームは、本部で毎朝 を行い、朝 の ー

ン で情報共有を行った。 方の会議の は、DHEAT や保健所長が行った。22 日 に、

保健所の で 県の支援チームの活 は することになり、災害 方 の 用も

し、通常の保健 への 行となった。23 日には、県 西部災害保健 活 調整本

部と を え、DHEAT が全ての本部 を担うことになった。 

 

当 、避難所は指定外避難所を め 42 所、4200 以上の避難者があったが、7 月 10 日

を ークに していた。7 月 23 日の で、避難所数 31 所、避難者数は 2400 人で

あった。研究員が活 した時期には、10 チームの が、 ー がある避難所（

所を ）4 所（ 田 、 、二 、 所）と、避難者や支援



103 
 

の の  

 に、 市保健福祉課の職員や DHEAT 保健 、応援保健 との連 を める活 を

行った。 市保健福祉課担当者から 支援活 者の現行の報告用 では、被災者の様子が

見えない、どんな支援をしているかもわからない との情報があったため、支援活 内 や

対 者がわかるような報告用 を、 市保健福祉課担当者の意見を取り入れながら作成

した。その にも、支援 体からの情報が取 できるよう、情報の伝 を整理した。 

また、 市保健福祉課担当者と DHEAT 保健 と話し合い、浸 地域を 点とした 別

訪問調 （ロー ー作 ）にも協力をした。これまでも地 保健 や応援保健 で調整を

めていたが、 が されていなかった。センターからは、 県の調 様 も参考として

提供したが、今回は 市保健福祉課の意向で、 市で 用されているものに された。

DHEAT だけではマン ワー不足であったため、 別訪問調 用 の入力を支援した。 

また、同組織内であっても、 の保健福祉部 （ 者や 保健など）は に対 の

別訪問を ませている がわかった。そのため、DHEAT 保健 の かけにより各担当

者が集まり、各 の ー スを受けている被災者の 別訪問情報共有を行う会議の開 支

援を行った。 
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(2) 島  

①  

広島県 市 ン ープ 3F 保健 室 

広島県 調整本部 分室 

 

・ 期以降の 体 の 持と、地域 体 の復 に向けた調整 

・保健 の活 を支援する DHEAT との協 した活 と、DHEAT への役割の  

 

7 月 25 から 28 日（組織的な活 の 日）まで 

 

 広島県 調整本部の分室として設置された 分室において、災害 ー

ネート ートチームの 3 次隊として活 した。毎 に 関 者調整会議（通 TACO

会議）が開 され、地域の現 の課題や支援方 が話し合われた（ 6-9）。 市保健福

祉課参事を 心に 行され、参 者は保健所、 表者、 会、 市保健 、3 県

保健 会（応援保健 ）、DHEAT、災害 ー ネーター等であった。 

 

 発災から 2 週間以上 し、 市内 心部は平常の に回復しつつあった。しかし、

田 の による浸 被害の大きかった本 地 では 2000 が浸 した で、

だに 7 所の避難所に 90 後の住民が避難生活を っており、 田 いには 数の

孤立集 も発生していた。また地域の 2 次 が浸 被害で を 止しており、入 者

が 80 いる であった。本 地 の 所・避難所のアセスメント、 情報が集

される体 の 築、被災 からの全入 者の に向けての支援、市担当者や市 会

担当者の ートを行うとともに、 所における 管理体 の 築、保健 活 の連

と情報の集 、 者 ータ 作成、 関 有資 者 ン アの受 や彼ら

への情報共有などの対応、現地 関 者調整会議の およ 、各 課題に関しての

などを行った。 

  
6-9 島  (07.26 ) 
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・提  

 

 大 府北部地震、7 月豪雨、北 東部地震と、連 して発生した 3 災害を通して対

応にあたったことで、人と防災 センターの研究員間はもとより、た た 会う ・自

体・ 機関の職員などの間でも、いくつかの共通した問題意 が 成されることになっ

た。その場の に応 て各アクターは適切な対応を しながら く。その 1 つの 果

が、7 月豪雨における愛媛県や、北 東部地震における北 において適切に機能し

たとみなし る、 災害の全体 の見 りを防 災害対応 ンス（災害対応を実施す

る様 なアクターを、被災者の のために けるメ ム）であると考えられる。

特に北 東部地震において 全 自 体支援自 体情報交換会議 という公 的な会

議体として ス マ ックに機能したことは注 に する。 

 これを まえ、以 では、災害対応を実施する様 なアクターを、被災者の のために

けるという 点から、災害対応をより 向上させるための提 を行いたい。 

 

の 災 の の

の情報 の  

 

北 東部地震において機能した 全 自 体支援自 体情報交換会議 のように、

災害の全体 の見 りを防 ための 保 のような きをする 知を活用 能な情報交

換の場を事 から しておく必要がある。 

災害対応を実施するための 知は な資 である。災害対応の実施 体である自

体職員の に 知を保有する人 がいたとすれ 、参謀役として本部にとどめることで

その 知を活用することとなり、その人 を ンや情報取 者として様 な現場（

府県にとっては市町村）に すことはためらわれるであ う。しかし、現場がうまくま

わっているかを理 するには 知が必要であるという、自組織内の な資 をめ る

トレード が発生する。 

そのため、応援自 体職員（特に災害マネジメント総 支援員有資 者）や 機関など

の 知を活用し、 な資 である 知を やす方策が必要となる。本部における参謀

役としての 知を やす方策は、熊本地震において指定 市市長会の調整のもと仙台市

が熊本市に対してマネジメント支援を行った事例が 在し、今 度の連 災害においても

愛媛県西予市に対する熊本市の支援は同様のものであった。 

今 度の連 災害の対応において たに生 た取り組みとして、 知をもつ応援自

体職員や 機関が ンとして様 な現場の を み、会議体で現場の 、見通し、

課題といった情報を共有した。 果として、災害対応を実施する組織が、 的ではあるが

確な情報取 に時間がかかる ルートからの情報のみを 用する（ ー ーに り回
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6.5  

 

 ・ 大震災から 23 が した。いくつかの災害支援を て、ようやく 部

と保健部 が被災住民に いとこ で協 して活 するようになってきた。さらには、

期から保健福祉部局や保健所をトップとした組織体 が 築されつつある。しかし、 だ

数の支援チーム（有資 者）が活 することでの被災地の や、避難所や在宅避難者への

度 なる訪問により住民に 担が生 るなどの課題は る。保健・ の現地での実 的な

活 のみなら 、住民 人 人の個別情報（保健 による 別訪問情報や、 者による情

報）の共有や連 がなされなけれ 、住民の健 被害を防 、個人に必要な支援に今後つな

ることは難しい。震災関連死を防 意 でも、被災地に住 住民の健 が守られるように

するためには、健 被害を防 ことを とし、 い で平時における保健・福祉が連

した 組みに 、必要な支援が受けられるように調整することが 要である。 市での

課を した 別訪問調 や、 庁での保健福祉部局と チームとの連 のような対応

が今後も されるためには、平時からの関 作りが必要である。そのため、支援者には、

被災自 体の災害対応マ アルなどから連 体 と情報ルートを理 したうえで、行政

組織間での な情報交換ができる体 くりが められる。 

 本 時点では、避難所や仮設住宅での生活など、これまでとは生活環境が しく

化した で生活される方が くおられる。そのような環境の で、自 の心 の健 を守

ることができることを、切に い本 を めくくりたい。 
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・提  
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6.5  
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される）のではなく、 知をもつ人 から共有される情報をもとに、災害の全体 を ん

でいくことにつながったと考えらえる。その際に、会議体は災害 期において 常的・

度で開 され、総務 や全 知事会、 ロックの幹事県といった組織が取りまとめ調整役や

ーター役を担っていた。 

様 な組織の先遣隊が 遣されるような の災害においては、現に災害対応を行う自

体における災害対応の方向 を定めるための 定の決 をもつ人 、およ 、先遣隊と

して けつけた の自 体の災害対応の 知を持つ人 、 機関の人 などが集まっ

た会議体を、発災 期は 1 日 2 回などの 度で開 することを事 すべきである。

その際、 知を持つ人 たちは現場を するなど 自に災害の 把握に め、会議体

において、被害の様相、災害対応のマネジメントの 、今後想定される課題などの災害の

全体 について情報交換を行う。会議体を 度で開 することによって 知の りを

平 化する効果も期 できる。 

また 知を持つ組織や人 が なのかを事 に同定したり、その を したりし

ておかなけれ 、発災後の会議体の 成メン ー 定に が生 る 能 がある。 案と

して、総務 、応援自 体（特に災害マネジメント総 支援員有資 者）、全 知事会や指

定 市市長会といった自 体間連合、防災 研究所や人と防災 センターといっ

た 機関、JVOAD といった災害時の NPO 調整機関などが考えられる。 

なお、北 庁においては受援 が 全 自 体支援自 体情報交換会議 のベースと

なったが、その 的である応援受援の調整の において、北 の危機対策局長も参 す

る会議となり災害の全体 の見 りを防 機能が発 された。災害の全体 の見 りを防

という機能は受援 が想定している機能とは別のものと考えて事 に する うがよ

い。 

なお、この提 の 提として、 災害 期において個別的・ 的・間 的な情報の取 の

難さを理 し、 知を活用した 合的・質的・直 的な情報取 を するマネジメン

トを行うこと、およ 、 府県にとっては被災者と市町村が すべき 害関 者であ

ることを する必要がある。 
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 支援の  

 

7.1 支援の  

 

(1) 支援の  

現地支援は人と防災 センター（以 、 センター と ）が る 6 つの ッ

ンの 1 つとして 置 けられている。同時に、被災地への を 指して行う現地支援活

が、支援者たるセンターの研究員（本 において、センターの職員全 を ）の や

きを通して、実 的な研究を開 していくうえでも 要な機会となっている。 えて、セ

ンターを知る自 体職員の間では、現地支援活 は い を受けることが い。このこと

は、大 災害に際してセンターが被災自 体に り った支援活 を行うことが、セン

ターに対する自 体の の大きな となっていることを示 している。 

 すなわち、センターにとっての現地支援には次の 3 点の意 を見いだすことができる。 

 被災地の災害対応上の の を通 た被害 と復 ・復興への  

 研究員にとっての と きの機会 

 人と防災 センターに対する の向上 

 

(2) 支援の  

 

7-1 支援の  

 

大 災害時に、災害対応の実 的・体 的な知 を有する人 を災害対策本

部等に 遣し、災害対応を する者に適切な情報提供や を行い、被災地の

被害 と復 ・復興に する 

 支援対 の災害対応の改善 

 

 

現地支援は自 的な のもとで自 的に行う。 

 

支援対 の持つ力を き し、 に災害対応が行われるよう 力する。 

 

センターの現地支援の 本的な考え方・方 を表 7-1 に示す。センターが現地支援を行う

必要があるような の災害で被災した自 体などの支援対 は 大な すべきこと に

われており、外部からの情報や を適切に受 できない に置かれていることが い。

このような に置かれている支援対 に対し、センターの現地支援は、支援対 の災害対

応の改善を ることを としている。本報告 の 部で取り上 ているような個 の

支援活 における 本方針はこの に って決定される。 

この を 成するために 自 と ン ワメント という 2 つの行 を
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の  

 

人と防災 センターでは、 ている 6 つの ッ ンの 1 つとして 災害対応の現

地調 ・支援 を ている。現地支援は 大 災害時に、災害対応の実 的・体 的な

知 を有する人 を災害対策本部等に 遣し、災害対応を総 する者に適切な情報提供や

を行い、被災地の被害 と復 ・復興に する ことを 指している。 

部では、本報告 の対 となった 3 つの災害における現地支援や常総市 害や熊本地

震といった 去の災害における現地支援を まえて、人と防災 センターによる現地支

援のあり方や、 体的な ールについて る。 

 

災 の 6 の  
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7.2 支援の  

 

(1) 支援の  

 

7-2 支援の  
 

支
援
領
域 

 
支援対 が組織として適切に災害対応を行う 組みにかかわる支

援 域。 

 支援対 と支援対 以外の 体との連 にかかわる支援 域。 

 
支援対 の のセク ン・プロジェクトチームが対応するよ

うな課題にかかわる支援 域。 

支
援
手
法 

被災情報の

・ ・提供 

支援対 自 によって現 や課題が に把握 能な 今の 災

害情報の整理と や資料を通 た提供。 

・ ・

の提供 

個別課題の改善・ に資するような 去の 災害対応にかか

わる情報の提供。 

の ・

 

的な 能、知見を有している 体・個人と 的に連 し、

被災自 体へ 。 

 

表 7-2 では、現地支援の 域と に示す。 成のための支援 域は、全庁的対応 、

機関連 、 個別課題対応 という 3 つに分 できる。 全庁的対応 は、 に災害の

全体 の把握、災害対策本部体 や本部会議といった災害対応の 機 の改善、 や対

応方針の組織内共有といった、支援対 が組織として適切に災害対応を行う 組みにかか

わる支援 域である。 機関連 は、災害対応を改善するために必要な支援対 と支援

対 以外の 体（ 、自 体、NPO/NGO、 機関など）との連 にかかわる支援 域で

ある。 個別課題対応 は、避難所 、 災 明 の発行、被災者生活再建支援といった

支援対 の のセク ンやプロジェクトチームが対応するような課題にかかわる支援

域である。 

各支援 域で実施する支援 は、 被災情報の集 ・分 ・提供 、 事例・対応方 ・

の提供 、 体等の ・ の 3 つに大別される。 被災情報の集 ・分 ・

提供 は、被災地にかかわる 合的な情報、今後の課題の にかかわる見立て、 体の

対応 といった、支援対 自 によって現 や課題が に把握しうる 今の 災害情報

の整理と、 や資料を通 たその情報の提供である。事例・対応方 ・ の提供

は、成 事例、 事例、 的な対応方 、対応上の といった、個別課題の改善・

に資するような 去の 災害対応にかかわる情報の提供である。 体等の ・

は、 去に災害対応を行った自 体やその職員、被災社会の課題 を直 的に把握し

ている民間セクターなど、 的な 能、 を有している 体・個人と連 し、被災
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している。現地支援を行う際、センターには内閣府と相 に連 ・情報交換を行うしくみは

あるものの、センターによる現地支援に 体的な 的・ 度的 けがあるわけではない。

センターの現地支援はあくまで自 的な のもとで、自 的に行われる活 であり、 自

はセンターの行 の とつとなっている。自 は、センターによる現地支援に

度な を え、被災地の に適応した支援を 能にする 、被災地域の自 体や

関 機関などとの間に確たる関 がなく、不 定な立ち 置におかれる 能 が常に

在していることを意 している。 

 自 に く 度な を活かしつつ、被災自 体や関 機関などとの関 を

なものとするため、現地支援の には、被災自 体や関 機関などに対する ン ワメ

ント というもう とつの行 があり、 体的な支援は全てこの 点から ・実施さ

れる必要がある。災害対応における ン ワメントとは、支援対 の持つ力を き し、

に災害対応が行われるよう 力していくことであり、 体的には、支援対 が外部からの

情報や を有効に受けられる体 を 築し、必要な情報や知見を提供していくことを意

している。 

これらの現地支援を行うにあたり、研究員 人 とりが心がけなけれ ならないことと

して、センターの現地支援がもつ 2 つの役割に合 しているかを常に 意することが

られる。1 つは ッ ン・ ・行 に らしてセンターが果たすべき役割であり、

もう 1つは被災自 体から められる役割である。被災自 体は、その 務の 内におい

て、自らが対応方針の意 決定を行うとともに、その実施をつかさどる役割を持つ。これに

対して、センターの役割は き ート ーとして被災自 体に り うことであり、当 に

被災自 体の わりを果たすことはできない。また、被災自 体を指導する立場にもない。

センターが行う現地支援は、被災自 体の自 を理 ・ した上で、被災自 体の立場

に立ち、被災自 体（ 的には被災者）のために行われなけれ なら 、研究員自らが

いたいこと、やりたいことを 方的に える であってはならない。 

そのためには、たとえ被災自 体において 分な災害対応が行われていない であっ

たとしても、その対応をいた らに 定するなどの被災自 体の を なうような

を取ることは適切ではなく、そのような に った にも を向けながら、より な

対応へ方針 換が られるための提案として必要な などを行う必要がある。 えて、そ

の などは意 決定の 料として被災自 体から有効 が められるものとなるよう、

能な り適時、適切に 体的内 が うものとするよう心がける必要がある（ べき を

う先生 ではなく、 適切な を行う 者 となることが められる）。 方、これら

の などが被災自 体の意 決定に直 しか ないことにも 分 意し、 な

を保つことが められる。これらの点に常に 意しながら、 ート ーとしての な関

を確保しつつ、被災自 体とともに被災者のために 善となる方策を考えていけるよ

う 力していく が必要となる。  
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果として災害対応に関する組織知が っていないことも い。 

とた 大きな災害が発生すると、災害対応にあたる被災自 体は 大な情報 理に直

することになる。自 体には、被災した住民からの問い合わせや要望、様 なルートを通

た被災情報の通報や伝 、関 機関からの連 や問い合わせあるいは報 機関からの取

などが し、これらの対応に大きな 力を割かれることになる。こうした は発災直

後だけでなく、数日以上にわたって き、 果的に、被災自 体が発災後からの災害の

や被害 あるいは対応 などを 的・体 的に整理・把握することは めて 難にな

る。 

全庁的対応 にかかわる支援において 要なことは、上 したような に ってしま

いか ない被災自 体などの支援対 が どんな災害なのか、今後 が課題となるのか と

いった災害の全体 を適切に把握できる をできるだけ く整え、適切な方針や体 が

取られるよう すことにある。そのために、 被災情報の集 ・分 ・提供 や 事例・対

応方 ・ の提供 といった を用いて支援を実施することになる。 

被災情報の集 ・分 ・提供 の 体例として 表的なものが、災害の全体 の把握に

資する情報の提供である。7 月豪雨における愛媛県や北 東部地震における北 の

職員に対して行った被災市町村の被害 や災害対応にかかわる 合的・質的な情報提供

などがこれにあたる。また、被災地域が広域にわたり、 数の自 体が被災しているような

では、各自 体は の自 体がどのような対応を行なっているのかを把握できないこ

とが く、この点に不 を ながら対応に 事する自 体職員も なくない。7 月豪雨や

北 東部地震での支援活 で行なったような、特定 に関する各自 体の対応

の 表などは支援対 が災害の全体 をつか 上でも 要な意 を持つ。 

事例・対応方 ・ の提供 の 体例として 表的なものが、本部員会議などの

支援や組織体 についての である。被災情報の集 ・分 ・提供が適切に行われた

としても、それだけで全庁的な対応が 能になるわけではない。たとえ 、本報告 で取り

った災害でも、首長自らが会議の 会役に 念することになってしまい、意 決定がうま

くできなかった事例や、会議の が取られておら 、 果的に全庁で決定事 や議 の

が組織内で共有されにくくなっている事例が 見された。また、全庁的な体 を組 にあ

たり、 の部局をまたいだプロジェクトチームや復興部局の設置などが必要になる場合

もある。このような全庁的に組織 を行う上での様 な課題に応えていくことも 要で

あり、その際には、 去の災害対応を まえた事例や の提供が必要になる。こうし

た支援としては、被災 に みて、必要となる組織上の機能の提示や、 の を

まえて すべき議題・ 点の提示などといった支援から、日 の災害対策本部 に関

する 的な や協力まで幅広い内 が まれる。 

なお、 全庁的対応 にかかわる支援 として 体等の ・ は には実施

していないが、総務 の災害マネジメント総 支援員 度は同様の 旨であることを け

えておく。 
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自 体へ することである。 

なお、 事例・対応方 ・ の提供 や 体等の ・ に関して、研究員

人 とりが災害対応にかかわるあら る事 について被災自 体に 的な ができ

るレベルの知 を持つことは めて難しいうえ、仮に研究員に 分な がある分

であったとしても、より適切な人 や 体が保有する情報を提供したり、その人 や 体が

直 に支援を行ったりした方が効果的な場合がある。そのため、センターとして保有する知

の か、研究員各自の持つ人的なネットワークや、 ーチ ェロー（以 RF と

）や 去に研 を受 した行政職員などを 心としたセンターが組織的に 持している

ネットワークなどを活用し、提供する情報の 度や する 体人 の適合 を める

力をする必要がある。 

 

(2) 各支援 支援 の  

現地支援は、 全庁的対応 、 機関連 、 個別課題対応 という各支援 域におい

て、 被災情報の集 ・分 ・提供 、 事例・対応方 ・ の提供 、 体等の

・ という支援 を組み合わせて実施している（表 7-3）。以 、それ れの支援

域における支援 の 体例を す。 
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①  

日本は 的に見て災害が 発している と考えられるが、個 の自 体、特に 自

体である市 町村に すると、長期間にわたって災害対策本部体 を 持して全庁的な

対応を しなけれ ならないような大 災害を した自 体は必 しも くはない。

また、仮に 去に大 な災害対応を した自 体であっても、職員の などが んだ



115 
 

た 個別課題対応 にかかわる支援は、 全庁的対応 や 機関連 に べ、 期的か

つ直 に被災者の 生に することが く、決して ん ることはできない。 

被災情報の集 ・分 ・提供 の 体例として 表的なものが、被災者の やその

予 、被災地で今後生 る 能 がある課題など、現地の 体的 や課題の提示である。

大 府北部地震や北 東部地震では、被災自 体への提供資料として、避難所数・避

難者数を整理し、日ごとの を作成したものを提供した（ 部資料 13、33 参 ）。 

事例・対応方 ・ の提供 の 体例として 表的なものが、 去の成 事例、

事例、対応方 や にかかわる情報の提供といった、課題についての事例・対応

方 ・ の提供である。要望に合わせた資料の作成や提供を行っており、例え 、北

東部地震では公 体に関わる問い合わせに対して、 去の被災自 体の事例の

や、公 体 と被災生者生活再建支援 の関 について説明を行った。また、資料

として 住宅の再建およ 応 理に関する公的資 の 入 についての資料を作成し提供

した（ 部 北 東部地震 参考資料 参 ）。 

体等の ・ の 体例として 表的なものが、災害対応について 的な

や対応 を有する 体・個人の や である。北 東部地震において、

町からの めに対して行った避難所 の 知 をもつ NPO/NGO を し、適切な

が られるよう調整した例がこれに当たる。その 、 災 明 の交 や借上型仮設住

宅の提供、災害 の事務 理などの個別の課題について、 の災害で を有し

ている自 体の職員を し、適切な が られるように調整を ったこともこの例に

まれる。 
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で災害対応といっても、これに まれる活 や施策は にわたっている。 えて、

特定の課題や活 分 においても、その内 は様 な で 分化していることも なく

ない。そのため、大 災害において被災自 体のみで効果的な災害対応を行うことは 難

である。 

例え 、ごくたまにしか長期的な避難所対応を行わない自 体よりも、 に避難所対応

を実施する NPO/NGO や日本 社の うが、避難所 にかかわる適切な知 や

を保持しているであ う。 資配 における 通 業も同様のことが える。また、

仮設住宅を建設する際に、 害者 体の意見を 様に させるといった合理的配 の提

供は、2013 に成立した 害を理 とする 別の の に関する （ 害者 別

） の に らせ 当 のことと考えなけれ ならない。このような の で支

援対 が効果的な災害対応を行うには、実施 での人的応援・受援という考え方を えて、

様 な対応の立案・実施 からの 機関連 が必 になってきている。 

被災情報の集 ・分 ・提供 の 体例として 表的なものが、どのような NPO/NGO、

業、 機関が災害対応に参入しているのかといった、被災地で活 している機関やその

対応 を把握し、整理された情報として被災自 体に提供することである。7 月豪雨にお

ける 平成 30 7 月豪雨災害支援 しまネットワーク会議 への参 や、この会議で

られた情報を広島県などへ提供したことなどがこれにあたる。 

事例・対応方 ・ の提供 の 体例として 表的なものが、NPO/NGO や民間

業などと連 した対策の提示である。 去の対応事例などを示しながら、被災自 体

だけで行うよりも効 的かつ適切な対応が られる 能 が い を提案するものであ

る。大 府北部地震における要配 者の 確 などを行うロー ー調 などがこれにあ

たる。また、北 東部地震における 全 自 体支援自 体情報交換会議 を見 う

べき事例として被災自 体へ することもこの 体例に まれるであ う。 

体等の ・ の 体例として 表的なものが、全 災害 ン ア支援 体

ネットワーク（以 、 JVOAD と ） や地域の 間支援 体などの NPO/NGO の調整

機関を被災自 体に するといった、支援対 にとって連 が有 と われる 体の

や連 調整である。大 府北部地震、7 月豪雨、北 東部地震における JVOAD と

被災自 体との人的ネットワークをつな 支援などがこれにあたる。 

  

全庁的対応 や 機関連 の支援 域で支援がうまくいったとしても、支援対 に

とって めてとなる個別 ーマにかかわる課題が生 ることが にある。また、そのよう

な課題が 去の災害で生 たことがあるのか、生 たとすれ どのように対応し、その対応

がどのような 果を生んだのかといった情報は、支援対 が適切な対応策を立案するうえ

で 要である。そのため、支援対 が効果的に災害対応を行ううえで、 個別課題対応 に

かかわる支援が必要になる。なお、避難所 、仮設住宅の供 、被災者生活再建支援といっ
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7.3 支援の  

 

現地支援の れを 7-1 に示す。センターによる現地支援を実施するかどうか、実施する

際の支援対 や方針などは、センター内での協議などを て自 的に決定される。この決定

のための 期の活 は先遣隊の 遣、センター内での調 、人的ネットワークなどを通

て情報 集を行う 現地調 である。 

先遣隊 遣の な 的は被災地域およ 被災自 体の 把握と現地での支援 ー の

把握にある。先遣隊においては、これらの 的のため、自 の 全が確保できる におい

て被災地域内を 回するなどして直 地域の情報を 集すること、被災自 体の対応

を確 することが められる。特に被災自 体の対応 の確 については、災害対策本部

の設置 、地域防災 で定められている体 や対応と現実の対応 との の度合

い、組織的な対応の （ 的に機能している部署の把握など）が 体的に確 すべき

ントとなる。こうした先遣隊の活 と 行して、防災関 機関や被災自 体の広報やマス

メ アなどの情報を活用したセンター内での調 や、研究員各自の人的ネットワークお

よ センター自 の組織的ネットワークなどを通 た情報 集も 要である。現地支援を

実施するかどうかは、現地調 を通 て られた 的な情報を分 した上で決定すべき

である。 

現地支援を実施することを決定した場合には、現地調 を通 て特に支援が必要だと考

えられる被災自 体などを当 の たる対 とし、当 の方針を立てたうえで、 したよ

うに、支援対 の災害対応の改善を に、自 と ン ワメントを行 として支援

を行う。 

現地支援実施 は、研究員で適時の ー ン を開 し、センターとしての共有 の

保持や支援対 ・方針の を して実施する必要がある。また、発災からの時間 や

を常に意 しておくことが必要である。センターは 去の災害対応 に らすこと

ができるので、被災自 体より的確かつ長期的な 見通しをもつことが 能な場合がま

まある。それ えに、支援や が被災自 体の対応 に対して先回りしす ることも考

えられる。例え 、今が発災 日 かを考え、そのタ ン での被災自 体の対応・体

としてどの 度が適切なのかを考えて することが められる。同様に、被災地域で生

た様 な課題は日 が 化することも なくないため、個別の課題に き られ

ない 点を保持することも自 しておく必要がある。 

災害対応の改善が み、現地での 的な支援の ー が してきたら、支援対 から

の相談や問い合わせをセンターの所在する において 的に受け け、対応できるよ

うな関 を 築することで現地支援は することになる。 
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7.5 支援の  

 

本 で した現地支援の 本的な考え方や方 、 れの か、現地支援において研究員

が個人的に 意すべき心がけとしては、 個人の危機管理 、 関 の 築 、 組織の

員である自 の保持 、 後方体 の活用 、 自 での り り 、 共有 持や活

のための などが られる。以 、それ れについて べる。 

 

(1) の  

現地支援活 においては、二次災害にあうことがないように、常に個人の危機管理意 を

く持ち行 することが も 要である。現地の を 意し 大 の注意を い、 全確

保を 先とした ・行 を行わなけれ ならない。例え支援活 の 的が となった

としても、心 の 全確保に危機が る時には、活 の や 避、撤 の決 が必 であ

ることを自 しておく必要がある。 体的な 意点の例を以 に示す。 

・ 震、降雨などの二次災害の危 に関する情報を 時確 しておく 

・ 危 な箇所への立ち入りや、 間の 外活 は として行わない 

・ 建築 内や の れのある建築 での危 回避には特に 意する 

・ な健 が保たれるよう自 管理を行う（ 、 、メンタル など） 

・ 遣先の を まえ、適切な 全 など（防災 、 全 、 ルメット、マ

スクなど）を 用する 

・ として 行 は行わ 、 数人で活 する 

 

(2) 被災 の の  

被災自 体には くの 体が訪問するが、特に では受け入れ体 が整っていな

い場合がある。 えて、被災自 体とセンターとの間で平時からの な関 が 築さ

れていない場合、 用に足る 体として されていない場合がままあることを自 して

おく必要がある。このため、相 との関 に応 、 な現地支援を行う として

被災自 体の不 を し、 を ることが 要である。 体的な 意点の例を以

に示す。 

に  

・ 被災自 体の 本情報（地域防災 上の体 等、事務分 、合 の有 など）を

確 しておく 

・ 被災自 体と当センターの関 （研 受 、人的ネットワークの など）を確

しておく 

後  

・ 防災担当部局の 者など、できる り い で をしておく。 

・ センターの 要、 去の実 、調 的の研究者ではなく 支援者 である旨を説
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7.4 支援 の  

 

発災から 定の時間が し、被災自 体の災害対応が 定的に されるようになる

ことと、その自 体が災害対応上の課題を ら えていないこととは ールではない。

で べたように、センターの現地支援は ン ワメントを行 としている。この ン

ワメントという行 には、災害対応上の課題が 在していたとしても、支援対 がそ

れらの課題に 定的かつ適切に取り組 体 が 築できているのであれ 、現地における

支援活 に する必要はないことが 意されている。つまり、どのような被災自 体でも

課題は常にあるのであって、 要な点は、被災自 体が適切に課題 決できるような組織体

・組織間連 体 が 築され、被災者の置かれた が適切に改善されていくような災害

対応 ンスが 築されているかどうかである。 

仮にそのような災害対応 ンスが 築されているとみなせるのであれ 、現地にお

ける活 の を決定する。ここで 要なのは、センターの現地支援における 現地におけ

る活 の とは センターの所在する からの 的な支援 の 築 であって、

支援そのものの を意 するわけではないということである。 

現地での支援活 において ンター ートとなった人 や部署と相 に連 がとれる

関 を確 した上で、メールや 話などを通 た 的な支援 を 築することがで

きれ 、これによってセンターの現地支援の つの 切りとすることができる。 
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7.5 支援の  
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(6) の の  

被災自 体は日 ごとに様 な課題に直 しており、現地で支援活 に 事する研究員

らも時にはそうした対応を支援する で被災自 体に することになる。この時、し し

発生することとして、後方支援活 とのタ ン の レや相 の意 通の 化が

ある。これらを 置することは 果としてセンター全体による組織的な支援の になり、

支援対 との 関 を したり、有効な支援が行えなくなったりすることにつながり

か いない。そうした事 を予防し、組織としての共有 を常に 持し けるために、現

地支援にかかわる様 な を意 的に していく必要がある。同時に、これらの はセ

ンターの活 のための 料となる。 

以 に、現地支援に関わる の 例を する。 

・ 日 の活  

・ 活 に関わる  

・ 支援対 の時期ごとの組織体 や 務環境（災害対策本部のレ ア トや体 ） 

・ 務時間の 定や各 の  

・ 報告 の作成に向けた事実関 の整理 

 

また、 や ア ン などは、被災自 体や被災者の を た上で し、取り い

には 分な注意が必要である。取り いを間 えてしまうと、 関 が れてしまい、今

後の現地支援業務もできなくなる 能 がある。センターや RFを 内部での情報共有方

に関しては、 さやその時 の取り決めが必要である。 

 

(7) の  

センターによる現地支援は 的・ 度的な を持たない自 的な活 であるが、その本

質は、 として被災自 体を支援することによって、被災者がよりよい環境に置かれ、 日

も い生活再建を成し ることを 指すものに ならない。 

これらの 幹は、 災害 援における 際 ・ 月 およ 政府組織（NGOs）

のための行 （ 際 ・ 月社連 なら に 際委員会）、 人 支援の

質と説明 に関する必 （HAP ンター ル、 ープル・ ン・ ド、ス

アプロジェクト）などの人 支援を る行 などとも通 した内 になってい

る点に 意する必要がある。 
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明する 

・ 災害対策本部長に する参謀を確 し、参謀役もしくはその側 に 知してもら

う 

・ 定期的に相 先を訪問し、 や課題点、不 な点を ア ン する 

・ 去の被災自 体の や、センターが行った支援の事例を し、 体的な課題

を示すとともに、 ではない 決 を提案する 

・ 調 や ア ン を実施した場合は、なるべく い で相 に ード ックす

る 

・ 特に自 体の 務室は、住民の個人情報など、自 体職員に守 務が課せられた

情報が に に れる にある場合があり、部外者が入室することに が

あることを理 しておく 

 

(3) の の  

うまでもなく、現地支援はセンターが組織として行う業務である。現地 遣されてい

る研究員の適切さを く る いが、 果としてセンターの立場を害する 能 があるこ

とを念 におく必要がある。研究員はセンターという組織の 員であることを自 して発

や活 を行うとともに、組織の力が 大 に発 できよう めることが必要である。 

 

(4) の  

本報告 で取り った 3 災害でも見られたように、被災 が 数の自 体にまたがる

ような場合、個 の被災自 体は の被災自 体の や対応が把握できないことが

く、し し 被災自 体職員の不 となっている。センターの現地支援活 においても、

支援対 が決まり、 体的に現地での活 が 行すると、し し の被災自 体の対応

などの把握が れることがある。そのため、以 の 点を持ちつつ、情報の 集・整理を

行う。 

・ 数にわたる被災自 体の  

・ 災害対応の け れを防止 

・ 支援対 の対応 を 的に把握 

・ 災害対応全 の方向 やス ード を把握 

・ 的な 点の確保 

 

(5) の  

被災地域の は、特に 期においては日 と 化していく。 ー ン などで

センター自体の共有 の 持や方針などを確 していくことにとどまら 、研究員自

も自分たちの行 の適 、自 の支援 あるいは組織としての支援 を、定期的かつ

的に みる機会を作る必要がある。 
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①  

 a ・ の 8-1  

府県の公表情報をもとに、被災自 体別に避難所の開設数と避難者数の を整理し

た資料である。 れ により直 的に 向が み取れるように配 している。 

北 東部地震では、 の 全 自 体支援自 体情報交換会議 へ した応援

自 体などへも当 資料を提供し、応援 体間で の を ることを みた。 

 b ・ の 8-2  

被災自 体の公表情報等をもとに、被災自 体別に避難所の配置や避難者数の分

について地 上に表現し、 間情報として整理した資料である。避難者数についてはその

を の大 により 化している。また、 浸 想定 域や土砂災害 域を た

地 も作成した。 

 

  
8-1 ・ の       8-2 ・ の  

 

 の の 

a 市 の 8-3  

平成 25 8 月に内閣府（防災担当）が作成した ド ンに されている 表であ

る。災害対応の各 （ 、 、応 、復 ）において、地方自 体が実施すべき対応

について 17 の対策 に分 して時 化しされており、災害対策が広 かつ長期間に

ことを 的に えることができる。対策の け れや りなどを に防止するた

めの 合 料などとして活用されることを期 して提供した。また、被災自 体だけでなく

応援自 体へも提供した。 
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 支援  

 

8.1  

 

人と防災 センター（以 、 センター と ）では、被災自 体に対する現地支援

の 環として、さま まな資料の提供を行ってきた。また、 遣される研究員は、必要に応

て被災自 体の 情報などの 持ち資料を 行し、現地支援または調 に活用してき

た。 

これらの資料は現地支援のつど、研究員個人の や研究員相 の協議により 定され

ており、現 では 化には っていない。 

本 では、今後のセンターによる現地支援の実施体 を 実化する方策の とつと

して、現地支援における必 資料を ールセットとして 化する 点およ 、その 成に

ついて べる。なお、本 では、 化された ールセットを仮に 現地支援 ールセット

と表 する。 

 

 

8.2 被災 へ提供 の  

 

(1) 提供の  

センターによる大 府北部地震、7 月豪雨、北 東部地震（以 、大 府北部地震

等と ）の被災自 体に対する現地支援の際、研究員からは による にとどまら 、

さま まな資料の提供を行った。 

資料の提供は能 的である場合と受 的である場合とに大別され、 者については、組織

体 や個別の課題 理などに改善の 地が見られる場合においてセンターによる 的な

として行い、後者については、被災自 体からの めに応 てその回 として行ったも

のである。 

い れの場合も、センターが る ッ ンの とつである 災害対応の現地支援 の

で定 けられている 被災地の被害 と復 ・復興に する ことを 指して被災

自 体に対する情報提供や として行ったものである。 

 

(2) の  

センターが、大 府北部地震等の被災自 体へ提供した な資料は以 のとおりである。

資料はセンターで作成したものだけでなく、 機関が作成した公開資料なども用いている。 
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8.2 被災 へ提供 の  
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8.3 被災市町村の の  

 

(1) 市町  

センターでは、被災自 体の公表情報や報 情報等をもとに、被災自 体ごとの被害

や対応 などについて 別に 表で整理し、研究員相 の の を ると

ともに、被災自 体ごとの対応 の などを行った。 

表は、後方支援を行う研究員が 時 し、現地に 遣されている研究員を めて共
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を た。 
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(2) 被災 の  
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ことなく被災自 体の対応 などを調 する調 として 72 時間後から 1 か月に向け

た災害対応 ンス ーベ を き 作成した。調 は、被災自 体の組織体 や

災害対策本部の機能など、17 に 、先遣隊はこの調 を ールとして活用し

ながら現地調 を行った。 

調 の様 を資料 2 に示す。 

 

 

  

124 
 

 

8-3 市 の  

 

b の災 報  

の災害の被災自 体が災害対応の 要や課題などを 的に取りまとめた報告 な

どを し、対策の け れの点 や、個別の対策ごとの 意事 の確 など、参考 と

して活用し る旨の を行った。例として、平成 28 熊本地震 熊本市震災 誌 復

・復興に向けて 発災からの 1 間の （平成 30 3 月・熊本市）が られる。 
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① 災  

先遣隊による現地調 の際に被災自 体の対応 や被害 を調 ・ する調

である。センターにおいて現地支援の を する ータとするため、できる り研

究員個人の資質などに されることなく情報を 集・整理できるよう調 や 点

などを設定する。 

先遣隊が 用する か、 2 次隊以降でも体 の などを確 するために活用するこ

とが想定される。また、 府県が被災市町村の を把握したり、被災市町村が自らの

をチェックしたりする ールとしても活用し る。調 果については、必要に応 て被

災自 体に提供し、 せて必要な を行うことも考えられる。 

調 はセンターにおいてあらか め作成し必要に応 て 時見直しを行う か、

などにより調 の向上や平 化を ることが望ましい。 

 ・ の  

被災自 体が災害による社会環境への 度を 定したり、被災者生活支援の必要 を

したりするための資料である。 などを用いて、できる り 的に 向などが

み取れるように配 する。発災後に作成する資料である。 

 ・ の  

上 と同 旨の資料である。 

 市町  

被災自 体別に応 対策や被災者支援策などの実施 を整理した 表である。 

の被災自 体の対応 を することで、対策の れや け れなどを発見す

る 機となり る。災害対応に される では、被災自 体がこれらの情報を 集す

ることも 難となるおそれがあるため、 ー は い。被災 が なく、適切な対応がで

きているか不 を いている自 体は、 い意 で 心 料として活用することも考えら

れる。発災後に作成する資料である。 

 の災  

の災害の被災自 体がとりまとめた災害対応の報告 （ ンターネット公開されて

いるもの）を スト化した資料である。ただし、被災により ンターネット環境が 用でき

ない場合などは、報告 本体を 体で提供するなどの配 が必要となる。 

これらの報告 は、対応 のみなら 、 によって られた知見や課題等も され

ているものがあり、被災自 体にとっては災害対応の指針となり る。また、対応 果が

ごとに 的に されている報告 については、 次を見るだけでも、対応の け れ

がないか 合する 料としても活用が期 できる。 

なお、センターの人的ネットワークなどを通 、当 報告 を作成した自 体の担当者を

し、 などが られるよう しをする支援も必要に応 て 用する。 

 市 の  

題の ド ンのうち、17 の対策 が対応 ごとに整理された 表である。
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8.4 支援 の  

 

(1) の支援 の  

大 府北部地震等において提供した資料に対し、被災自 体からは が られた。 

の被災自 体は、 に生 ている 先の課題対応に くの ースを集 させ

る 向にあった。それに対しセンターでは、 し 災害対応が長期にわたることを 提とし

た体 実、 の 大、 長期的な 点の確保などの必要 を示 する資料を に提供し

ている。 

これらの資料は、 の課題に対応せ るを ない にある被災自 体に対し、彼らが

対応の部分を する役割を果たした。また、現 のままでは対応に があることを理

している被災自 体にとっては、今後の体 改善を ・ する 機にもなり た。 

これらのことから、大 府北部地震等で提供した資料については、センターによる現地支

援として適切なものであったと できる。 

 

(2) の の  

大 府北部地震等において用いた資料は、必要が生 た際に研究員が たに作成・ 集し、

または 去に活用した資料を再 用し、被災自 体へ提供した。これらの資料作成や 定に

ついては、実 としては研究員個人の や資質、知見などに している部分が大きい。 

災害対応の 化の 点からは、これらの資料についてはあらか め え置いて共有を

り、いつ、どこでも、 でも 用できるようにしておくことが望ましい。これにより、セ

ンターの現地支援が研究員の などに大きく されることなく 定の を確保する

ことが期 できる。7 月豪雨の際に用いた被災自 体の調 （72 時間後から 1 か月に向

けた災害対応 ンス ーベ ）も、まさしくこの 点に立ち作成されたものであった。 

災害の様相は 様であるとともに、自 体の災害対応力もまた 様であり、提供すべき情

報も 様になら るを ない。これを大 提としても、 用 の い被災自 体向けの資料

については 化を り、センターによる現地支援で活用するよう 置 けることに 定

の合理 があると える。 

 

(3) 支援 の  

上 (1)およ (2)を まえ、センターの現地支援に用いることを想定した資料 である 現

地支援 ールセット の 成について考えてみたい。 

取り入れる資料は、大 府北部地震等における被災地支援で用いたものベースに、大 府

北部地震等の現地支援により られた知見（被災自 体の情報 ー や、被災 が ない

自 体が りやすい問題点など）を まえて 成している。 

資料の詳細については、8.2.(2)の各 を参 。 
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 e 災  

災害 の発生 について、 により する方 等をまとめた資料、または

ートである。 

被災自 体において、 理対策の に活用できる。 

 f 被災  

地震災害の際に 被害がどの 度発生するか、 により する方 をまとめた資

料、または ートである。 な方 としては、 去の災害事例から の実例を

参考にできるよう、震度別、人 別に スト化したものでも 定の役割は果たす。 

被災自 体において、 期に被害の全体 を把握し、各 の対策 に活用できる。 
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に地震災害の場合に、災害対応の全体の れを理 することに活用できる。 

なお、被災自 体のみなら 、対 支援等により現地入りした応援自 体にとっても活用

し る資料である。 

  

センターによる現地支援の をもとに、被災 が ない自 体では見 されるおそ

れがある課題などについて、その 要 を指 し、 期の対応について きを す説明資

料である。その 、災害の全体 について のため、被害 の などを示し

た資料についても有用である。 

資料の提供の際には、防災担当部局の職員のみなら 、できる り関 する部局への立ち

会いも め、 に説明を行うなどの配 が必要となる。 

さま まな内 の資料が考えられるが、その 体例については次のとおりであり、い れ

もセンターにおいてあらか め作成しておくものである。 

 a  

が被災した場合に、住宅再建または当 の住まい（応 仮設住宅など）の確保に向け

て今後どのような があるか ローチ ート化した資料である。住宅再建に る各

の支援 度を した内 となる。 

被災自 体において、各 の 度の 要や時 について理 を める か、被災者に対

して 度の説明をする際にも活用できる。 

 b 災 の  

災害 の 用体 について 意すべき事 などの説明資料である。 に、 大な事務

理に対応できる人員体 を確保すること、 府県と市町村での な ケー

ンが必要となること、 管理のため 政部局などとの連 を る必要があることな

どが られる。 

なお、 の適用に関する事 については、内閣府（防災担当）が公表している 度 要の

資料を活用できる。 

 c 被災 支援 の  

の災害の被災自 体などがとりまとめた被災者向け ン レットなど（ ンター

ネット公開されているもの）を スト化した資料である。ただし、被災により ン

害が発生している場合などは、本 を 体で提供するなどの配 が必要となる。 

被災自 体において、各 の 度の 要などについて理 を める か、被災者に対する

度説明の資料作成の際に活用できる。 

 d 災 の  

災 明 が必要な について取りまとめた資料である。 によっては、被災自 体

などの によって 災 明 の要 が決定される場合があることについても し、

期の確 などを すことにも する。 

として、被災者に対しての 度の説明への活用が考えられる。 



129 
 

 e 災  

災害 の発生 について、 により する方 等をまとめた資料、または

ートである。 

被災自 体において、 理対策の に活用できる。 

 f 被災  

地震災害の際に 被害がどの 度発生するか、 により する方 をまとめた資

料、または ートである。 な方 としては、 去の災害事例から の実例を

参考にできるよう、震度別、人 別に スト化したものでも 定の役割は果たす。 

被災自 体において、 期に被害の全体 を把握し、各 の対策 に活用できる。 

  

128 
 

に地震災害の場合に、災害対応の全体の れを理 することに活用できる。 

なお、被災自 体のみなら 、対 支援等により現地入りした応援自 体にとっても活用

し る資料である。 

  

センターによる現地支援の をもとに、被災 が ない自 体では見 されるおそ

れがある課題などについて、その 要 を指 し、 期の対応について きを す説明資

料である。その 、災害の全体 について のため、被害 の などを示し

た資料についても有用である。 

資料の提供の際には、防災担当部局の職員のみなら 、できる り関 する部局への立ち

会いも め、 に説明を行うなどの配 が必要となる。 

さま まな内 の資料が考えられるが、その 体例については次のとおりであり、い れ

もセンターにおいてあらか め作成しておくものである。 

 a  

が被災した場合に、住宅再建または当 の住まい（応 仮設住宅など）の確保に向け

て今後どのような があるか ローチ ート化した資料である。住宅再建に る各

の支援 度を した内 となる。 

被災自 体において、各 の 度の 要や時 について理 を める か、被災者に対

して 度の説明をする際にも活用できる。 

 b 災 の  

災害 の 用体 について 意すべき事 などの説明資料である。 に、 大な事務

理に対応できる人員体 を確保すること、 府県と市町村での な ケー

ンが必要となること、 管理のため 政部局などとの連 を る必要があることな

どが られる。 

なお、 の適用に関する事 については、内閣府（防災担当）が公表している 度 要の

資料を活用できる。 

 c 被災 支援 の  

の災害の被災自 体などがとりまとめた被災者向け ン レットなど（ ンター
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8.5 の  

 

センターによる現地支援は、あくまで ン ワメントという行 に って行われる

べきものであることは れてはならない。被災自 体の自 を した上で、 き理 者

として する で 力をしていくことが必要である。被災自 体への資料の提供も現地

支援の 環であることから、この理念に って行われなけれ ならない。 

方、災害の様相は 様であり、被災自 体が置かれている や時期によって必要な情

報は 化していく。どのような資料の提供であっても適時適切なタ ン を した場合

にはその は なわれか ない。被災自 体の立場に立つと同時に、被災者の 点も考

していくことも 要となる。 

現地支援に活用する資料の質的・ 的な 実についてはセンターの自 力で 成する

ことが 能だが、提供した資料を な として受け止めてもらえるかどうかは相 方

との関 に される。 

平時からの自 体との な関 の 築に え、災害時における被災自 体との適切

なアプローチの在り方について研究員相 で し、意 通を ることが不 の 力と

して必要である。 
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宅で ー スを な 者の ・ ト ー 活 の

人と 災 ン ー

熊本地震では、 害者 交 者（全体で 人）のうち、福祉 ー ス

を 用していない 害者（ 人）では、 度の 人を いて、それ以外

の在宅 害者（ 人、 害者全体の ）の とんどに対して、特 の対

応は取られなかった。

だん福祉 ー スを 用していない 度の 害者 人には、市から

レクトメールを り、 の受け となる 被災地 害者センターくまもと 以

センター の情報を連 した。 果的にセンターでは を える 害者（

ー 発生 ）からの を受け、 べ を える福祉関 者が全 か

ら 員され、当事者宅に訪問し、対応した。

ー の は、被災により たに生 た ー への対応が 心で、 ・ 料

の確保の 、住宅の けや の 分・ 、自宅 理や ルー ート りと

いった、自宅や地域の被災によって発生した 期的な生活課題や、住宅の確保と

いった 長期的な生活課題が であり、生活 ー スや ・福祉 ー ス

に関する相談が副次的に くまれていた。

ー 発生 を 対応の在宅 害者に当てはめると、 を え

る 害者が、行政からの問い合わせの からもれていたことが される。

今回の大 北部地震では、これまで行政の対応の対 から取り されていた

見え る在宅被災 害者の ー を 的にくみ取る取り組みが められ

る。

体的には、日本 害 ー ム（ ）や 害当事者 体（被災 害者支援

め 等）と連 して、 被災地 害者センターたかつき （仮 ）を立ち上

、在宅 害者全員を対 に レクトメール等を用いて同センターの 在を

連 し、全 から支援に訪れる福祉関 者が個別訪問活 を実施して、 ー 調

を実施し、関 機関の 資 とつな 活 を実施することを提案する。

（ 立 ）
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の

や
な

障
害

な
た
新

た
な

な

z
は

な
あ

た
人

人
の

た
の

な
な

z
の

な
の

の
あ

�
の

は
人

の
の

な
ム
ラ

く
す
た

の
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害
ー
ス

ジ
ン
ト

の
ポ

ン
ト

害
ー
ス

ジ
ン
ト
の

者
人

の
い

ッ
ー
ジ
ン
グ

な

者

事

ー
ン

災
害

ケ
ー
ス
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

の
実

施

応

事

ー
ン

病

者

害
ー
ス

ジ
ン
ト

の
ポ

ン
ト

の
た

な
た

な
ニ

ー
の

わ

害
の

の を

者

な

者

な

者

な

支 援 の 組 み 合 わ せ

個 別 支 援 計 画 の

者 者 者

の

害

の

害

害

害

支
援

害
ー
ス

ジ
ン
ト

の
ポ

ン
ト

害
ー
ス

ジ
ン
ト
の

3

�
z

プ
グ
ラ
ム

z
た

z
者

か
ら

z
法
人

ー
ル
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

か
ら

�
の

害

z
の

い
ら
い

ッ
ト

�
z

所
た

の
わ

あ
い

な
た

の
す

ス
ム
の

z

�
z

活
動

セ
ン
タ
ー
ら

ー
ム

の
定

害
ー
ス

ジ
ン
ト

の
ポ

ン
ト

の
は

か
か

け
ル

活
や

人
の

な
す

3

伴
走

型
の
支

援

生 活 や 就 労 の 困 難 さ
オ
ー
ダ
ー
メ
イ
ド

型
の
支

援

オ
ー
ダ
ー
メ
イ
ド

型
の
支

援

オ
ー
ダ
ー
メ
イ
ド

型
の
支

援

オ
ー
ダ
ー
メ
イ
ド

型
の
支

援

オ
ー
ダ
ー
メ
イ
ド

型
の
支

援
生 活 再 建 が な さ れ た 状 況

支
援

対
象

者
の

自
立

段
階

や
生

活
の
質

の
向

上

な
な

な
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害
ー
ス

ジ
ン
ト

の
ポ

ン
ト

者
の

な
作

の
者

活
ー
ス

3
所

害
ー
ス

ジ
ン
ト

の
ポ

ン
ト

は
者

の
人

た

33

大
船
渡
市
応
急
仮
設
住
宅
支
援
協
議
会

＜
総

務
担

当
役

員
＞

・
住

宅
公

園
課

＜
事

務
局

長
（

１
名

）
＞

・
統

括
マ

ネ
ー

ジ
ャ

ー
（

現
場

責
任

者
・

人
事

担
当

）
＜

事
務

局
次

長
（

１
名

）
＞

・
統

括
マ

ネ
ー

ジ
ャ

ー
補

佐
（

経
理

・
労

務
関

係
担

当
）

＜
マ

ネ
ー

ジ
ャ

ー
（

名
）

＞
・

担
当

エ
リ

ア
・

部
署

の
総

括
＜

支
援

員
（

５
３

名
）

＞
・

仮
設

住
宅

支
援

員
（

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

サ
ポ

ー
タ

ー
兼

務
）

・
コ

ー
ル

セ
ン

タ
ー

・
事

務
局

（
事

業
内

外
の

情
報

共
有

・
業

務
サ

ポ
ー

ト
）

代
表

事
務

局
運

営
会

議

大
船

渡
市

健
康

推
進

課

大
船

渡
市

社
会

福
祉

協
議

会

共
生

地
域

創
造

財
団

重
要

事
項

の
決

裁

事
業

実
施

事
務

機
能

各
種

情
報

共
有

事
業

方
向

性
の

決
定

事
業

進
捗

確
認

地
域

福
祉

課

住
宅

公
園

課
地

域
包

括
ケ

ア
推

進

総
会

月
１

回
の

実
務

担
当

者
会

議

害
ー
ス

ジ
ン
ト

の
ポ

ン
ト

ー
ス

者
な

ま
た

の

34

�
z

定
け
た

や
わ

な
い
ま
ま

の
ま
ま

け
き
た

z
は

サ
ー

ス
け
な

ら
か

活
き
た

く
な

人
は

な
さ

な
た
た

活
い
け
な
く
な

た

�
z

は
な

の
は

あ
た

活
い
け

あ
た

こ
さ

z
は

人
い
た

は
く
な

は
の

障
い

あ
活

な
い

z
活

き
た

活
く
な

い
な
い

な
く

は
な
ら
な
く
な

た

害
ー
ス

ジ
ン
ト

の
ポ

ン
ト

ー
ス

者
な

ま
た

の

3

�
z

は
の

あ
た
た

人
活

の
い

け
い
く
事

な
た

z
人

く
い

な
く

い
い

あ
所

の
た

い
く
こ

な
い

活
な

所
の

い
特

定
す

z
た

は
か

た
の

た
動

の
利

の
け
ら

ば
き

こ
さ

z
人

や
い

き
す

の
い

い
か

な
い

す
か

か
の

あ
た

事
の

い
の

や
い

い
た

き
ら

こ

z
事

き
た

け
き
た

は
く
の

な
あ

た
た

の
の

い

z
の

の
セ
ン
タ
ー

サ
ー

ス
の

活
け
た

や
の

の
い

人
の

た
く
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わ

い
の

は
ハ

ー
か

ら
ら

の
害

特
な

の
か

ら
な

の

�
は

z
の

ら
な

の
ン
フ
ラ
の

は
の

す
な
い

�
こ

か
ら

な
の
は

の
会

z
い

さ
た

い
さ

た
の

な
ン
セ
プ
ト

z
害

や
特

な
な

は
の

さ
や

か
か

す
こ

z
害

い
さ

や
す
い
人

は
の

な
さ

い
者

た
人

の
さ

こ
は

こ
ら
の

人
す

こ
な

3
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災
2 日 と防災 センター

災 に する 町 等 アリン における 町 等 員 らの 見 要
2

日本大 災における 災 に する
2 2 2

災 について（厚 ）

厚 （ 日本大 災）
災 ・災 援護 などの支援について

災 の支 に る 会等の設置について
2 2 2 2

厚 （ 成 に る被 等に する ）
2 2 2

熊本 福祉 福祉 地域支え い支援室 活 支援

熊本 お い ・

2 ☚ したものです。
2 今後の災 に けた体 整 等 災 の

2

手 活 被災者支援
2 手

2 ク 2
2

成 2 日 けの災 に する 道について
2 2
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城 災援護室
本町

城 行 災援護
22 2

防災 防災
災 等に する要

2
防災 防災

町 地
2 2

クシ リ 2 2 2
ー

熊本地 ら 難 体、 める （2 日 ）
2
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各応援 体の
人と 災 ン ー

（ 地方 事会 取 ）
・ 支援 ら 支援への 行を ー に行うための （ や 員の

など）をとってい なけれ 、さらなる 支援が難しい になっている。
・ 的支援 ー が してきており、 の 援 員が められてきている。今後の

・ に けて、 に たる ー に するためには、 施 が して動いて
い なけれ ならない。 のためにも 本 といった を えておく
きで る。

（ の 支援 ）
・被 調 の被 に して、避難所に避難されている方は 的に ない。

ー の 調 は行っていないので ー を い れていない可能 が高い。
・ に る見 りをしているが、 くまで 的な見 りだけ。
・ が っている の をすれ いいのだが、 ではできていない。
・今後、 ら ー になっていき、 の ら被災者の 活 を
していくためには、被災者のきめ い が 要になり 所 が して動 なけれ
いけないので、 のための体 くりを していく予 。

（ の ）
・地域福祉 は厚 の支え いセンターの事業についての調整は んでいない。
・ の は の うは んでおら 調整が んでいない。
・今のとこ に けた方 はまだ見えていない。
・ 設 の に しては、 、 を活 して っていて、 大な事 に
なる まで んでいない の 、 ら できる で をし うとしており、

支援が 要という にまで っていない。
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事
務
局
（
３
名
）

H
28
.1
0.
21
に
発
災
した
「⿃
取
県
中
部
地
震
」か
ら１

ヶ⽉
が
経
過

県
庁
の
各
部
局
が
⼀
丸
とな
り、
迅
速
か
つ
強
⼒
に
被
災
地
の
復
旧
・復
興
を
推
進
す
る
た
め
、

「⿃
取
県
中
部
地
震
復
興
本
部
」を
新
設
。（

H
28
.1
1.
21
設
置
）

施
並
び
に
復
興
本
部
の
総
合
調
整
・運
営
を
⾏
う。

災
害
対
策
本
部

※
避
難
所
の
解
消
ま
で
復
興
本
部
と併

存
して
設
置

復
興
本
部

中
部
地
震
復
興
本
部
事
務
局
⻑

（
元
気
づ
くり
総
本
部
・元
気
づ
くり
推
進
局
⻑
）

本
部
⻑
︓
知
事

副
本
部
⻑
︓
副
知
事
、統
轄
監

本
部
員
︓
各
部
局
⻑

⿃
取
県
中
部
地
震
・復
興
本
部
の
概
要

＜
運
営
の
⽅
針
＞

¾
各
部
局
横
断
的
な
実
務
レ
ベ
ル
で
の
意
⾒

交
換
を
実
施
し
、復
興
に
向
け
た
施
策
な
ど

を
検
討
し
て
い
く。

¾
関
係
市
町
と担

当
部
局
との
間
で
し
っか
り

とし
た
連
携
を
図
る
。

（
必
要
とな
る
主
な
取
組
）

元
気
な
地
域
づ
くり
／
情
報
発
信
／
住
宅
⽀
援

／
被
災
者
の
⽣
活
⽀
援
／
経
済
産
業
振
興
／

農
林
⽔
産
業
振
興
／
公
共
イン
フラ
の
復
旧

な
ど

（
※
⾏
政
上
の
組
織
で
は
な
い
）

※
H
29
年
４
⽉
か
らは
、組

織
改
正
に
よ
り「
復
興
本
部
事
務
局
」を
組
織
とし
て

被
災
地
を
所
管
す
る
地
⽅
事
務
所
内
に
新
設
し定

数
職
員
５
名
を
配
置
した
。

応
急
対
策
段
階
で
は
、危

機
管
理
部
局
が
中
⼼
に
総
合
調
整
を

しな
が
ら進

め
て
き
た
。

次
は
、地

域
の
「元
気
づ
くり
」に
重
点
が
い
くべ
き
復
興
段
階
。元

気
づ
くり
推
進
局
⻑
（
企
画
系
の
部
内
局
）
を
事
務
局
⻑
に
充
て
、

総
合
調
整
を
⾏
うこ
とと
した
。

事
務
局
員
は
、総

務
課
、と
っと
り元

気
戦
略
課
（
企
画
部
局
）
、

危
機
管
理
政
策
課
の
各
１
名
（
課
⻑
補
佐
級
2、
係
⻑
級
1）

に
兼
務
発
令
。

20
18

8
8

人
セ
ン
タ
ー
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に について 

人と 災 ン ー

もしくは必要とされる設 ・ ー ス例

z 事業所（ ー ス）

¾ 東日本大震災では集会所が からこの機能を想定して建てられてい

ることがよくありました。

z .町役場の支所

¾ プレ 仮設の入 者は かと役場へ相談、 きなど行うことが い

と われるため、3 4人の職員でワンストップ的な対応ができる支所の

ようなものがあると機能 と 入 者の 心 にもつながる。

¾ （庁 自体が被災したので 果的にプレ 仮設住宅と してプレ

役場ができた事例は有り。ただし、 の庁 が してさらに仮

設住宅 地にも 先が設けられた事例はあまり見られない）。

z NPO等外部 体が支援活 できる 間、施設

¾ 入 者の会合との調整や の開 など場合によっては入 者の 担に

なっているようでなので、 長期におよ 場合は必要になる場合がある。

z 託 ー ス、 支援などの ・子ども支援に活用 能な施設や部

¾ が とかが ターンだとは います。

¾ 支援については、熊本大等の大 生が支援してくれることをあらか

め想定した 間設 にしておいてよいと います。

（東日本でも、常総でも、大 生が 支援のために通ってくれていま

した）

z 生協や り会社による い の 回 ー ス

z 応 仮設住宅は、被災者の方にとって日常生活の場であるため、機能向上

が必要となる。

z また生活を再建していく上で かせない、人と人とのつながりを する

ための の場としての機能も必要となる。

z 長期化する場合は、特に 者、子どもを えた など、要配 者向け

の設 や ー スが 要となる。
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z 支援や ス、 ー ェア ン など

z 見回り ー ス

z 所

z ン スー ーや ン

¾ 、 などの 設事例もありますが、けっき く、 きで

まいされたようです。

z 仮設住宅入 者ののうち、自 業者等についてはプレ 仮設住宅（住 ）

における 業を める（ する）

¾ や東日本でも事実上の自 業者による自宅 業は有り（い れも行

政側 という 。後でもめないために、念のために話を通しておくの

もよいか）
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の に の

2018.9.16 人と防災 センター 

z 応 理 度だけでは住宅の再建・ は難しい場合が い

z さま まな自 体で、災害 への上 せ（ の上 せ）や し（対

の 大）の で、 自施策をとっている。

z 応 理や自宅 に 用を すことで、応 仮設住宅（建設にも撤去にも

時間と がかかる）の建設数を なくし、 的な復興 用を えることが

できる。

災害 にもと いた応 理への 自施策

� 地震、 地震

¾ 県

� 大 100 、 50 を上 せ（応 仮設入 不 ）

� 東日本大震災

¾ 県宮 市

� 理の対 となる部 や 事の 大

� 上 せ 18

¾ 県 市

� 災害 適応外の 事に対して、10 以上の 事の場合

大 30 を 度として （ 2 分の 1）。

¾ 県 子市

� 建て住宅の ・外 ・建 およ の 事に対して、

20 以上の 事の場合 大 10 。

被災者生活再建支援 にもと いた住宅 への 自施策

� 取県西部地震

¾ 取県

� 住宅再建に 300 、住宅 に 150

¾ 島 県

� 者・ がい者など 10 200 の 事（現 ）
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1 

者 の について 

2018 9 17 日 と防災 センター 

【要 】 
z 災 書を け取ったとこ ら、被災者の 活 が ター します。
z 災 書 行 に けられる支援を に りやすく伝えることで、 を ます。
z 体 も、 活 支援には の が 要なため、道・町 で体 を し始める 要が ります。
z 活 支援の としどこ は、 設 に ー に の行 サー につな られる が にな

るので、 設 の 2 後 5 後に けての 方 、体 作りを見 えて、 える 要が ります。

【 活 支援 ーの整 】 
z 道 に る支援 ー 町 に る ーの 加、の れになります。
z これまでの支援 ーについては 紙を参 ください。
z の も てくるため、 護士会との協力を します（おつな することも可能です）。

【 （ ン ）の ち 】 
z 災 行後に 要となる な 手続きに って、 は をたらいま しにされて し、

要な支援が けられなくなることが ります。
z れを防 ために、また 町 が らの で ンクするのを防 ためにも、 支援 や

ン の設置を します（設置事例については 紙を参 ください）。

-1 者 け の ワンストップ サー スの け, 

 害 者 業務の き ,2005  
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2 

z 護士会と して、 町 の に 護士を 置してもらったり、 の
を するなど、 の業 も する 要が ります。

z すでに していると いますが、今後は や など、 のもめ とも 加すると見込まれま
すので、 に るい 護士団体との協力は ま ん。

z ン の 置例

【被災者支援行  災 ケー ン について】 
z 行 ら見た被災者の 活 の つの イ ーンは、 設 らの です。
z い 代、 入の る は 力で 設 ら できますが、 力 が難しい がおり（高

齢 、 、 など 活 護、 活 者 支援 が えられる ）、 らの 設
には の支援方 と れを支える 支援が 要になります。

z け れ ちなく 設 ら していただく（ 活を していただく）ために、 力 できる と
うでない の クリー ン と、なる く く 要な ・支援につな ための体 が 要です（後
手に れ る ど、 要になる 手と が 加します）。

の 害 ース ジ ント

者 活 プ グラム は の ースデー
タの た の わ

25

個
別
世
帯
訪
問
に
よ
る

生
活
再
建
状
況
の
調
査

実
施
内
容

実
施
者

シ
ル
バ
ー
人

材
セ
ン
タ
ー

世
帯
ご
と
の
ケ
ー
ス
デ
ー
タ
の
蓄
積

生
活
再
建

支
援
室

者 活
ワー ンググループ
者 所 セン

ター ま く 障害

活

住
ま
い
の
再
建
支
援

世
帯
、
日
常
生
活
・
住

ま
い
の
再
建
支
援
世

帯
の
状
況
確
認

世
帯
ご
と
に
恒
久
住

宅
移
行
に
向
け
た
生

活
の
個
別
支
援
計
画

を
作
成
・更
新

支
援
の
組
み
合
わ
せ

の

活

サー ス

た

者

PSC 活

者
法

PSC

セン
ターな の

ル ー

PSC

資料編 22



3 

z 被災者支援行 で すると えられる
¾ のたらいま し
¾ らの のア ロー

� 調 が う ら も もくる
� 施 の調整がされないため を

¾ 行 の が き こす らのもれ
¾ 的で な を える被災者への 災 書の に る支援の
¾ 被災者の実 は災 救 と福祉の

z 道 ⇔ 町 ⇔支援団体とが できる体 が 要です。
¾ が可能 の クリー ン には 調 が のため、 手が 要になります。
¾ 的な としどこ は、 支援や 活 護など、 の福祉支援になります。
¾ 城 取 の例で行くと、 2,000 の 設 者のうち、 が難しく の 活 支

援 の支援を 要とした が 300 、 のうち PSC（ ー サ ー センター）に る
支援に って、 に 活 支援 を てて支援が 要だった が 145 、 のうち 的

な 支援や福祉 を活 して 可能なのは 6 （ 80 ）、 りは 的 置など特 な
が 要と見込まれています。

z これまでの災 ケー ン 入事例
¾ 日本大 災

� 城 （2014 に ロ ）
� 手 大 （2015 3 に ， 協，NPO が設置した大 設 支援協議会で実

施）
� 手 （ 域避難者支援 会議として 2016 ら実施）
� 城 取 （ 団 ー サ ー センターと し 2017 ら実施）

¾ 成 28 10 の被
� 手 町（ 町、 手 護士会、 町 会福祉協議会、 の NPO が り い・

らい を設置し実施）
¾ 熊本地

� 熊本 熊本 （ 所を とした地域との り いを し、 りになった福祉 の
を する地域 ケアシ の を に）

� 熊本 益城町
¾ 取 地 （ 例で ）

� 町、 町 協、 士会、 協会、日本 FP 協会、 地 本 （ ）、 災 活動支援
センターらが ー を 、 のうえ 支援 を し、支援。
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4 

1

災害ケースマネジメントとその運用用ポイント・仙台市
被災者同意のもと各主体で情報共有可能な統合DBを作成。そ
の情報により被災者生活再建支援WGでケース会議。

2

大船渡市応急仮設住宅支援協議会

＜総務担当役員＞
・住宅公園課
＜事務局長（１名）＞
・統括マネージャー
（現場責任者・人事担当）
＜事務局次長（１名）＞
・統括マネージャー補佐
（経理・労務関係担当）
＜マネージャー（5名）＞
・担当エリア・部署の総括
＜支援員（５３名）＞
・仮設住宅支援員
（コミュニティサポーター兼務）

・コールセンター・事務局
（事業内外の情報共有・業務サポート）

代表

事務局 運営会議

大船渡市

健康
推進課

大船渡市
社会福祉
協議会

共生地域
創造財団

重要事項の決裁

事業実施
事務機能

各種情報共有
事業方向性の決定
事業進捗確認

地域
福祉課

住宅
公園課

地域包括
ケア推進

総会

月１回の実務担当者会議

災害ケースマネジメントとその運用用ポイント・大船渡
大船渡市では応急仮設住宅支援協議会を市・社協・
NPOで立ち上げ、被災者同意のもと個人情報共有を
可能とした。
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被災 支援 ・

人と防災 センター

・ の

y 市町村庁 等に設置が望ましい

y 必要に応 て 要被災地 や大 避難所への 回も

y 被災者対応の れを考 してレ ア トを

y 被災者が するおそれのある場合は ントやプレ 等の仮設を して設ける

z 市

y 各 置等の きについて災害復 相談室を設置

y 庁 会議室に住民 本台 等の各 ス ム用 を持ち み、総合相談 を設置し、各

相談 を

y 各相談 で、必要に応 て担当者が により住民 本台 、課 、 定資 の ー

タを確 し、 望者にはその場で き

の レ ウト 害 者 業務の き
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z 市

y ントとプレ を 設置し対応

y 各課持ち回りでり災 明発行と相談に対応。宮城県・建築協会の住宅相談 も 設

y 相談についてはプ ーに配 したス ースを

y 特別な ー のある人への対応を考 （ 要援 者、在日外 人等）

z 町 災

の 提

の 害 者 業務の き
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・ の運営

z の運営 （ ）

y 市町村が 体でセンターを設置。 府県、管 行政 局等関 機関が支援と調整

y ン ア 体、 ン事業者等も被災者対応、センター に参

y 別途、被災事業者向けワンストップ・センター設置

z 災 援 への

回型ワンストップ・センターの

民生委員等による要援 者 への個別対応

話者、通 等、被災者の理 を考えた ケー ン方 の

z の運営

ン アの活用によるきめ細やかな被災者対応

者、 害者、外 人等 ン アの協力を

通 、情報 理等 民間事業者、 ン アの活用

ワンストップ センターの 営 害 者 業務の き

資料編 27



5 

被災 への

なる情報提供ではなく、 方向 、個別 に配 する

z の

y 度要 や 期 の 等に合わせ、行政側から総合的で 確な支援情報の提供を行う

y れを防 ため、支援 度を 用していない被災者に対しても 用意 を確 するこ

とが望ましい

¾ 度があったことを知ら 、 期 を てしまった を防

z の

y 被災者による相談・問い合わせ時に被災者に を た情報や、り災 ータから、 度対

者情報と 用 を整理する

y 整理した ータから、 度所管部署、相談・問い合わせ部署が連 して ローを行う

y 特に 地避難者など情報が入 しにくい人を考 する

y ーム ージや 子メールなどによる情報提供も 行して行う

y 特に 度の 用期 について 分な情報提供を行う

災 ・被災 支援 の
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に の について 

2 日 と防災 センター
援 員 へ
日 で、道 で 活 支援 の が 整った うです。この

が されれ 、 の で に しても 体業者との 書さえ れ 、支援
の が と じレ で可能です（この 体に、 にの される
体を使えるの どう は、道の です）。

z

¾ 活の本 地としていた が 災 に り被 を けた で って、
のい れ に する が となります。

� のり災 を けた
� 2 大 のり災 を けた
� のり災 を け、 は 地被 が められる で、 の

を の れなどや を ない で 体 した
� 避難 （ 日本大 災に る な が継続し、 に

能な が 継続していると されている 域に していた ）
に する

¾ 被災 に 活の本 地として していた が となりますので、 き
、 、 に している 件などは になりま ん。

z

¾ 支援

複数世帯 単数世帯

全壊 100 75

⼤規模半壊 50 37.5

解体

（半壊解体、⼤規模半壊解体、敷地被害解体）

⻑期避難 100 75

被害程度
⽀給⾦額（単位︓万円）

100 75

¾ 加 支援

複数世帯 単数世帯

建設・購⼊ 200 150

補修 100 75

賃貸（公営住宅を除く） 50 37.5

再建⽅法
⽀給⾦ 額（単位︓万円）

資料編 29



避難所での高齢者の健康維持について 

2018.09.19 と防災 センター 

【要 】 
z に う ー は、 ・ 体に 方に します。
z 特に高齢者の 、エ ーク や の予防、 のために、

活を さ ることがとても 要です。
z （予 ）の高齢者への には、 的 が 要になりますので、 の

を 加さ ないためにも 的な や を った NPO 団体等に業
することも にいれる 要が ります。

【 活の 】 
z 避難所の 的なデ イン

¾ る 所と る 所を ける（体 でも 的な 所を作る）ことで、 事
の だけでも体を動 すきっ けを作る うにする

¾ は る 所として体に さ るために、サロンやレクリエーションは
る 所 で行うのが ましいです。

¾ どもには レイ ー や学 のための 所も ると いですし、体 の う
に 所が られている は とに 代で使える うにしておくのも つの
え方です。

z 活リ の
¾ 活リ を整えて、ちゃんと に をとって める 的な 活を る

ことは、 レ の や 体的な に です。
¾ まった に して体操をする、 はんは ら、 には散歩や避難所

の けの を作るなど、避難所 体のタイ ケ ー を めて り す
と いです。

z ケーションの 会を やす
¾ 特に の方には、 っくりとした ン で すこと、 の や はんのタイ

ン などでの けが大 です。
¾ さな どもなど、 う 齢 との りも い になります。 ども ら大

まで しめるレクリエーションが れ いでし う。

1 
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【レクリエーション実践事例】 
z サロン（お茶会、レクリエーションで使うおもちゃの作成など）
z 散歩の会
z 体操（熊本の益城町では日赤の救護所が設置された避難所で、日赤の方が介護予防体操

を実施）
z 誰でもできる遊び（けん玉、お手玉など、じゃんけん大会，色塗り、折り紙など）
z 足湯（入浴には体力や気力が足りないが、足湯くらいならという方もおられる）
z 書道教室など、〇〇教室の実施

【NPO 等への依頼について】 
z 厚真町避難所代表者会議にも参加している JVOAD は、被災地での活動経験豊富な

NPO・NGO 団体の取りまとめを行っており、信頼のおける団体（これまでの被災地の
実績や、地元の団体で今後も継続的な支援が見込める等）を紹介していただくことも可
能です（本件についてお伝え済で調整を開始していただいています）。

z 地域のデイケアセンターや福祉事業所、高齢者福祉士施設などへのレクリエーション
要員の派遣依頼。学校教員（特に芸術系）への協力依頼。

2
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